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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県デジタル社会形成推進条例の制定（栃木県条例第４号） 

デジタル社会の形成に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、デジタル社会の形

成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、デジタル社会の形成に関する施策を総合的に推進する

ため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「デジタル社会」、「デジタル技術」及び「デジタル人材」の意義を定めることとしま

した。 

２ 基本理念（第３条関係） 

デジタル社会の形成は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならないこととしました。  

⑴ 安全で快適にデジタル技術を利用できること。 

⑵ デジタル人材が育ち、及び活躍できること。 

⑶ デジタル技術の活用により、便利なサービスが提供され、及び情報を効果的かつ効率的に活用するため

の仕組みが構築されること。 

⑷ 全ての県民が、デジタル技術の活用によりもたらされる恩恵を享受できること。 

３ 県の責務（第４条関係） 

 ⑴ 県は、デジタル社会の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしまし

た。 

 ⑵ 県は、事業者及び県民によるデジタル社会の形成に関する取組を促進するため、必要な支援を行うもの

とすることとしました。 

４ 県と市町村との協力（第５条関係） 

  県及び市町村は、それぞれが実施するデジタル社会の形成に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよ

う、相互に連携を図りながら協力するものとすることとしました。 

５ 事業者の役割（第６条関係） 

  事業者は、その事業活動においてデジタル社会の形成に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める

とともに、県及び市町村が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとすること

としました。 

６ 県民の役割（第７条関係） 

  県民は、デジタル技術の活用に関する理解と関心を深めるとともに、県及び市町村が実施するデジタル社

会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。 

７ 県のデジタル社会の形成に関する施策 

 ⑴ 基本計画（第８条関係） 

 ⑵ 便利に暮らすことのできる地域社会の実現（第９条関係） 

 ⑶ 安全で快適なデジタル技術の利用（第10条関係） 

 ⑷ デジタル人材の育成等（第11条関係） 

 ⑸ 情報システムの連携等（第12条関係） 

 ⑹ デジタル技術の利用のための能力等における格差の是正（第13条関係） 

 ⑺ 財政上の措置（第14条関係） 

８ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理（栃木県条例第５号） 

１ 地方自治法等の一部改正に伴い、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

 ⑴ 栃木県公営企業の設置等に関する条例（第１条関係） 

 ⑵ 栃木県流域下水道事業の設置等に関する条例（第２条関係） 

 ⑶ 栃木県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（第３条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例及び栃木県行政不服審査会条例の一部改

正（栃木県条例第６号） 
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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県デジタル社会形成推進条例の制定（栃木県条例第４号） 

デジタル社会の形成に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、デジタル社会の形

成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、デジタル社会の形成に関する施策を総合的に推進する

ため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「デジタル社会」、「デジタル技術」及び「デジタル人材」の意義を定めることとしま

した。 

２ 基本理念（第３条関係） 

デジタル社会の形成は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならないこととしました。  

⑴ 安全で快適にデジタル技術を利用できること。 

⑵ デジタル人材が育ち、及び活躍できること。 

⑶ デジタル技術の活用により、便利なサービスが提供され、及び情報を効果的かつ効率的に活用するため

の仕組みが構築されること。 

⑷ 全ての県民が、デジタル技術の活用によりもたらされる恩恵を享受できること。 

３ 県の責務（第４条関係） 

 ⑴ 県は、デジタル社会の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしまし

た。 

 ⑵ 県は、事業者及び県民によるデジタル社会の形成に関する取組を促進するため、必要な支援を行うもの

とすることとしました。 

４ 県と市町村との協力（第５条関係） 

  県及び市町村は、それぞれが実施するデジタル社会の形成に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよ

う、相互に連携を図りながら協力するものとすることとしました。 

５ 事業者の役割（第６条関係） 

  事業者は、その事業活動においてデジタル社会の形成に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める

とともに、県及び市町村が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとすること

としました。 

６ 県民の役割（第７条関係） 

  県民は、デジタル技術の活用に関する理解と関心を深めるとともに、県及び市町村が実施するデジタル社

会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとすることとしました。 

７ 県のデジタル社会の形成に関する施策 

 ⑴ 基本計画（第８条関係） 

 ⑵ 便利に暮らすことのできる地域社会の実現（第９条関係） 

 ⑶ 安全で快適なデジタル技術の利用（第10条関係） 

 ⑷ デジタル人材の育成等（第11条関係） 

 ⑸ 情報システムの連携等（第12条関係） 

 ⑹ デジタル技術の利用のための能力等における格差の是正（第13条関係） 

 ⑺ 財政上の措置（第14条関係） 

８ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理（栃木県条例第５号） 

１ 地方自治法等の一部改正に伴い、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

 ⑴ 栃木県公営企業の設置等に関する条例（第１条関係） 

 ⑵ 栃木県流域下水道事業の設置等に関する条例（第２条関係） 

 ⑶ 栃木県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（第３条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例及び栃木県行政不服審査会条例の一部改

正（栃木県条例第６号） 
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１ 住民基本台帳法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（住民基本台帳法に基づく

本人確認情報の提供及び利用に関する条例第１条及び栃木県行政不服審査会条例第２条関係） 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第７号） 

１ 景観法に基づく景観計画を定めた市貝町の区域を栃木県景観条例の規定の一部を適用しない区域とするこ 

 とに伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第８号） 

１ 危険物取扱者試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

２ 危険物取扱者に対する危険物の取扱作業の保安に関する講習手数料の額を引き上げることとしました。 

３ 消防設備士試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

４ 高圧ガスの製造の許可申請手数料の額を改定することとしました。 

５ 知事が指定する者に係る技能検定試験の実技試験の実施手数料の額を改定することとしました。 

６ 栃木県産業技術センターの金属の物理試験、化学試験又は測定に関する手数料及び食品等の検査手数料の

額を改定することとしました。 

７ 栃木県産業技術センター窯業技術支援センターの窯業材料等の物理試験手数料の額を改定することとしま

した。 

８ 栃木県林業大学校の卒業証明書等の交付手数料を新設することとしました。（以上別表第１関係） 

９ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県行政財産使用料条例の一部改正（栃木県条例第９号） 

１ 行政財産である土地に係る使用料の算定基準について、所要の規定の整備をすることとしました。（別表

関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例及び婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正（栃木県条例第10号） 

１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定等に伴い、婦人相談所の名称を女性相談支援セン

ターに改めること等のため、所要の規定の整備をすることとしました。（とちぎ男女共同参画センター設置

及び管理条例第１条及び第１条の２並びに婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例題名及び

第１条～第４条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県看護職員修学資金貸与条例及び栃木県准看護師修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第11号） 

１ 児童福祉法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（栃木県看護職員修学資金貸

与条例第２条及び第７条並びに栃木県准看護師修学資金貸与条例第10条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県医師修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第12号） 

１ 題名を栃木県医師修学資金等貸与条例に改めることとしました。（題名関係） 

２ 大学医学課程に在学する学生で、将来公的医療機関等において救急科の業務に医師として従事しようとす

る者を修学資金の貸与の対象者に加えることとしました。 

３ 次のいずれにも該当する者に対し、新たに研修資金を貸与することとしました。（以上第３条関係） 

 ⑴ 修学資金の貸与を受けた者であること。 

 ⑵ 大学を卒業した日の翌日から起算して１月以内（当該期間内に医師免許を取得することができない場合

にあっては、１年１月以内）に臨床研修病院等で臨床研修を受ける者であること。 

 ⑶ 将来公的医療機関等において小児科、産科又は救急科の業務に医師として従事しようとする者であるこ

と。 

４ 研修資金の貸与の月額は、25万円以内で知事が定める額とすることとしました。（第４条関係） 

５ 所要の規定の整備をすることとしました。 

６ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 
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１ 住民基本台帳法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（住民基本台帳法に基づく

本人確認情報の提供及び利用に関する条例第１条及び栃木県行政不服審査会条例第２条関係） 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第７号） 

１ 景観法に基づく景観計画を定めた市貝町の区域を栃木県景観条例の規定の一部を適用しない区域とするこ 

 とに伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第８号） 

１ 危険物取扱者試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

２ 危険物取扱者に対する危険物の取扱作業の保安に関する講習手数料の額を引き上げることとしました。 

３ 消防設備士試験の受験手数料の額を引き上げることとしました。 

４ 高圧ガスの製造の許可申請手数料の額を改定することとしました。 

５ 知事が指定する者に係る技能検定試験の実技試験の実施手数料の額を改定することとしました。 

６ 栃木県産業技術センターの金属の物理試験、化学試験又は測定に関する手数料及び食品等の検査手数料の

額を改定することとしました。 

７ 栃木県産業技術センター窯業技術支援センターの窯業材料等の物理試験手数料の額を改定することとしま

した。 

８ 栃木県林業大学校の卒業証明書等の交付手数料を新設することとしました。（以上別表第１関係） 

９ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県行政財産使用料条例の一部改正（栃木県条例第９号） 

１ 行政財産である土地に係る使用料の算定基準について、所要の規定の整備をすることとしました。（別表

関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例及び婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正（栃木県条例第10号） 

１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定等に伴い、婦人相談所の名称を女性相談支援セン

ターに改めること等のため、所要の規定の整備をすることとしました。（とちぎ男女共同参画センター設置

及び管理条例第１条及び第１条の２並びに婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例題名及び

第１条～第４条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県看護職員修学資金貸与条例及び栃木県准看護師修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第11号） 

１ 児童福祉法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（栃木県看護職員修学資金貸

与条例第２条及び第７条並びに栃木県准看護師修学資金貸与条例第10条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県医師修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第12号） 

１ 題名を栃木県医師修学資金等貸与条例に改めることとしました。（題名関係） 

２ 大学医学課程に在学する学生で、将来公的医療機関等において救急科の業務に医師として従事しようとす

る者を修学資金の貸与の対象者に加えることとしました。 

３ 次のいずれにも該当する者に対し、新たに研修資金を貸与することとしました。（以上第３条関係） 

 ⑴ 修学資金の貸与を受けた者であること。 

 ⑵ 大学を卒業した日の翌日から起算して１月以内（当該期間内に医師免許を取得することができない場合

にあっては、１年１月以内）に臨床研修病院等で臨床研修を受ける者であること。 

 ⑶ 将来公的医療機関等において小児科、産科又は救急科の業務に医師として従事しようとする者であるこ

と。 

４ 研修資金の貸与の月額は、25万円以内で知事が定める額とすることとしました。（第４条関係） 

５ 所要の規定の整備をすることとしました。 

６ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 
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⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県安心こども基金条例の一部改正（栃木県条例第13号） 

１ 保育所の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図る事業について、引き続き令

和６（2024）年度まで実施するため、所要の規定の整備をすることとしました。（附則第２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県薬物の濫用の防止に関する条例等の一部改正（栃木県条例第14号） 

１ 大麻取締法等の一部改正に伴い、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

 ⑴ 栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（第２条、第13条、第14条、第18条及び第21条関係） 

 ⑵ 栃木県手数料条例（別表第１関係） 

 ⑶ 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（別表第２関係） 

２ この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること

としました。 

◇栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正（栃木県条例第15号） 

１ 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（附則第

２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部改正（栃木県条例第16号） 

１ 排水基準を定める省令の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第４条及び附則

関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和７（2025）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例等の一部改正（栃木県条例第17号） 

１ 電気自動車用充電設備の利用料金の上限額を定めるため、所要の規定の整備をすることとしました。（栃

木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例第６条及び栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例の一部を改正

する条例関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例等の一部改正（栃木県条例第18号） 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

の施行等に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県建築基準条例関係 

 ⑴ 火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建築物の当該建築物の部分は、栃木県建築基準条例に

よる防火規制（以下「防火規制」という。）の適用については、それぞれ別の建築物とみなすこととしま

した。（第７条の２関係） 

 ⑵ 防火規制の適用を受けない既存建築物の増築等をする場合において、当該増築等に係る部分が火熱遮断

壁等で区画されている場合には、当該増築等をする部分以外の部分については、引き続き防火規制の適用

を受けないこととしました。 

 ⑶ 防火規制の適用を受けない既存建築物であって、火熱遮断壁等で分離されている部分（以下「独立部

分」という。）が２以上あるものについて増築等をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外

の独立部分については、引き続き防火規制の適用を受けないこととしました。（以上第44条関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県手数料条例関係 

 ⑴ 建築基準法による接道規制の適用を受けない既存建築物の大規模の修繕等に係る認定申請手数料等を新

設することとしました。（別表第１関係） 

 ⑵ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 栃木県カーボンニュートラル実現条例関係 

  所要の規定の整備をすることとしました。 

４ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県手数料条例等の一部改正（栃木県条例第19号） 

１ 地方自治法第231条の２の３第１項に規定する指定納付受託者に委託する方法により申請等に係る手数料
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⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県安心こども基金条例の一部改正（栃木県条例第13号） 

１ 保育所の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図る事業について、引き続き令

和６（2024）年度まで実施するため、所要の規定の整備をすることとしました。（附則第２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県薬物の濫用の防止に関する条例等の一部改正（栃木県条例第14号） 

１ 大麻取締法等の一部改正に伴い、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

 ⑴ 栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（第２条、第13条、第14条、第18条及び第21条関係） 

 ⑵ 栃木県手数料条例（別表第１関係） 

 ⑶ 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（別表第２関係） 

２ この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること

としました。 

◇栃木県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正（栃木県条例第15号） 

１ 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（附則第

２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部改正（栃木県条例第16号） 

１ 排水基準を定める省令の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（第４条及び附則

関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和７（2025）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例等の一部改正（栃木県条例第17号） 

１ 電気自動車用充電設備の利用料金の上限額を定めるため、所要の規定の整備をすることとしました。（栃

木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例第６条及び栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例の一部を改正

する条例関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例等の一部改正（栃木県条例第18号） 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

の施行等に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県建築基準条例関係 

 ⑴ 火熱遮断壁等により分離された部分が２以上ある建築物の当該建築物の部分は、栃木県建築基準条例に

よる防火規制（以下「防火規制」という。）の適用については、それぞれ別の建築物とみなすこととしま

した。（第７条の２関係） 

 ⑵ 防火規制の適用を受けない既存建築物の増築等をする場合において、当該増築等に係る部分が火熱遮断

壁等で区画されている場合には、当該増築等をする部分以外の部分については、引き続き防火規制の適用

を受けないこととしました。 

 ⑶ 防火規制の適用を受けない既存建築物であって、火熱遮断壁等で分離されている部分（以下「独立部

分」という。）が２以上あるものについて増築等をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外

の独立部分については、引き続き防火規制の適用を受けないこととしました。（以上第44条関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県手数料条例関係 

 ⑴ 建築基準法による接道規制の適用を受けない既存建築物の大規模の修繕等に係る認定申請手数料等を新

設することとしました。（別表第１関係） 

 ⑵ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 栃木県カーボンニュートラル実現条例関係 

  所要の規定の整備をすることとしました。 

４ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県手数料条例等の一部改正（栃木県条例第19号） 

１ 地方自治法第231条の２の３第１項に規定する指定納付受託者に委託する方法により申請等に係る手数料
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等を納付することができるようにするため、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

⑴ 栃木県手数料条例（第３条関係） 

⑵ 栃木県立学校の授業料等に関する条例（第１条の２関係） 

⑶ 栃木県公害紛争処理条例（第８条及び第９条関係） 

⑷ 栃木県立産業技術専門校条例（第９条関係） 

⑸ 栃木県立衛生福祉大学校条例（第６条関係） 

⑹ 栃木県農業大学校条例（第５条関係） 

⑺ 栃木県警察関係手数料条例（第14条関係） 

⑻ 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例（第10条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第20号） 

１ 困難な医療的ケアに関する業務に従事する学校看護師に対し学校看護師特殊勤務手当を支給することとし

ました。（第３条及び第15条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県地方警察職員定数条例の一部改正（栃木県条例第21号） 

１ 栃木県地方警察職員の定年の段階的な引上げに伴い、令和６（2024）年４月１日から令和７（2025）年３

月31日までの間における警察官の定数の特例を設けることとしました。（附則第２項関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部改正（栃木県条例第22号） 

１ 卑わいな行為の禁止関係（第３条関係） 

 ⑴ 衣服等の全部又は一部を着けない状態の他人を撮影等する行為に係る規制について、住居等に規制対象

範囲を拡大するとともに、のぞき見を規制対象行為に加えることとしました。 

 ⑵ 特定かつ多数の者の用に供される場所等において下着等をのぞき見等する行為に係る規制について、不

特定又は多数の者の用に供される場所等に規制対象範囲を拡大するとともに、次に掲げる行為を規制対象

行為に加えることとしました。 

  ア 性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服等の上から、又は直接に、他人の身

体に触れること。 

  イ 下着等をのぞき見する目的で、他人の衣服等の中をのぞき込み、他人の衣服等をまくり上げ、又は手

鏡等を設置し、若しくは下着等に向けること。 

 ⑶ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 嫌がらせ行為の禁止関係（第７条関係） 

次に掲げる行為を規制対象行為に加えることとしました。 

⑴ 相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押し掛け、及び当該場所の付近をみ

だりにうろつくこと。 

⑵ 相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報を記

録し、又は送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。）（⑶の行為がされた位置情報記録・送信装置

を含む。）により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を一定の方法により取得する

こと。 

⑶ 相手方の承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記

録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る

状態にすること。 

⑷ 拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付すること。 

⑸ 嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該嫌がらせ行為の相手

方の氏名、住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報で当該嫌がらせ行為をするために必要とな

るものを提供すること。 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和６（2024）年７月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県警察関係手数料条例の一部改正（栃木県条例第23号） 

１ 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習手数料の額を改定することとしました。（第７条関係） 
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等を納付することができるようにするため、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

⑴ 栃木県手数料条例（第３条関係） 

⑵ 栃木県立学校の授業料等に関する条例（第１条の２関係） 

⑶ 栃木県公害紛争処理条例（第８条及び第９条関係） 

⑷ 栃木県立産業技術専門校条例（第９条関係） 

⑸ 栃木県立衛生福祉大学校条例（第６条関係） 

⑹ 栃木県農業大学校条例（第５条関係） 

⑺ 栃木県警察関係手数料条例（第14条関係） 

⑻ 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例（第10条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正（栃木県条例第20号） 

１ 困難な医療的ケアに関する業務に従事する学校看護師に対し学校看護師特殊勤務手当を支給することとし

ました。（第３条及び第15条関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県地方警察職員定数条例の一部改正（栃木県条例第21号） 

１ 栃木県地方警察職員の定年の段階的な引上げに伴い、令和６（2024）年４月１日から令和７（2025）年３

月31日までの間における警察官の定数の特例を設けることとしました。（附則第２項関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部改正（栃木県条例第22号） 

１ 卑わいな行為の禁止関係（第３条関係） 

 ⑴ 衣服等の全部又は一部を着けない状態の他人を撮影等する行為に係る規制について、住居等に規制対象

範囲を拡大するとともに、のぞき見を規制対象行為に加えることとしました。 

 ⑵ 特定かつ多数の者の用に供される場所等において下着等をのぞき見等する行為に係る規制について、不

特定又は多数の者の用に供される場所等に規制対象範囲を拡大するとともに、次に掲げる行為を規制対象

行為に加えることとしました。 

  ア 性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服等の上から、又は直接に、他人の身

体に触れること。 

  イ 下着等をのぞき見する目的で、他人の衣服等の中をのぞき込み、他人の衣服等をまくり上げ、又は手

鏡等を設置し、若しくは下着等に向けること。 

 ⑶ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 嫌がらせ行為の禁止関係（第７条関係） 

次に掲げる行為を規制対象行為に加えることとしました。 

⑴ 相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押し掛け、及び当該場所の付近をみ

だりにうろつくこと。 

⑵ 相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報を記

録し、又は送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。）（⑶の行為がされた位置情報記録・送信装置

を含む。）により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を一定の方法により取得する

こと。 

⑶ 相手方の承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記

録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る

状態にすること。 

⑷ 拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付すること。 

⑸ 嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該嫌がらせ行為の相手

方の氏名、住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報で当該嫌がらせ行為をするために必要とな

るものを提供すること。 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和６（2024）年７月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県警察関係手数料条例の一部改正（栃木県条例第23号） 

１ 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習手数料の額を改定することとしました。（第７条関係） 

5 
 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止（栃木県条例第24号） 

１ 介護療養型医療施設の廃止に係る経過措置の期限が到来するため、指定介護療養型医療施設の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例を廃止することとしました。 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 
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次
に

掲
げ
る

条
例
を

こ
こ
に

公
布

す
る
。

 

１
 

栃
木
県

デ
ジ
タ

ル
社
会

形
成

推
進
条

例
 

２
 

地
方
自

治
法
の

一
部
を

改
正

す
る
法

律
の
施

行
等
に

伴
う

関
係
条

例
の
整

理
に
関

す
る

条
例

 

３
 

住
民
基

本
台
帳

法
に
基

づ
く

本
人
確

認
情
報

の
提
供

及
び

利
用
に

関
す
る

条
例
及

び
栃

木
県
行

政
不
服

審
査
会

条
例

の
一
部

を
改
正

す
る
条

例
 

４
 

栃
木
県

知
事
の

権
限
に

属
す

る
事
務

の
処
理

の
特
例

に
関

す
る
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

 

５
 

栃
木
県

手
数
料

条
例
の

一
部

を
改
正

す
る
条

例
 

６
 

栃
木
県

行
政
財

産
使
用

料
条

例
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

７
 

と
ち
ぎ

男
女
共

同
参
画

セ
ン

タ
ー
設

置
及
び

管
理
条

例
及

び
婦
人

保
護
施

設
の
設

備
及

び
運
営

に
関
す

る
基
準

を
定

め
る
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

 

８
 

栃
木
県

看
護
職

員
修
学

資
金

貸
与
条

例
及
び

栃
木
県

准
看

護
師
修

学
資
金

貸
与
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

９
 

栃
木
県

医
師
修

学
資
金

貸
与

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

10
 

栃
木
県

安
心
こ

ど
も
基

金
条

例
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

11
 

栃
木
県

薬
物
の

濫
用
の

防
止

に
関
す

る
条
例

等
の
一

部
を

改
正
す

る
条
例

 

12
 

栃
木
県

後
期
高

齢
者
医

療
財

政
安
定

化
基
金

条
例
の

一
部

を
改
正

す
る
条

例
 

13
 

水
質
汚

濁
防
止

法
に
基

づ
く

排
水
基

準
を
定

め
る
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

14
 

栃
木
県

奥
日
光

地
区
駐

車
場

設
置
及

び
管
理

条
例
等

の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

15
 

栃
木
県

建
築
基

準
条
例

等
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

16
 

栃
木
県

手
数
料

条
例
等

の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

17
 

栃
木
県

公
立
学

校
職
員

の
特

殊
勤
務

手
当
に

関
す
る

条
例

の
一
部

を
改
正

す
る
条

例
 

18
 

栃
木
県

地
方
警

察
職
員

定
数

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

19
 

栃
木
県

公
衆
に

著
し
く

迷
惑

を
か
け

る
行
為

等
の
防

止
に

関
す
る

条
例
の

一
部
を

改
正

す
る
条

例
 

20
 

栃
木
県

警
察
関

係
手
数

料
条

例
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

21
 

指
定
介

護
療
養

型
医
療

施
設

の
人
員

、
設
備

及
び
運

営
に

関
す
る

基
準
を

定
め
る

条
例

を
廃
止

す
る
条

例
 

令
和

６
年
３

月
25

日
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木

県
知
事

 
 
福

 
 

田
 
 

富
 
 

一
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
00
 
 

   
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
４
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
推
進
条
例

 

 
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、
人
々
の
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
に
よ
り
顕
在
化
す
る
地
域
の
課
題
の
解
決
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
イ

 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
が
進
み
、
個
人
で
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
通
信
端
末
機
器
を
利
用
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
通
じ
て
情
報

 
 

発
信
、
商
品
購
入
等
を
行
え
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
等
に
伴
い
、

 
 

こ
の
流
れ
は
加
速
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

本
県
に
お
い
て
も
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
一
方
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
を
苦
手
と
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
使
う
こ
と
に
不
自
由
を
感
じ
る
者
も
少
な
く

 
 

な
い
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
や
基
盤
等
を
新
た
に
創
出
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
専
門
的
な
人
材
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。

 

こ
う
し
た
課
題
に
的
確
に
対
応
し
、
本
県
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
力
強
く
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
デ
ジ
タ
ル

 
 

技
術
の
活
用
に
関
す
る
県
民
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
誰
も
が
安
全
で
快
適
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
及
び
デ
ジ
タ

 
 

ル
技
術
に
係
る
専
門
的
な
人
材
の
育
成
等
が
必
要
で
あ
る
。

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
全
て
の
県
民
が
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
を
享
受
し
、
便
利
で
快
適
に
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に

 
 

向
け
、
県
を
挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

 

 
 
（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
基

 

本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
向
上
及
び
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与

 

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 
 
（
定
義
）

 

 
第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
 

(1
) 
デ
ジ
タ
ル
社
会

 
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
３
年
法
律
第

35
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
い
う
。

 

(2
) 
デ
ジ
タ
ル
技
術

 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
従
来
の
処
理
量
に
比
し
て
大
量
の
情
報
の
処
理
を
可
能
と
す
る
先
端
的
な
技
術
を
は

 

 
じ
め
と
す
る
情
報
通
信
技
術
を
い
う
。

 

(3
) 
デ
ジ
タ
ル
人
材

 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
人
材
を
い
う
。

 

 
 
（
基
本
理
念
）

 

 
第
３
条

 
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 
安
全
で
快
適
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
で
き
る
こ
と
。

 



（7）号外第17号栃 木 県 公 報令和６（2024）年３月25日　月曜日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

   
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
４
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
推
進
条
例

 

 
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、
人
々
の
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
に
よ
り
顕
在
化
す
る
地
域
の
課
題
の
解
決
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
イ

 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
が
進
み
、
個
人
で
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
通
信
端
末
機
器
を
利
用
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
通
じ
て
情
報

 
 

発
信
、
商
品
購
入
等
を
行
え
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
等
に
伴
い
、

 
 

こ
の
流
れ
は
加
速
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

本
県
に
お
い
て
も
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
一
方
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
を
苦
手
と
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
使
う
こ
と
に
不
自
由
を
感
じ
る
者
も
少
な
く

 
 

な
い
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
や
基
盤
等
を
新
た
に
創
出
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
専
門
的
な
人
材
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。

 

こ
う
し
た
課
題
に
的
確
に
対
応
し
、
本
県
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
力
強
く
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
デ
ジ
タ
ル

 
 

技
術
の
活
用
に
関
す
る
県
民
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
誰
も
が
安
全
で
快
適
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
及
び
デ
ジ
タ

 
 

ル
技
術
に
係
る
専
門
的
な
人
材
の
育
成
等
が
必
要
で
あ
る
。

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
全
て
の
県
民
が
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
を
享
受
し
、
便
利
で
快
適
に
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に

 
 

向
け
、
県
を
挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

 

 
 
（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
基

 

本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
向
上
及
び
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与

 

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 
 
（
定
義
）

 

 
第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
 

(
1
)
 
デ
ジ
タ
ル
社
会

 
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
３
年
法
律
第

3
5
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
い
う
。

 

(
2
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術

 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
従
来
の
処
理
量
に
比
し
て
大
量
の
情
報
の
処
理
を
可
能
と
す
る
先
端
的
な
技
術
を
は

 

 
じ
め
と
す
る
情
報
通
信
技
術
を
い
う
。

 

(
3
)
 
デ
ジ
タ
ル
人
材

 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
人
材
を
い
う
。

 

 
 
（
基
本
理
念
）

 

 
第
３
条

 
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)
 
安
全
で
快
適
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
で
き
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

(
2
)
 
デ
ジ
タ
ル
人
材
が
育
ち
、
及
び
活
躍
で
き
る
こ
と
。

 

(
3
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
、
及
び
情
報
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
。

 

(
4
)
 
全
て
の
県
民
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
を
享
受
で
き
る
こ
と
。

 

 
 
（
県
の
責
務
）

 

 
第
４
条

 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を

 

有
す
る
。

 

２
 
県
は
、
事
業
者
及
び
県
民
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
と
市
町
村
と
の
協
力
）

 

 
第
５
条

 
県
及
び
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す

 

る
も
の
と
す
る
。

 

（
事
業
者
の
役
割
）

 

第
６
条

 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
取
組
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県

 

及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
県
民
の
役
割
）

 

第
７
条

 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関

 

す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
基
本
計
画
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計

 
 

画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
便
利
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
）

 

第
９
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
便
利
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

 
 

る
。

 

 
(
1
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
地
域
の
課
題
の
解
決
の
た
め
の
施
策

 

(
2
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
の
利
便
性
の
向
上
の
た
め
の
施
策

 

(
3
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
情
報
の
提
供
の
た
め
の
施
策

 

(
4
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
の
施
策

 

（
安
全
で
快
適
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
）

 

第
1
0
条

 
県
は
、
県
民
が
安
全
で
快
適
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
等
）

 

第
1
1
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
及
び
デ
ジ
タ
ル
人
材
が
活
躍
で
き
る
環
境
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
の
連
携
等
）

 

第
1
2
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
情
報
の
活
用
を
図
る
た
め
、
各
種
デ
ー
タ
の
収
集
及
び
分
析
、
様
々
な
分
野
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
連
携
そ
の
他
必
要
な
施
策
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0
0
 
 

(
2
)
 
デ
ジ
タ
ル
人
材
が
育
ち
、
及
び
活
躍
で
き
る
こ
と
。

 

(
3
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
、
及
び
情
報
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
。

 

(
4
)
 
全
て
の
県
民
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
を
享
受
で
き
る
こ
と
。

 

 
 
（
県
の
責
務
）

 

 
第
４
条

 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を

 

有
す
る
。

 

２
 
県
は
、
事
業
者
及
び
県
民
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
（
県
と
市
町
村
と
の
協
力
）

 

 
第
５
条

 
県
及
び
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す

 

る
も
の
と
す
る
。

 

（
事
業
者
の
役
割
）

 

第
６
条

 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
取
組
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県

 

及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
県
民
の
役
割
）

 

第
７
条

 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関

 

す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
基
本
計
画
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計

 
 

画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
便
利
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
）

 

第
９
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
便
利
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

 
 

る
。

 

 
(
1
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
地
域
の
課
題
の
解
決
の
た
め
の
施
策

 

(
2
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
の
利
便
性
の
向
上
の
た
め
の
施
策

 

(
3
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
情
報
の
提
供
の
た
め
の
施
策

 

(
4
)
 
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
の
施
策

 

（
安
全
で
快
適
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
）

 

第
1
0
条

 
県
は
、
県
民
が
安
全
で
快
適
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
等
）

 

第
1
1
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
及
び
デ
ジ
タ
ル
人
材
が
活
躍
で
き
る
環
境
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
の
連
携
等
）

 

第
1
2
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
情
報
の
活
用
を
図
る
た
め
、
各
種
デ
ー
タ
の
収
集
及
び
分
析
、
様
々
な
分
野
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
連
携
そ
の
他
必
要
な
施
策

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
等
に
お
け
る
格
差
の
是
正
）

 

第
1
3
条

 
県
は
、
全
て
の
県
民
が
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
を
享
受
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
要
因
に
基
づ
く
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
力
又

 

は
利
用
の
機
会
に
お
け
る
格
差
の
是
正
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
財
政
上
の
措
置
）

 

第
1
4
条

 
県
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
県
の
基
本
的
な
計
画
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ

 
 

計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
も
の
は
、
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
本
計
画
と
み
な
す
。

 

 
（
デ
ジ
タ
ル
戦
略
課
）

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
５
号

 

 
 

 
 
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

 

 
 
（
栃
木
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
栃
木
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

4
1
年
栃
木
県
条
例
第

5
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
栃
木
県
条
例
第

1
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
栃
木
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
２
年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠

償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠

償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
２
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠

償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠

償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
６
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
６
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
２
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
５
号

 

 
 

 
 
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

 

 
 
（
栃
木
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
栃
木
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

4
1
年
栃
木
県
条
例
第

5
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
栃
木
県
条
例
第

1
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
栃
木
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
２
年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠

償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠

償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
２
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠

償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠

償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
６
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
６
条

 
法
第

3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の
２
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が

1
0
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
人
事
課
）

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の

７
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は

職
員
（
同
法
第

2
4
3
条
の
２
の
８
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な

る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責

任
の
一
部
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
）

 

第
２
条

 
県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務

を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任

を
負
う
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和

2
9
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

5
6
条
第
１
項
に
規
定

す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等

 
地
方
自
治
法
施
行

令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
第

1
7
3
条
の
４
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の

知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
～
エ

 
略

 

(
2
)
a
地
方
警
務
官

 
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
7
3
条
の
４
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す

る
地
方
警
務
官
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
・
イ

 
略

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
第

１
項

 
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は

職
員
（
同
法
第

2
4
3
条
の
２
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な

る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責

任
の
一
部
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
）

 

第
２
条

 
県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務

を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任

を
負
う
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和

2
9
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

5
6
条
第
１
項
に
規
定

す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等

 
地
方
自
治
法
施
行

令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
第

1
7
3
条
第
１
項
第
１
号

 
 
に
規
定
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の

知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
～
エ

 
略

 

(
2
)
a
地
方
警
務
官

 
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
7
3
条
第
１
項
第
２
号

 
 
に
規
定
す

る
地
方
警
務
官
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
・
イ

 
略
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こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
人
事
課
）

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
の

７
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は

職
員
（
同
法
第

2
4
3
条
の
２
の
８
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な

る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責

任
の
一
部
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
）

 

第
２
条

 
県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務

を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任

を
負
う
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和

2
9
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

5
6
条
第
１
項
に
規
定

す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等

 
地
方
自
治
法
施
行

令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
第

1
7
3
条
の
４
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の

知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
～
エ

 
略

 

(
2
)
a
地
方
警
務
官

 
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
7
3
条
の
４
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す

る
地
方
警
務
官
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
・
イ

 
略

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
3
条
の
２
第

１
項

 
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は

職
員
（
同
法
第

2
4
3
条
の
２
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な

る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責

任
の
一
部
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
）

 

第
２
条

 
県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務

を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任

を
負
う
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和

2
9
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

5
6
条
第
１
項
に
規
定

す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等

 
地
方
自
治
法
施
行

令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
第

1
7
3
条
第
１
項
第
１
号

 
 
に
規
定
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の

知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
～
エ

 
略

 

(
2
)
a
地
方
警
務
官

 
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
7
3
条
第
１
項
第
２
号

 
 
に
規
定
す

る
地
方
警
務
官
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

ア
・
イ

 
略

 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
６
号

 

 
 

 
 
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
提
供
及
び
利
用
に
関
す
る
条
例
及
び
栃
木
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
（
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
提
供
及
び
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

 
第
１
条

 
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
提
供
及
び
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

2
0
年
栃
木
県
条
例
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

 

 
第
２
条

 
栃
木
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成

2
8
年
栃
木
県
条
例
第

1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

4
2
年
法
律
第

8
1
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
法
第

3
0
条

の
６
第
４
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
提
供
及
び
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

4
2
年
法
律
第

8
1
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
法
第

3
0
条

の
８

 
 

 
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
提
供
及
び
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
所
掌
事
務
）

 

第
２
条

 
審
査
会
は
、
法
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
4
2
年
法
律
第

8
1
号
）
第
3
0
条
の

4
0
第
１
項
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
2
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

審
議
会
と
し
て
、
同
法
第

3
0
条
の
4
0
第
２
項
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
2
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
審
議
し
、
及
び
知
事
に
建
議

（
所
掌
事
務
）

 

第
２
条

 
審
査
会
は
、
法
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
4
2
年
法
律
第

8
1
号
）
第
3
0
条
の

4
0
第
１
項
（
同
法
第

3
0
条
の

4
4
の
1
2
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

審
議
会
と
し
て
、
同
条
第
２
項
あ
あ
あ
あ
あ
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
2
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
審
議
し
、
及
び
知
事
に
建
議

 
第
３
条

 
栃
木
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
市
町
村
課
）

 
 

 

 

す
る
こ
と
。

 
す
る
こ
と
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
所
掌
事
務
）

 

第
２
条

 
審
査
会
は
、
法
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

4
2
年
法
律
第

8
1
号
）
第
3
0
条
の

4
0
第
１
項
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
3
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

審
議
会
と
し
て
、
同
法
第

3
0
条
の

4
0
第
２
項
（
同
法
第

3
0
条
の

4
4
の
1
3
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
審
議
し
、
及
び
知
事
に
建
議

す
る
こ
と
。

 

（
所
掌
事
務
）

 

第
２
条

 
審
査
会
は
、
法
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

4
2
年
法
律
第

8
1
号
）
第

3
0
条
の

4
0
第
１
項
（
同
法
第

3
0
条
の

4
4
の
1
2
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

審
議
会
と
し
て
、
同
法
第

3
0
条
の

4
0
第
２
項
（
同
法
第

3
0
条
の

4
4
の
1
2
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
審
議
し
、
及
び
知
事
に
建
議

す
る
こ
と
。
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第
３
条

 
栃
木
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
市
町
村
課
）

 
 

 

 

す
る
こ
と
。

 
す
る
こ
と
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
所
掌
事
務
）

 

第
２
条

 
審
査
会
は
、
法
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
4
2
年
法
律
第

8
1
号
）
第
3
0
条
の

4
0
第
１
項
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
3
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

審
議
会
と
し
て
、
同
法
第

3
0
条
の
4
0
第
２
項
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
3
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
審
議
し
、
及
び
知
事
に
建
議

す
る
こ
と
。

 

（
所
掌
事
務
）

 

第
２
条

 
審
査
会
は
、
法
第

8
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

4
2
年
法
律
第

8
1
号
）
第

3
0
条
の

4
0
第
１
項
（
同
法
第

3
0
条
の

4
4
の
1
2
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

審
議
会
と
し
て
、
同
法
第

3
0
条
の
4
0
第
２
項
（
同
法
第

3
0
条
の
4
4
の
1
2
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
調
査
審
議
し
、
及
び
知
事
に
建
議

す
る
こ
と
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

         
栃
木
県
条
例
第
７
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～
(
6
)
 
略

 

大
田
原
市

 
あ

あ
あ
あ

 

3
5
の
３
～
4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
及
び

市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 
栃

木
県
条

例
第
８

号
 

 
 

 
 
栃

木
県
手

数
料
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

 
 

栃
木
県

手
数
料

条
例
（

昭
和

3
1
年
栃

木
県
条

例
第
１

号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
6
 
略

 

1
7
 

消
防

法
第

1
3
条

の
３

第
３

項
の

規

定
に

基
づ

く
危

険
物

取
扱

者
試

験
の

実
施

 

１
 

甲
種

危
険

物
取

扱
者

試
験
 

7
,
2
0
0

円
 

２
 

乙
種

危
険

物
取

扱
者

試
験
 

5
,
3
0
0

円
 

３
 

丙
種
危

険
物
取

扱
者
試

験
 

4
,
2
0
0
 
 

 

 
円

 

1
8
 

消
防

法
第

1
3
条

の
2
3
の

規
定

に
基

づ
く

危
険

物
の

取
扱

作
業

の
保

安
に

関
す

る
講
習

 

5
,
3
0
0
円

 

1
9
～

2
2
 
略

 

2
3
 

消
防

法
第

1
7
条

の
８

第
３

項
の

規

定
に

基
づ

く
消

防
設

備
士

試
験

の
実

施
 

１
 

甲
種
消

防
設
備

士
試
験

 
6
,
6
0
0
円

 

２
 

乙
種
消

防
設
備

士
試
験

 
4
,
4
0
0
円

 

2
4
～

2
4
2
 
略

 

2
4
3
a
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法

律
第

2
0
4
号

）
第

５
条

第
１

項
（
同

法

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
を

行
う

者
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
6
 
略

 

1
7
 

消
防

法
第

1
3
条

の
３

第
３

項
の

規

定
に

基
づ

く
危

険
物

取
扱

者
試

験
の

実
施

 

１
 

甲
種

危
険

物
取

扱
者

試
験
 

6
,
6
0
0

円
 

２
 

乙
種

危
険

物
取

扱
者

試
験
 

4
,
6
0
0

円
 

３
 

丙
種
危

険
物
取

扱
者
試

験
 

3
,
7
0
0
 
 

 

 
円

 

1
8
 

消
防

法
第

1
3
条

の
2
3
の

規
定

に
基

づ
く

危
険

物
の

取
扱

作
業

の
保

安
に

関
す

る
講
習

 

4
,
7
0
0
円

 

1
9
～

2
2
 
略

 

2
3
 

消
防

法
第

1
7
条

の
８

第
３

項
の

規

定
に

基
づ

く
消

防
設

備
士

試
験

の
実

施
 

１
 

甲
種
消

防
設
備

士
試
験

 
5
,
7
0
0
円

 

２
 

乙
種
消

防
設
備

士
試
験

 
3
,
8
0
0
円

 

2
4
～

2
4
2
 
略

 

2
4
3
a
高

圧
ガ

ス
保

安
法

（
昭

和
2
6
年

法

律
第

2
0
4
号

）
第

５
条

第
１

項
（
同

法

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
を

行
う

者
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
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0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 
栃

木
県
条

例
第
８

号
 

 
 

 
 
栃

木
県
手

数
料
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

 
 

栃
木
県

手
数
料

条
例
（

昭
和

3
1
年
栃

木
県
条

例
第
１

号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

1
6
 
略

 

1
7
 

消
防

法
第

1
3
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５
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よ
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栃
木
県
条
例
第

1
0
号

 

 
 

 
 
と
ち
ぎ
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
（
と
ち
ぎ
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
と
ち
ぎ
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
７
年
栃
木
県
条
例
第
4
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
設
置
）

 

第
１
条

 
略

 

２
 
セ
ン
タ
ー
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
４

年
法
律
第

5
2
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
困
難
女
性
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
困
難
女
性
支
援
法

第
1
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
3
年
法
律
第

3
1
号
。
次
条
に
お
い
て

「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

 

３
 
略

 

 

（
業
務
）

 

第
１
条
の
２

 
前
条
第
３
項
の
北
館
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と

す
る
。

 

(
1
)
a
困
難
女
性
支
援
法
第
９
条
第
３
項
第
２
号
に
掲
げ
る
業
務

 

(
2
)
a
困
難
女
性
支
援
法
第
1
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
業
務

 

（
設
置
）

 

第
１
条

 
略

 

２
 
セ
ン
タ
ー
は
、
売
春
防
止
法
（
昭
和

3
1
年
法
律
第

1
1
8
号
）
第

3
4
条
第
１
項
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所

 
 

 
 

 
、
同
法
第

3
6
条
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設

 
 
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
3
年
法
律
第

3
1
号
。
次
条
に
お
い
て

「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

 

３
 
略

 

 

（
業
務
）

 

第
１
条
の
２

 
前
条
第
３
項
の
北
館
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と

す
る
。

 

(
1
)
a
売
春
防
止
法
第

3
4
条
第
３
項
第
３
号

 
 
に
掲
げ
る
業
務

 

(
2
)
a
売
春
防
止
法
第

3
6
条
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
の
業
務

 

 
 
（
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
３
年
栃
木
県
条
例
第

4
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

(
3
)
～

(
5
)
 
略

 

２
 
前
条
第
３
項
の
南
館
（
以
下
「
南
館
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
困
難
女
性
支
援
法
第
９
条
第
３
項
各
号
（
第
２
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務

 

(
2
)
～

(
6
)
 
略

 

(
3
)
～
(
5
)
 
略

 

２
 
前
条
第
３
項
の
南
館
（
以
下
「
南
館
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
売
春
防
止
法
第

3
4
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
あ
あ
あ
あ
あ
に
掲
げ
る
業
務

 

(
2
)
～
(
6
)
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

4
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
6
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法
律
第

5
2
号
）
第

1
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立

支
援
施
設
（
以
下
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
）

 

第
２
条

 
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
次
条
及
び
第
４

条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
令
和
５
年
厚
生
労
働
省
令
第

3
6
号
）
（
同
令
の
改
正
に
係
る
経
過
措
置
に
関

す
る
規
定
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 

（
人
権
へ
の
配
慮
等
）

 

第
３
条

 
女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
１

人
１
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

     

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

4
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第

6
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
売
春
防
止
法
（
昭
和

3
1
年
法
律
第

1
1
8

号
）
第

3
6
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
に
規
定
す
る
婦
人
保
護

施
設

 
 
（
以
下
「
婦
人
保
護
施
設

 
 
」
と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
）

 

第
２
条

 
婦
人
保
護
施
設

 
 
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
次
条
及
び
第
４

条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成

1
4
年
厚
生
労
働
省
令
第

4
9
号
）

 
 
（
同
令
の
改
正
に
係
る
経
過
措
置
に
関

す
る
規
定
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 

（
人
権
へ
の
配
慮
等
）

 

第
３
条

 
婦
人
保
護
施
設

 
 
は
、
入
所
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
１

人
１
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
秘
密
保
持
等
）

 

第
４
条

 
婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た

入
所
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

２
 
婦
人
保
護
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
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（
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
３
年
栃
木
県
条
例
第

4
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

(
3
)
～

(
5
)
 
略

 

２
 
前
条
第
３
項
の
南
館
（
以
下
「
南
館
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
困
難
女
性
支
援
法
第
９
条
第
３
項
各
号
（
第
２
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務

 

(
2
)
～

(
6
)
 
略

 

(
3
)
～
(
5
)
 
略

 

２
 
前
条
第
３
項
の
南
館
（
以
下
「
南
館
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
売
春
防
止
法
第

3
4
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
あ
あ
あ
あ
あ
に
掲
げ
る
業
務

 

(
2
)
～
(
6
)
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

4
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
6
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法
律
第

5
2
号
）
第

1
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立

支
援
施
設
（
以
下
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
）

 

第
２
条

 
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
次
条
及
び
第
４

条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
令
和
５
年
厚
生
労
働
省
令
第

3
6
号
）
（
同
令
の
改
正
に
係
る
経
過
措
置
に
関

す
る
規
定
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 

（
人
権
へ
の
配
慮
等
）

 

第
３
条

 
女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
１

人
１
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

     

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

4
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第

6
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
売
春
防
止
法
（
昭
和

3
1
年
法
律
第

1
1
8

号
）
第

3
6
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
に
規
定
す
る
婦
人
保
護

施
設

 
 
（
以
下
「
婦
人
保
護
施
設

 
 
」
と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
）

 

第
２
条

 
婦
人
保
護
施
設

 
 
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
次
条
及
び
第
４

条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成

1
4
年
厚
生
労
働
省
令
第

4
9
号
）

 
 
（
同
令
の
改
正
に
係
る
経
過
措
置
に
関

す
る
規
定
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 

（
人
権
へ
の
配
慮
等
）

 

第
３
条

 
婦
人
保
護
施
設

 
 
は
、
入
所
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
１

人
１
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
秘
密
保
持
等
）

 

第
４
条

 
婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た

入
所
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

２
 
婦
人
保
護
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
人
権
男
女
共
同
参
画
課
）
 

 
 

 

   第
４
条

 
略

 

知
り
得
た
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 第
５
条

 
略

 

 

 
  
0
0
 
 

 
  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

1
1
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
及
び
栃
木
県
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
（
栃
木
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
栃
木
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和

3
9
年
栃
木
県
条
例
第

1
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
貸
与
の
対
象
）

 

第
２
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
養
成
施
設
を
卒
業
し
、
又
は
看
護
学
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る

県
内
の
施
設
等
（
エ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
県
外
の
施
設
を
含
む
。
以
下

「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
こ

と
。

 

ア
 
略

 

イ
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

1
0
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

 
 

 
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限

る
。
）

 

ウ
 
地
域
保
健
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
0
1
号
）
第

2
4
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
特
定
町
村
（
保
健
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

 

エ
～
キ

 
略

 
 

 

（
返
還
の
免
除
）

 

第
７
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
、
前
条
第
４
号
又
は
第
５
号
に
該
当
し
た

後
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
修
学
資
金
の
返
還
を
免
除
す

 

（
貸
与
の
対
象
）

 

第
２
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
養
成
施
設
を
卒
業
し
、
又
は
看
護
学
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る

県
内
の
施
設
等
（
エ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
県
外
の
施
設
を
含
む
。
以
下

「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
こ

と
。

 

ア
 
略

 

イ
 
母
子
保
健
法
（
昭
和

4
0
年
法
律
第

1
4
1
号
）
第

2
2
条
第
１
項

 
 
に
規
定
す

る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限

る
。
）

 

ウ
 
地
域
保
健
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
0
1
号
）
第

2
1
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
特
定
町
村
（
保
健
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

 

エ
～
キ

 
略
 

 （
返
還
の
免
除
）

 

第
７
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
、
前
条
第
４
号
又
は
第
５
号
に
該
当
し
た

後
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
修
学
資
金
の
返
還
を
免
除
す
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0
0
 
 

 
  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

1
1
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
及
び
栃
木
県
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
（
栃
木
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
栃
木
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和

3
9
年
栃
木
県
条
例
第

1
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
貸
与
の
対
象
）

 

第
２
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
養
成
施
設
を
卒
業
し
、
又
は
看
護
学
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る

県
内
の
施
設
等
（
エ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
県
外
の
施
設
を
含
む
。
以
下

「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
こ

と
。

 

ア
 
略

 

イ
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

1
0
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

 
 

 
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限

る
。
）

 

ウ
 
地
域
保
健
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
0
1
号
）
第

2
4
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
特
定
町
村
（
保
健
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

 

エ
～
キ

 
略

 
 

 

（
返
還
の
免
除
）

 

第
７
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
、
前
条
第
４
号
又
は
第
５
号
に
該
当
し
た

後
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
修
学
資
金
の
返
還
を
免
除
す

 

（
貸
与
の
対
象
）

 

第
２
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
養
成
施
設
を
卒
業
し
、
又
は
看
護
学
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る

県
内
の
施
設
等
（
エ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
県
外
の
施
設
を
含
む
。
以
下

「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
こ

と
。

 

ア
 
略

 

イ
 
母
子
保
健
法
（
昭
和

4
0
年
法
律
第

1
4
1
号
）
第

2
2
条
第
１
項

 
 
に
規
定
す

る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限

る
。
）

 

ウ
 
地
域
保
健
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
0
1
号
）
第

2
1
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
特
定
町
村
（
保
健
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

 

エ
～
キ

 
略
 

 （
返
還
の
免
除
）

 

第
７
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
、
前
条
第
４
号
又
は
第
５
号
に
該
当
し
た

後
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
修
学
資
金
の
返
還
を
免
除
す

 

（
栃
木
県
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成

2
9
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

る
。

 
 

(
1
)
0
養
成
施
設
に
在
学
し
て
い
た
間
の
修
学
資
金
に
あ
っ
て
は
、
医
療
機
関
等
の

う
ち
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に
掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開

設
す
る
病
院
以
外
の
も
の
の
業
務
（
第
２
条
第
２
号
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
事
業

所
に
お
け
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ア
（
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に

掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開
設
す
る
病
院
を
除
く
。
）
、
イ
及
び
オ

に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
５
年
間
従
事
し
た
と
き
。

 

ア
 
略

 

イ
 
児
童
福
祉
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第

4
2
条
第
２
号
に
掲
げ
る
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
限
る
。
）

 

ウ
 
児
童
福
祉
法
第
７
条
第
２
項

 
 

 
 
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療

機
関

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
 
略

 

る
。

(
1
)
0
養
成
施
設
に
在
学
し
て
い
た
間
の
修
学
資
金
に
あ
っ
て
は
、
医
療
機
関
等
の

う
ち
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に
掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開

設
す
る
病
院
以
外
の
も
の
の
業
務
（
第
２
条
第
２
号
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
事
業

所
に
お
け
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ア
（
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に

掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開
設
す
る
病
院
を
除
く
。
）
、
イ
及
び
オ

に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
５
年
間
従
事
し
た
と
き
。

 

ア
 
略

 

イ
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

4
2
条
第
２
号
に
掲
げ
る
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
限
る
。
）

 

ウ
 
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
２
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療

機
関

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
返
還
の
免
除
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 
略
 
 

(
4
)
0
業
務
従
事
等
準
備
期
間
に
入
学
し
た
看
護
師
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
後
、
当
該

卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
入

学
し
た
場
合
で
、
当
該
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
に
お
い
て
看
護
職

員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

 
ア

 
略

 

イ
 
県
内
の
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

1
0
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

 
 
 
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合

 

（
返
還
の
免
除
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
略

 

(
4
)
0
業
務
従
事
等
準
備
期
間
に
入
学
し
た
看
護
師
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
後
、
当
該

卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
入

学
し
た
場
合
で
、
当
該
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
に
お
い
て
看
護
職

員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

 

ア
 
略

 

イ
 
県
内
の
母
子
保
健
法
（
昭
和

4
0
年
法
律
第

1
4
1
号
）
第

2
2
条
第
１
項

 
 
に

規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
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（
栃
木
県
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成

2
9
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

る
。

 
 

(
1
)
0
養
成
施
設
に
在
学
し
て
い
た
間
の
修
学
資
金
に
あ
っ
て
は
、
医
療
機
関
等
の

う
ち
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に
掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開

設
す
る
病
院
以
外
の
も
の
の
業
務
（
第
２
条
第
２
号
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
事
業

所
に
お
け
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ア
（
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に

掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開
設
す
る
病
院
を
除
く
。
）
、
イ
及
び
オ

に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
５
年
間
従
事
し
た
と
き
。

 

ア
 
略

 

イ
 
児
童
福
祉
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第

4
2
条
第
２
号
に
掲
げ
る
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
限
る
。
）

 

ウ
 
児
童
福
祉
法
第
７
条
第
２
項

 
 

 
 
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療

機
関

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
 
略

 

る
。

(
1
)
0
養
成
施
設
に
在
学
し
て
い
た
間
の
修
学
資
金
に
あ
っ
て
は
、
医
療
機
関
等
の

う
ち
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に
掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開

設
す
る
病
院
以
外
の
も
の
の
業
務
（
第
２
条
第
２
号
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
事
業

所
に
お
け
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ア
（
病
床
数

2
0
0
床
以
上
の
病
院
（
次
に

掲
げ
る
病
院
を
除
く
。
）
及
び
県
の
開
設
す
る
病
院
を
除
く
。
）
、
イ
及
び
オ

に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
５
年
間
従
事
し
た
と
き
。

 

ア
 
略

 

イ
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

4
2
条
第
２
号
に
掲
げ
る
医
療

型
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
限
る
。
）

 

ウ
 
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
２
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療

機
関

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
返
還
の
免
除
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 
略
 
 

(
4
)
0
業
務
従
事
等
準
備
期
間
に
入
学
し
た
看
護
師
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
後
、
当
該

卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
入

学
し
た
場
合
で
、
当
該
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
に
お
い
て
看
護
職

員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

 
ア

 
略

 

イ
 
県
内
の
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

1
0
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

 
 
 
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合

 

（
返
還
の
免
除
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
略

 

(
4
)
0
業
務
従
事
等
準
備
期
間
に
入
学
し
た
看
護
師
養
成
施
設
を
卒
業
し
た
後
、
当
該

卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
入

学
し
た
場
合
で
、
当
該
保
健
師
等
養
成
施
設
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
に
お
い
て
看
護
職

員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

 

ア
 
略

 

イ
 
県
内
の
母
子
保
健
法
（
昭
和

4
0
年
法
律
第

1
4
1
号
）
第

2
2
条
第
１
項

 
 
に

規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
助
産
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合

  

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

に
限
る
。
）

 

ウ
 
県
内
の
地
域
保
健
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
0
1
号
）
第

2
4
条
第
２
項
第
１
号

に
規
定
す
る
特
定
町
村
（
保
健
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

 

(
5
)
 
略

 

に
限
る
。
）

 

ウ
 
県
内
の
地
域
保
健
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
0
1
号
）
第

2
1
条
第
２
項
第
１
号

に
規
定
す
る
特
定
町
村
（
保
健
師
が
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
限
る
。
）

 

(
5
)
 
略

 

     
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

1
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成

1
7
年
栃
木
県
条
例
第

8
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

栃
木
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例

 

 （
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生
に
対
し
栃
木
県
医
師
修
学

資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
を
、
臨
床
研
修
病
院
等
に
お
い
て
臨
床
研

修
を
受
け
る
医
師
に
対
し
栃
木
県
医
師
研
修
資
金
（
以
下
「
研
修
資
金
」
と
い

う
。
）
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
及
び
医
療
体
制
の

充
実
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 （
貸
与
の
対
象
）

 

第
３
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
の
対
象
と
な
る
者
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生

で
、
将
来
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て
小
児
科
、

 
産
科
又
は
救
急
科
の
業
務
に
医

師
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
略

 

３
 
研
修
資
金
の
貸
与
の
対
象
と
な
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

と
す
る
。

 

(
1
)
 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

 

(
2
)
0
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
以
内
（
当
該
期
間
内
に
医
師

免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
年
１
月
以
内
）
に
臨

床
研
修
病
院
等
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例

 

 （
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生
に
対
し
栃
木
県
医
師
修
学

資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
あ
あ
あ
、
臨
床
研
修
病
院
等
に
お
い
て
専
門
研

修
を
受
け
る
医
師
に
対
し
栃
木
県
医
師
研
修
資
金
（
以
下
「
研
修
資
金
」
と
い

う
。
）
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
及
び
医
療
体
制
の

充
実
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
貸
与
の
対
象
）

 

第
３
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
の
対
象
と
な
る
者
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生

で
、
将
来
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て
小
児
科
又
は
産
科

 
 

 
 

 
の
業
務
に
医

師
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
略
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栃
木
県
条
例
第

1
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成

1
7
年
栃
木
県
条
例
第

8
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

栃
木
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例

 

 （
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生
に
対
し
栃
木
県
医
師
修
学

資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
を
、
臨
床
研
修
病
院
等
に
お
い
て
臨
床
研

修
を
受
け
る
医
師
に
対
し
栃
木
県
医
師
研
修
資
金
（
以
下
「
研
修
資
金
」
と
い

う
。
）
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
及
び
医
療
体
制
の

充
実
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 （
貸
与
の
対
象
）

 

第
３
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
の
対
象
と
な
る
者
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生

で
、
将
来
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て
小
児
科
、

 
産
科
又
は
救
急
科
の
業
務
に
医

師
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
略

 

３
 
研
修
資
金
の
貸
与
の
対
象
と
な
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

と
す
る
。

 

(
1
)
 
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

 

(
2
)
0
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
以
内
（
当
該
期
間
内
に
医
師

免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
年
１
月
以
内
）
に
臨

床
研
修
病
院
等
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例

 

 （
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生
に
対
し
栃
木
県
医
師
修
学

資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
あ
あ
あ
、
臨
床
研
修
病
院
等
に
お
い
て
専
門
研

修
を
受
け
る
医
師
に
対
し
栃
木
県
医
師
研
修
資
金
（
以
下
「
研
修
資
金
」
と
い

う
。
）
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
及
び
医
療
体
制
の

充
実
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
貸
与
の
対
象
）

 

第
３
条

 
修
学
資
金
の
貸
与
の
対
象
と
な
る
者
は
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る
学
生

で
、
将
来
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て
小
児
科
又
は
産
科

 
 

 
 

 
の
業
務
に
医

師
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
略

 

      

(
3
)
 
将
来
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て
第
１
項
に
定
め
る
業
務
に
医
師
と
し
て
従
事

し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

 

（
貸
与
額
等
）

 

第
４
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 

４
 
研
修
資
金
の
貸
与
の
月
額
は
、
2
5
万
円
以
内
で
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。

 

５
 
第
３
項
の
規
定
は
、
研
修
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
大
学
を
卒
業
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
貸
与
期
間
が
満
了
す
る
日
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
貸
与
期
間
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
研
修
資
金
は
、
次
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
結
ば
れ
た
貸
与
契
約
に
定
め
ら
れ
た

月
か
ら

2
4
月
分
を
限
度
と
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の
貸

与
を
受
け
た
月
数
と
通
算
し
て

7
2
月
分
を
超
え
て
は
貸
与
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 

 

（
貸
与
契
約
等
）

 

第
６
条

 
修
学
資
金
又
は
研
修
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
等
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
を
立
て
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
修
学
資
金
等
を
貸
与
す
る
旨
の
契
約
（
以
下

「
貸
与
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
も
の
と
す
る
。

 

３
 
略

 

  
（
修
学
資
金
等
の
総
額
）

 

第
７
条

 
知
事
は
、
貸
与
契
約
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
貸
与
契
約
に
基
づ
い
て
貸
与
す
べ

き
修
学
資
金
等
の
総
額
が
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
貸
与
契
約
の
解
除
及
び
貸
与
の
休
止
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
修
学
資
金
等
の
貸
与
期
間
中
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
貸
与
契
約
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

   （
貸
与
額
等
）

 

第
４
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 

     

（
貸
与
期
間
）

 

第
５
条

 
略

 

    

（
貸
与
契
約
等
）

 

第
６
条

 
修
学
資
金

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
の
貸
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
を
立
て
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
修
学
資
金

 
を
貸
与
す
る
旨
の
契
約
（
以
下

「
貸
与
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
も
の
と
す
る
。

 

３
 
略

 

 

（
修
学
資
金
の
総
額
）

 

第
７
条

 
知
事
は
、
貸
与
契
約
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
貸
与
契
約
に
基
づ
い
て
貸
与
す
べ

き
修
学
資
金

 
の
総
額
が
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

  
（
貸
与
契
約
の
解
除
及
び
貸
与
の
休
止
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
修
学
資
金

 
の
貸
与
期
間
中
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
貸
与
契
約
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略
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(
3
)
 
将
来
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て
第
１
項
に
定
め
る
業
務
に
医
師
と
し
て
従
事

し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

 

（
貸
与
額
等
）

 

第
４
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 

４
 
研
修
資
金
の
貸
与
の
月
額
は
、
2
5
万
円
以
内
で
知
事
が
定
め
る
額
と
す
る
。

 

５
 
第
３
項
の
規
定
は
、
研
修
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
大
学
を
卒
業
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
貸
与
期
間
が
満
了
す
る
日
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
貸
与
期
間
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
研
修
資
金
は
、
次
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
結
ば
れ
た
貸
与
契
約
に
定
め
ら
れ
た

月
か
ら

2
4
月
分
を
限
度
と
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の
貸

与
を
受
け
た
月
数
と
通
算
し
て

7
2
月
分
を
超
え
て
は
貸
与
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 

 

（
貸
与
契
約
等
）

 

第
６
条

 
修
学
資
金
又
は
研
修
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
等
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
を
立
て
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
修
学
資
金
等
を
貸
与
す
る
旨
の
契
約
（
以
下

「
貸
与
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
も
の
と
す
る
。

 

３
 
略

 

  
（
修
学
資
金
等
の
総
額
）

 

第
７
条

 
知
事
は
、
貸
与
契
約
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
貸
与
契
約
に
基
づ
い
て
貸
与
す
べ

き
修
学
資
金
等
の
総
額
が
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
貸
与
契
約
の
解
除
及
び
貸
与
の
休
止
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
修
学
資
金
等
の
貸
与
期
間
中
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
貸
与
契
約
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

   （
貸
与
額
等
）

 

第
４
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 

     

（
貸
与
期
間
）

 

第
５
条

 
略

 

    

（
貸
与
契
約
等
）

 

第
６
条

 
修
学
資
金

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
の
貸
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
を
立
て
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
修
学
資
金

 
を
貸
与
す
る
旨
の
契
約
（
以
下

「
貸
与
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
も
の
と
す
る
。

 

３
 
略

 

 

（
修
学
資
金
の
総
額
）

 

第
７
条

 
知
事
は
、
貸
与
契
約
を
結
ぶ
場
合
に
は
、
貸
与
契
約
に
基
づ
い
て
貸
与
す
べ

き
修
学
資
金

 
の
総
額
が
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

  
（
貸
与
契
約
の
解
除
及
び
貸
与
の
休
止
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
修
学
資
金

 
の
貸
与
期
間
中
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
貸
与
契
約
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
退
学
し
、
又
は
臨
床
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。

 

(
3
)
0
心
身
の
故
障
の
た
め
、
引
き
続
き
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
し
、
又
は
臨
床
研

修
を
受
け
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

 

(
4
)
 
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

 

(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
そ
の
他
修
学
資
金
等
の
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と

き
。

 

２
 
略

 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
研
修
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
研
修
を
休
止
し

た
」
と
、
「
復
学
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
研
修
に
復
帰
し
た
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

 

（
返
還
等
）

 

第
９
条

 
修
学
資
金
等
及
び
利
息
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
契
約
が
解
除

さ
れ
た
と
き
、
又
は
貸
与
契
約
に
お
け
る
貸
与
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
知
事
の

定
め
る
日
ま
で
に
一
括
し
て
返
還
し
、
及
び
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
返
還
等
の
猶
予
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
、
修
学
資
金
等
の
返
還
の
債
務
及
び
利
息
の
支
払
の
債
務
（
以
下
「
返
還
等

債
務
」
と
い
う
。
）
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
 
第
３
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
借
受
者
が
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
契
約
が
解
除
さ
れ
た
後
引
き
続
き
当
該
貸
与
契
約
に
係
る
大
学
医
学
課
程
に

在
学
し
て
い
る
場
合

 
当
該
解
除
の
日
か
ら
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の

末
日
ま
で
の
期
間

 

(
2
)
0
第
３
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
借
受
者
が
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
月
以
内
（
当
該
期
間
内
に
医
師
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
年
１
月
以
内
）
に
臨
床
研
修
病
院
等
で
臨
床
研
修
を
受

け
て
い
る
場
合

 
当
該
卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
臨
床
研
修
を

修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間

 

(
3
)
0
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
に
係
る
借
受
者
が
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
に
お

い
て
医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
同
条
第

１
項
に
定
め
る
業
務
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場

(
2
)
 
退
学

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
し
た
と
き
。

 

(
3
)
0
心
身
の
故
障
の
た
め
、
引
き
続
き

 
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る

 
 
 
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

 

(
4
)
 
修
学
資
金

 
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

 

(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
そ
の
他
修
学
資
金

 
の
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と

き
。

 

２
 
略

 

     

（
返
還
等
）

 

第
９
条

 
修
学
資
金

 
及
び
利
息
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
契
約
が
解
除

さ
れ
た
と
き
、
又
は
貸
与
契
約
に
お
け
る
貸
与
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
知
事
の

定
め
る
日
ま
で
に
一
括
し
て
返
還
し
、
及
び
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
返
還
等
の
猶
予
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
、
修
学
資
金

 
の
返
還
の
債
務
及
び
利
息
の
支
払
の
債
務
（
以
下
「
返
還
等

債
務
」
と
い
う
。
）
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
 
修
学
資
金
の

 
 

 
 

 
 

 
 
 
借
受
者
が
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
契
約
が
解
除
さ
れ
た
後
引
き
続
き
当
該
貸
与
契
約
に
係
る
大
学
医
学
課
程
に

在
学
し
て
い
る
場
合

 
当
該
解
除
の
日
か
ら
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の

末
日
ま
で
の
期
間

 

(
2
)
 
修
学
資
金
の

 
 

 
 

 
 

 
 
 
借
受
者
が
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
月
以
内
（
当
該
期
間
内
に
医
師
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
年
１
月
以
内
）
に
臨
床
研
修
病
院
等
で
臨
床
研
修
を
受

け
て
い
る
場
合

 
当
該
卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
臨
床
研
修
を

修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間

 

(
3
)
0
第
３
条
第
１
項

 
 

 
 

 
に
係
る
借
受
者
が
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
に
お

い
て
医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
同
項
あ

あ
あ
に
定
め
る
業
務
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
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(
2
)
 
退
学
し
、
又
は
臨
床
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。

 

(
3
)
0
心
身
の
故
障
の
た
め
、
引
き
続
き
、
大
学
医
学
課
程
に
在
学
し
、
又
は
臨
床
研

修
を
受
け
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

 

(
4
)
 
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

 

(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
そ
の
他
修
学
資
金
等
の
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と

き
。

 

２
 
略

 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
研
修
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
研
修
を
休
止
し

た
」
と
、
「
復
学
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
研
修
に
復
帰
し
た
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

 

（
返
還
等
）

 

第
９
条

 
修
学
資
金
等
及
び
利
息
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
契
約
が
解
除

さ
れ
た
と
き
、
又
は
貸
与
契
約
に
お
け
る
貸
与
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
知
事
の

定
め
る
日
ま
で
に
一
括
し
て
返
還
し
、
及
び
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
返
還
等
の
猶
予
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
、
修
学
資
金
等
の
返
還
の
債
務
及
び
利
息
の
支
払
の
債
務
（
以
下
「
返
還
等

債
務
」
と
い
う
。
）
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
 
第
３
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
借
受
者
が
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
契
約
が
解
除
さ
れ
た
後
引
き
続
き
当
該
貸
与
契
約
に
係
る
大
学
医
学
課
程
に

在
学
し
て
い
る
場
合

 
当
該
解
除
の
日
か
ら
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の

末
日
ま
で
の
期
間

 

(
2
)
0
第
３
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
借
受
者
が
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
月
以
内
（
当
該
期
間
内
に
医
師
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
年
１
月
以
内
）
に
臨
床
研
修
病
院
等
で
臨
床
研
修
を
受

け
て
い
る
場
合

 
当
該
卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
臨
床
研
修
を

修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間

 

(
3
)
0
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
に
係
る
借
受
者
が
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
に
お

い
て
医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
同
条
第

１
項
に
定
め
る
業
務
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場

(
2
)
 
退
学

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
し
た
と
き
。

 

(
3
)
0
心
身
の
故
障
の
た
め
、
引
き
続
き

 
大
学
医
学
課
程
に
在
学
す
る

 
 
 
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

 

(
4
)
 
修
学
資
金

 
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

 

(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
そ
の
他
修
学
資
金

 
の
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と

き
。

 

２
 
略

 

     

（
返
還
等
）

 

第
９
条

 
修
学
資
金

 
及
び
利
息
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
契
約
が
解
除

さ
れ
た
と
き
、
又
は
貸
与
契
約
に
お
け
る
貸
与
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
知
事
の

定
め
る
日
ま
で
に
一
括
し
て
返
還
し
、
及
び
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
返
還
等
の
猶
予
）

 

第
1
0
条

 
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
、
修
学
資
金

 
の
返
還
の
債
務
及
び
利
息
の
支
払
の
債
務
（
以
下
「
返
還
等

債
務
」
と
い
う
。
）
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
 
修
学
資
金
の

 
 

 
 

 
 

 
 
 
借
受
者
が
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
契
約
が
解
除
さ
れ
た
後
引
き
続
き
当
該
貸
与
契
約
に
係
る
大
学
医
学
課
程
に

在
学
し
て
い
る
場
合

 
当
該
解
除
の
日
か
ら
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の

末
日
ま
で
の
期
間

 

(
2
)
 
修
学
資
金
の

 
 

 
 

 
 

 
 
 
借
受
者
が
大
学
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
月
以
内
（
当
該
期
間
内
に
医
師
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
年
１
月
以
内
）
に
臨
床
研
修
病
院
等
で
臨
床
研
修
を
受

け
て
い
る
場
合

 
当
該
卒
業
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
臨
床
研
修
を

修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間

 

(
3
)
0
第
３
条
第
１
項

 
 

 
 

 
に
係
る
借
受
者
が
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
に
お

い
て
医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
同
項
あ

あ
あ
に
定
め
る
業
務
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場

附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
栃
木
県
医
師
修
学
資
金
（
以
下
「
旧
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
を

 

貸
与
す
る
旨
の
契
約
を
結
ん
だ
者
の
当
該
契
約
に
係
る
旧
修
学
資
金
の
返
還
及
び
利
息
の
支
払
の
猶
予
及
び
免
除
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

合
 
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
修
学

資
金
等
の
貸
与
期
間
の
２
倍
に
相
当
す
る
期
間
に
２
年
を
加
え
た
期
間
が
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間

 

(
4
)
・

(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
借
受
者
が
災
害
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
場
合

 
知
事
が
適
当
と
認
め
る
期
間

 

 

（
返
還
等
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
、
同
号
に
定
め
る
期
間
内
に

医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
第
３
条
第
１

項
に
定
め
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
第
１
号

従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
が
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す

る
期
間
に
達
し
た
と
き
。

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
 
知
事
は
、
従
事
期
間
が
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す
る
期

間
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
従
事
期
間
に
応
じ
、
返
還
等
債
務
の
一
部
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
知
事
は
、

 
 

 
 

 
借
受
者
が
、
死
亡
、
心
身
の
故
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
延
滞
利
息
）

 

第
1
2
条

 
借
受
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
修
学
資
金
等
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で

に
こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日

ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年

1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算

し
た
延
滞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

合
 
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
修
学

資
金
あ
の
貸
与
期
間
の
２
倍
に
相
当
す
る
期
間
に
２
年
を
加
え
た
期
間
が
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間

 

(
4
)
・
(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
借
受
者
が
災
害
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金

 
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
場
合

 
知
事
が
適
当
と
認
め
る
期
間

 

 

（
返
還
等
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
、
同
号
に
定
め
る
期
間
内
に

医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
第
３
条
第
１

項
に
定
め
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
第
１
号

従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
が
、
修
学
資
金

 
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す

る
期
間
に
達
し
た
と
き
。

 

(
2
)
・
(
3
)
 
略

 

２
 
知
事
は
、
従
事
期
間
が
、
修
学
資
金

 
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す
る
期

間
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
従
事
期
間
に
応
じ
、
返
還
等
債
務
の
一
部
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
知
事
は
、
修
学
資
金
の
借
受
者
が
、
死
亡
、
心
身
の
故
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
修
学
資
金

 
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
延
滞
利
息
）

 

第
1
2
条

 
借
受
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
修
学
資
金

 
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で

に
こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日

ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年

1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算

し
た
延
滞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
栃
木
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
栃
木
県
医
師
修
学
資
金
（
以
下
「
旧
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
を

 

貸
与
す
る
旨
の
契
約
を
結
ん
だ
者
の
当
該
契
約
に
係
る
旧
修
学
資
金
の
返
還
及
び
利
息
の
支
払
の
猶
予
及
び
免
除
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

合
 
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
修
学

資
金
等
の
貸
与
期
間
の
２
倍
に
相
当
す
る
期
間
に
２
年
を
加
え
た
期
間
が
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間

 

(
4
)
・

(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
借
受
者
が
災
害
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
場
合

 
知
事
が
適
当
と
認
め
る
期
間

 

 

（
返
還
等
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
、
同
号
に
定
め
る
期
間
内
に

医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
第
３
条
第
１

項
に
定
め
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
第
１
号

従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
が
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す

る
期
間
に
達
し
た
と
き
。

 

(
2
)
・

(
3
)
 
略

 

２
 
知
事
は
、
従
事
期
間
が
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す
る
期

間
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
従
事
期
間
に
応
じ
、
返
還
等
債
務
の
一
部
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
知
事
は
、

 
 

 
 

 
借
受
者
が
、
死
亡
、
心
身
の
故
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
延
滞
利
息
）

 

第
1
2
条

 
借
受
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
修
学
資
金
等
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で

に
こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日

ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年

1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算

し
た
延
滞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

合
 
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
修
学

資
金
あ
の
貸
与
期
間
の
２
倍
に
相
当
す
る
期
間
に
２
年
を
加
え
た
期
間
が
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間

 

(
4
)
・
(
5
)
 
略

 

(
6
)
0
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
借
受
者
が
災
害
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金

 
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
場
合

 
知
事
が
適
当
と
認
め
る
期
間

 

 

（
返
還
等
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
借
受
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
、
同
号
に
定
め
る
期
間
内
に

医
師
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
に
お
け
る
業
務
（
第
３
条
第
１

項
に
定
め
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
第
１
号

従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
が
、
修
学
資
金

 
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す

る
期
間
に
達
し
た
と
き
。

 

(
2
)
・
(
3
)
 
略

 

２
 
知
事
は
、
従
事
期
間
が
、
修
学
資
金

 
の
貸
与
期
間
の
２
分
の
３
に
相
当
す
る
期

間
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
従
事
期
間
に
応
じ
、
返
還
等
債
務
の
一
部
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
知
事
は
、
修
学
資
金
の
借
受
者
が
、
死
亡
、
心
身
の
故
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
修
学
資
金

 
を
返
還
し
、
及
び
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
返
還
等
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
延
滞
利
息
）

 

第
1
2
条

 
借
受
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
修
学
資
金

 
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で

に
こ
れ
を
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日

ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年

1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算

し
た
延
滞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

1
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
2
1
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
こ
ど
も
政
策
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

 
 

 
附
 
則

 

１
 
略

 

２
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
６
月

3
0
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

 

 
 

 
附

 
則

 

１
 
略

 

２
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
６
月

3
0
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

 

         
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

1
4
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
栃
木
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
栃
木
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成

2
7
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
薬
物
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

 

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

 （
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
）

 

第
1
3
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
６
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
う
ち
、
県
の
区
域
内
に
お
い
て

現
に
濫
用
さ
れ
、
又
は
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
知
事
指
定
薬

物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
）

 

第
1
4
条

 
知
事
指
定
薬
物
が
第
２
条
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
、
そ
の
効
力

を
失
う
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
緊
急
時
の
勧
告
）

 

第
1
8
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
６
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
濫
用
に
よ
り
、
保
健
衛
生
上
の

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
薬
物
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

 

(
1
)
0
大
麻
取
締
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
大
麻

 

(
2
)
～
(
7
)
 
略
 
 

 

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
）

 

第
1
3
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
７
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
う
ち
、
県
の
区
域
内
に
お
い
て

現
に
濫
用
さ
れ
、
又
は
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
知
事
指
定
薬

物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
）

 

第
1
4
条

 
知
事
指
定
薬
物
が
第
２
条
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
、
そ
の
効
力

を
失
う
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
緊
急
時
の
勧
告
）

 

第
1
8
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
７
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
濫
用
に
よ
り
、
保
健
衛
生
上
の

 
（
医
療
政
策
課
）
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栃
木
県
条
例
第

1
4
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
栃
木
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
栃
木
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成

2
7
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
薬
物
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

 

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

 （
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
）

 

第
1
3
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
６
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
う
ち
、
県
の
区
域
内
に
お
い
て

現
に
濫
用
さ
れ
、
又
は
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
知
事
指
定
薬

物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
）

 

第
1
4
条

 
知
事
指
定
薬
物
が
第
２
条
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
、
そ
の
効
力

を
失
う
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
緊
急
時
の
勧
告
）

 

第
1
8
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
６
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
濫
用
に
よ
り
、
保
健
衛
生
上
の

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
薬
物
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

 

(
1
)
0
大
麻
取
締
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
大
麻

 

(
2
)
～
(
7
)
 
略
 
 

 

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
）

 

第
1
3
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
７
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
う
ち
、
県
の
区
域
内
に
お
い
て

現
に
濫
用
さ
れ
、
又
は
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
知
事
指
定
薬

物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
）

 

第
1
4
条

 
知
事
指
定
薬
物
が
第
２
条
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
、
そ
の
効
力

を
失
う
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
緊
急
時
の
勧
告
）

 

第
1
8
条

 
知
事
は
、
第
２
条
第
７
号
に
掲
げ
る
薬
物
の
濫
用
に
よ
り
、
保
健
衛
生
上
の

（
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和
3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

1
3
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
薬
物
を
知
事
指
定
薬
物
と
し
て
指
定
す
る
前
に
、
当
該
薬
物

を
製
造
し
、
栽
培
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
所
持
し
、
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的

で
広
告
し
、
購
入
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
使
用
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
中
止

し
、
又
は
当
該
薬
物
の
回
収
若
し
く
は
廃
棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
栃
木
県
薬
物
指
定
審
査
会
）

 

第
2
1
条

 
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
に
関
す
る
事
項
、
第

1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
第
２
条
第
６
号
に
掲
げ

る
薬
物
の
危
険
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
栃
木
県
薬
物

指
定
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

 

２
～
７

 
略

 

危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

1
3
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
薬
物
を
知
事
指
定
薬
物
と
し
て
指
定
す
る
前
に
、
当
該
薬
物

を
製
造
し
、
栽
培
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
所
持
し
、
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的

で
広
告
し
、
購
入
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
使
用
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
中
止

し
、
又
は
当
該
薬
物
の
回
収
若
し
く
は
廃
棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
栃
木
県
薬
物
指
定
審
査
会
）

 

第
2
1
条

 
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
に
関
す
る
事
項
、
第

1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
第
２
条
第
７
号
に
掲
げ

る
薬
物
の
危
険
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
栃
木
県
薬
物

指
定
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

 

２
～
７

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

9
8
 
略

 

9
9
 
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
）
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
大
麻

草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
に
対

す
る
審
査

 

略
 

1
0
0
0
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る

法
律
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

く
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
の
登
録

事
項
の
変
更

 

略
 

1
0
1
a
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る

法
律
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

略
 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

9
8
 
略

 

9
9
 
大
麻
取
締
法

 
 

 
 

 
 
あ
あ

あ
あ
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
）
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
大
麻

取
扱
者
免
許

 
 

 
 
の
申
請
に
対

す
る
審
査

 

略
 

1
0
0
0
大
麻
取
締
法
第

1
0
条
第
５
項
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
の
規
定
に
基
づ

く
大
麻
取
扱
者

 
 

 
 

 
の
登
録

事
項
の
変
更

 

略
 

1
0
1
a
大
麻
取
締
法
第

1
0
条
第
６
項
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
の
規
定
に
基
づ

略
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（
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

1
3
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
薬
物
を
知
事
指
定
薬
物
と
し
て
指
定
す
る
前
に
、
当
該
薬
物

を
製
造
し
、
栽
培
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
所
持
し
、
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的

で
広
告
し
、
購
入
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
使
用
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
中
止

し
、
又
は
当
該
薬
物
の
回
収
若
し
く
は
廃
棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
栃
木
県
薬
物
指
定
審
査
会
）

 

第
2
1
条

 
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
に
関
す
る
事
項
、
第

1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
第
２
条
第
６
号
に
掲
げ

る
薬
物
の
危
険
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
栃
木
県
薬
物

指
定
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

 

２
～
７

 
略

 

危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

1
3
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
薬
物
を
知
事
指
定
薬
物
と
し
て
指
定
す
る
前
に
、
当
該
薬
物

を
製
造
し
、
栽
培
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
所
持
し
、
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的

で
広
告
し
、
購
入
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
使
用
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
を
中
止

し
、
又
は
当
該
薬
物
の
回
収
若
し
く
は
廃
棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
・
３

 
略

 

 

（
栃
木
県
薬
物
指
定
審
査
会
）

 

第
2
1
条

 
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
に
関
す
る
事
項
、
第

1
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
第
２
条
第
７
号
に
掲
げ

る
薬
物
の
危
険
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
栃
木
県
薬
物

指
定
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

 

２
～
７

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

9
8
 
略

 

9
9
 
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
）
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
大
麻

草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
に
対

す
る
審
査

 

略
 

1
0
0
0
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る

法
律
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

く
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
の
登
録

事
項
の
変
更

 

略
 

1
0
1
a
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る

法
律
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

略
 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

9
8
 
略

 

9
9
 
大
麻
取
締
法

 
 

 
 

 
 
あ
あ

あ
あ
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
）
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
大
麻

取
扱
者
免
許

 
 

 
 
の
申
請
に
対

す
る
審
査

 

略
 

1
0
0
0
大
麻
取
締
法
第

1
0
条
第
５
項
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
の
規
定
に
基
づ

く
大
麻
取
扱
者

 
 

 
 

 
の
登
録

事
項
の
変
更

 

略
 

1
0
1
a
大
麻
取
締
法
第

1
0
条
第
６
項
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
の
規
定
に
基
づ

略
 

（
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第

8
4
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
薬
務
課
）

 
 

 

く
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
証
の

再
交
付

 

1
0
2
～

5
1
7
 
略

 

備
考

 
略

 

く
大
麻
取
扱
者
免
許
証
あ
あ

 
あ
の

再
交
付

 

1
0
2
～
5
1
7
 
略

 

備
考

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
4
 
略

 
 

2
5
 
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
3
)
 
略

 

 (
4
)
 
法
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
5
)
 
法
第
７
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
6
)
 
法
第
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
7
)
 
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等

 

(
8
)
 
法
第
1
1
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
等

 

(
9
)
 
法
第
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
0
)
 
法
第

1
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
1
)
 
 
法
第

1
2
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
2
)
 
 
法
第

1
2
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
3
)
 
 
法
第

1
2
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
4
)
 
 
法
第

1
2
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

2
6
～

3
1
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
4
 
略

 
 

2
5
 
大
麻
取
締
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
 
略

 

 (
2
)
 
略

 

(
3
)
 
法
第

1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
4
)
 
法
第

1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
5
)
 
法
第

1
0
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
6
)
 
法
第

1
0
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
7
)
 
法
第

1
0
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
8
)
 
法
第

1
0
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
9
)
 
法
第

1
4
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
等

 

(
1
0
)
 
法
第

1
5
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等

 

(
1
1
)
 
法
第

1
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
1
2
)
 
法
第

1
7
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等

 

  

2
6
～

3
1
 
略
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（
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第

8
4
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
薬
務
課
）

 
 

 

く
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
証
の

再
交
付

 

1
0
2
～

5
1
7
 
略

 

備
考

 
略

 

く
大
麻
取
扱
者
免
許
証
あ
あ

 
あ
の

再
交
付

 

1
0
2
～
5
1
7
 
略

 

備
考

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
4
 
略

 
 

2
5
 
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
3
)
 
略

 

 (
4
)
 
法
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
5
)
 
法
第
７
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
6
)
 
法
第
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
7
)
 
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等

 

(
8
)
 
法
第

1
1
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
等

 

(
9
)
 
法
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
0
)
 
法
第

1
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
1
)
 
 
法
第

1
2
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
2
)
 
 
法
第

1
2
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
3
)
 
 
法
第

1
2
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
1
4
)
 
 
法
第

1
2
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

2
6
～

3
1
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

2
4
 
略

 
 

2
5
 
大
麻
取
締
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
2
4
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
 
略

 

 (
2
)
 
略

 

(
3
)
 
法
第

1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
4
)
 
法
第

1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
5
)
 
法
第

1
0
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
6
)
 
法
第

1
0
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
等

 

(
7
)
 
法
第

1
0
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
8
)
 
法
第

1
0
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
等

 

(
9
)
 
法
第

1
4
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
受
理
等

 

(
1
0
)
 
法
第

1
5
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等

 

(
1
1
)
 
法
第

1
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
1
2
)
 
法
第

1
7
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等

 

  

2
6
～

3
1
 
略

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
第

０
０

号
議

案
 

  
 

 
 
栃

木
県

後
期

高
齢

者
医

療
財

政
安

定
化

基
金

条
例

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
 

  
 

栃
木
県

後
期
高

齢
者
医

療
財

政
安
定

化
基
金

条
例
の

一
部

を
改
正

す
る
条

例
を
次

の
よ

う
に
定

め
る
。

 

  
 

 
令

和
６

年
２

月
0
0
日

 
提

 
出

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

栃
木

県
知

事
 
 

 
 

福
 

 
 
田

 
 
 

富
 
 

 
一

 
 

 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
1
5
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
後

期
高
齢

者
医

療
財
政

安
定
化

基
金
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

栃
木

県
後
期

高
齢
者

医
療
財

政
安

定
化
基

金
条
例

（
平
成

2
0
年

栃
木

県
条
例

第
５
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

公
布
の

日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 
（

国
保
医

療
課
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

附
 

則
 

１
 

略
 

２
 

基
金

は
、

当
分

の
間

、
第

７
条

の
規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
法

附
則
第

1
4
条

 
 

に

規
定

す
る

事
業
の

財
源

に
充

て
る

場
合

に
は
、

そ
の

一
部

を
処

分
す

る
こ
と

が
で

き

る
。

 

附
 

則
 

１
 

略
 

２
 

基
金

は
、

当
分

の
間

、
第

７
条

の
規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
法

附
則
第

1
4
条

の
２

に

規
定

す
る

事
業
の

財
源

に
充

て
る

場
合

に
は
、

そ
の

一
部

を
処

分
す

る
こ
と

が
で

き

る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
1
6
号

 

 
 

 
 
水

質
汚
濁

防
止
法

に
基

づ
く
排

水
基
準

を
定
め

る
条

例
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

水
質

汚
濁
防

止
法
に

基
づ
く

排
水

基
準
を

定
め
る

条
例
（

昭
和

4
7
年
栃

木
県
条

例
第
６

号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
４

条
 

排
水

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭
和

4
6
年

総
理

府
令

第
3
5
号

。
以

下
「

省
令

」

と
い

う
。

）
別

表
第

２
に

掲
げ

る
項

目
（

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

係
る
上

乗
せ

基
準

は
、

水
素

イ
オ
ン

濃
度

に
係

る
も

の
に

あ
っ
て

は
特

定

事
業

場
に

係
る
排

出
水

に
つ

い
て

、
ノ

ル
マ
ル

ヘ
キ

サ
ン

抽
出

物
質

含
有
量

（
鉱

油

類
含

有
量

）
、

亜
鉛

含
有

量
、

ク
ロ

ム
含

有
量

及
び

大
腸

菌
数

 
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

１
日
当

た
り

の
平

均
的

な
排

出
水
の

量
が

3
0
立

方
メ

ー
ト

ル
（
畜

房
施

設

に
係

る
特

定
事
業

場
に

あ
っ

て
は

、
1
5
立

方
メ

ー
ト

ル
）

以
上

で
あ

る
特
定

事
業

場

に
係

る
排
出

水
に
つ

い
て
、

同
表

の
項
目

ご
と
に

掲
げ
る

許
容

限
度
と

す
る
。

 

  
 

 
附
 

則
 

 ①
 

略
 

 

第
４

条
 

排
水

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭
和

4
6
年

総
理

府
令

第
3
5
号

。
以

下
「

省
令

」

と
い

う
。

）
別

表
第

２
に

掲
げ

る
項

目
（

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

係
る
上

乗
せ

基
準

は
、

水
素

イ
オ
ン

濃
度

に
係

る
も

の
に

あ
っ
て

は
特

定

事
業

場
に

係
る
排

出
水

に
つ

い
て

、
ノ

ル
マ
ル

ヘ
キ

サ
ン

抽
出

物
質

含
有
量

（
鉱

油

類
含

有
量

）
、

亜
鉛

含
有

量
、

ク
ロ

ム
含

有
量

及
び

大
腸

菌
群

数
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

１
日
当

た
り

の
平

均
的

な
排

出
水
の

量
が

3
0
立

方
メ

ー
ト

ル
（
畜

房
施

設

に
係

る
特

定
事
業

場
に

あ
っ

て
は

、
1
5
立

方
メ

ー
ト

ル
）

以
上

で
あ

る
特
定

事
業

場

に
係

る
排
出

水
に
つ

い
て
、

同
表

の
項
目

ご
と
に

掲
げ
る

許
容

限
度
と

す
る
。

 

  
 

 
附
 

則
 

 
（

施
行
期

日
）

 

１
 

略
 

（
既

設
下
水

道
終
末

処
理
施

設
に

関
す
る

経
過
措

置
）

 

２
 

こ
の

条
例

の
規

定
は

、
昭

和
4
8
年
1
0
月

９
日

以
前

に
設

置
さ

れ
た
下

水
道

終
末

処

理
施

設
の

う
ち

、
下

水
道

法
施

行
令

（
昭

和
3
4
年

政
令

第
1
4
7
号

）
第

６
条

第
１

項

の
表

に
該

当
す
る

高
速

散
水

濾ろ

床
法

、
モ

デ
フ

ァ
イ

ド
・

エ
ア

レ
ー

シ
ョ

ン
法

そ
の

他
こ

れ
ら

と
同
程

度
に

下
水

を
処

理
す

る
こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
下
水

を
処

理

す
る

施
設
に

は
、
当

分
の
間

、
適

用
し
な

い
。

 

（
既

設
特
定

事
業
場

に
関
す

る
経

過
措
置

）
 

３
 

第
２

条
の

規
定

は
、

附
則

別
表

に
掲
げ

る
工

場
又

は
事

業
場

（
以
下

「
既

設
特

定
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栃

木
県
条

例
第
1
6
号

 

 
 

 
 
水

質
汚
濁

防
止
法

に
基

づ
く
排

水
基
準

を
定
め

る
条

例
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

水
質

汚
濁
防

止
法
に

基
づ
く

排
水

基
準
を

定
め
る

条
例
（

昭
和

4
7
年
栃

木
県
条

例
第
６

号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
４

条
 

排
水

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭
和

4
6
年

総
理

府
令

第
3
5
号

。
以

下
「

省
令

」

と
い

う
。

）
別

表
第

２
に

掲
げ

る
項

目
（

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

係
る
上

乗
せ

基
準

は
、

水
素

イ
オ
ン

濃
度

に
係

る
も

の
に

あ
っ
て

は
特

定

事
業

場
に

係
る
排

出
水

に
つ

い
て

、
ノ

ル
マ
ル

ヘ
キ

サ
ン

抽
出

物
質

含
有
量

（
鉱

油

類
含

有
量

）
、

亜
鉛

含
有

量
、

ク
ロ

ム
含

有
量

及
び

大
腸

菌
数

 
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

１
日
当

た
り

の
平

均
的

な
排

出
水
の

量
が

3
0
立

方
メ

ー
ト

ル
（
畜

房
施

設

に
係

る
特

定
事
業

場
に

あ
っ

て
は

、
1
5
立

方
メ

ー
ト

ル
）

以
上

で
あ

る
特
定

事
業

場

に
係

る
排
出

水
に
つ

い
て
、

同
表

の
項
目

ご
と
に

掲
げ
る

許
容

限
度
と

す
る
。

 

  
 

 
附
 

則
 

 ①
 

略
 

 

第
４

条
 

排
水

基
準

を
定

め
る

省
令

（
昭
和

4
6
年

総
理

府
令

第
3
5
号

。
以

下
「

省
令

」

と
い

う
。

）
別

表
第

２
に

掲
げ

る
項

目
（

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
に

係
る
上

乗
せ

基
準

は
、

水
素

イ
オ
ン

濃
度

に
係

る
も

の
に

あ
っ
て

は
特

定

事
業

場
に

係
る
排

出
水

に
つ

い
て

、
ノ

ル
マ
ル

ヘ
キ

サ
ン

抽
出

物
質

含
有
量

（
鉱

油

類
含

有
量

）
、

亜
鉛

含
有

量
、

ク
ロ

ム
含

有
量

及
び

大
腸

菌
群

数
に

係
る

も
の

に
 

あ
っ

て
は

１
日
当

た
り

の
平

均
的

な
排

出
水
の

量
が

3
0
立

方
メ

ー
ト

ル
（
畜

房
施

設

に
係

る
特

定
事
業

場
に

あ
っ

て
は

、
1
5
立

方
メ

ー
ト

ル
）

以
上

で
あ

る
特
定

事
業

場

に
係

る
排
出

水
に
つ

い
て
、

同
表

の
項
目

ご
と
に

掲
げ
る

許
容

限
度
と

す
る
。

 

  
 

 
附
 

則
 

 
（

施
行
期

日
）

 

１
 

略
 

（
既

設
下
水

道
終
末

処
理
施

設
に

関
す
る

経
過
措

置
）

 

２
 

こ
の

条
例

の
規

定
は

、
昭

和
4
8
年
1
0
月

９
日

以
前

に
設

置
さ

れ
た
下

水
道

終
末

処

理
施

設
の

う
ち

、
下

水
道

法
施

行
令

（
昭

和
3
4
年

政
令

第
1
4
7
号

）
第

６
条

第
１

項

の
表

に
該

当
す
る

高
速

散
水

濾ろ

床
法

、
モ

デ
フ

ァ
イ

ド
・

エ
ア

レ
ー

シ
ョ

ン
法

そ
の

他
こ

れ
ら

と
同
程

度
に

下
水

を
処

理
す

る
こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
下
水

を
処

理

す
る

施
設
に

は
、
当

分
の
間

、
適

用
し
な

い
。

 

（
既

設
特
定

事
業
場

に
関
す

る
経

過
措
置

）
 

３
 

第
２

条
の

規
定

は
、

附
則

別
表

に
掲
げ

る
工

場
又

は
事

業
場

（
以
下

「
既

設
特

定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

附
則
別

表
を
削

る
。

 

 
 

別
表
中

「
政
令

別
表
第

１
第

7
1
号
の

５
」
を

「
水
質

汚
濁

防
止
法

施
行
令

（
昭
和

4
6
年

政
令

第
1
8
8
号
。

以
下
「

政
令

」
と
い

う
。
）

別
表

第
１

第
7
1
号

の
５

」
に
改

め
る
。

 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
７

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
た

だ
し
、

附
則
第

２
項
か

ら
第

４
項
ま

で
を
削

り
、
附

則
第

１
項
の

見
出
し

及
び
項

番
号

を
削
る

改
正
規

定
、
附

則
別

 

表
を

削
る
改

正
規
定

並
び
に

別
表

の
改
正

規
定
は

、
公
布

の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（

環
境
保

全
課
）

 
 

 

 

 

事
業

場
」

と
い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

令
和
３

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

、
適

用
し

な

い
。

 

４
 

既
設

特
定

事
業

場
に

つ
い

て
は

、
令
和

３
年

３
月
3
1
日

ま
で

の
間
、

第
３

条
第

１

項
中

「
別

表
」

と
あ

る
の

は
「

附
則

別
表

」
と

、
「

特
定

事
業

場
」

と
あ

る
の

は

「
附

則
別

表
に
掲

げ
る

工
場

又
は

事
業

場
」
と

、
第

４
条

中
「

特
定

事
業
場

」
と

あ

る
の

は
「

附
則
別

表
に

掲
げ

る
工

場
又

は
事
業

場
」

と
、

「
ノ

ル
マ

ル
ヘ
キ

サ
ン

抽

出
物

質
含

有
量
（

鉱
油

類
含

有
量

）
、

亜
鉛
含

有
量

、
ク

ロ
ム

含
有

量
及
び

大
腸

菌

群
数

」
と

あ
る

の
は

「
ノ

ル
マ

ル
ヘ

キ
サ

ン
抽

出
物

質
含

有
量

（
鉱

油
類

含
有

量
）

、
ノ

ル
マ
ル

ヘ
キ

サ
ン

抽
出

物
質

含
有
量

（
動

植
物

油
脂

類
含

有
量
）

、
フ

ェ

ノ
ー

ル
類

含
有

量
、

亜
鉛

含
有

量
、

溶
解

性
鉄

含
有

量
、

溶
解

性
マ

ン
ガ

ン
含

有

量
、

ク
ロ

ム
含
有

量
及

び
大

腸
菌

群
数

」
と
、

「
同

表
」

と
あ

る
の

は
「
省

令
別

表

第
２

」
と

、
第
５

条
中

「
特

定
事

業
場

」
と
あ

る
の

は
「

附
則

別
表

に
掲
げ

る
工

場

又
は

事
業

場
」
と

、
第

６
条

中
「

特
定

事
業
場

」
と

あ
る

の
は

「
附

則
別
表

に
掲

げ

る
工

場
又

は
事

業
場

」
と

、
第

７
条

第
１

項
中

「
別

表
」

と
あ

る
の

は
「

附
則

別

表
」

と
読
み

替
え
て

こ
れ
ら

の
規

定
を
適

用
す
る

。
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栃

木
県
条

例
第
1
7
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
奥

日
光
地

区
駐

車
場
設

置
及
び

管
理
条

例
等

の
一
部

を
改
正

す
る
条

例
 

 
（

栃
木
県

奥
日
光

地
区
駐

車
場

設
置
及

び
管
理

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
１

条
 
栃

木
県
奥

日
光
地

区
駐

車
場
設

置
及
び

管
理
条

例
（

平
成
８

年
栃
木

県
条
例

第
３

号
）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
（

栃
木
県

奥
日
光

地
区
駐

車
場

設
置
及

び
管
理

条
例
の

一
部

を
改
正

す
る
条

例
の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 
栃

木
県
奥

日
光
地

区
駐

車
場
設

置
及
び

管
理
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

（
令

和
５
年

栃
木
県

条
例
第

3
6
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

 
別
表

の
改
正

規
定
を

次
の

よ
う
に

改
め
る

。
 

 
 

 
別
表

を
次
の

よ
う
に

改
め

る
。

 

 
 

別
表
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
１
 

駐
車
場

の
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

 
 
(
1
)
 
普
通

利
用
の

場
合

 改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
利

用
料
金

）
 

第
６

条
 

駐
車

場
又

は
別

表
に

掲
げ

る
駐

車
場

の
附

属
施

設
を

利
用

す
る

者
（

以
下

「
利

用
者

」
と
い

う
。

）
は

、
当

該
利

用
に
係

る
料

金
（

以
下

「
利

用
料
金

」
と

い

う
。

）
を
指

定
管
理

者
に
支

払
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

利
用

料
金

は
、

駐
車

場
に

つ
い

て
は

別
表

に
掲

げ
る

基
準

額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
同

表

に
掲

げ
る

駐
車
場

の
附

属
施

設
に

つ
い

て
は
同

表
に

掲
げ

る
上

限
額

を
超
え

な
い

範

囲
内

に
お

い
て
、

そ
れ

ぞ
れ

指
定

管
理

者
が
定

め
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
指

定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知
事

の
承

認
を

受
け
な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

略
 

（
利

用
料
金

）
 

第
６

条
 

駐
車

場
又

は
別

表
に

掲
げ

る
駐

車
場

の
附

属
施

設
を

利
用

す
る

者
（

以
下

「
利

用
者

」
と
い

う
。

）
は

、
当

該
利

用
に
係

る
料

金
（

以
下

「
利

用
料
金

」
と

い

う
。

）
を
指

定
管
理

者
に
支

払
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

利
用

料
金

は
、

駐
車

場
に

つ
い

て
は

別
表

に
掲

げ
る

基
準

額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
別

表

に
掲

げ
る

駐
車
場

の
附

属
施

設
に

つ
い

て
は
別

表
に

掲
げ

る
上

限
額

を
超
え

な
い

範

囲
内

に
お

い
て
、

そ
れ

ぞ
れ

指
定

管
理

者
が
定

め
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
指

定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知
事

の
承

認
を

受
け
な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

略
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栃

木
県
条

例
第
1
7
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
奥

日
光
地

区
駐

車
場
設

置
及
び

管
理
条

例
等

の
一
部

を
改
正

す
る
条

例
 

 
（

栃
木
県

奥
日
光

地
区
駐

車
場

設
置
及

び
管
理

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
１

条
 
栃

木
県
奥

日
光
地

区
駐

車
場
設

置
及
び

管
理
条

例
（

平
成
８

年
栃
木

県
条
例

第
３

号
）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
（

栃
木
県

奥
日
光

地
区
駐

車
場

設
置
及

び
管
理

条
例
の

一
部

を
改
正

す
る
条

例
の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 
栃

木
県
奥

日
光
地

区
駐

車
場
設

置
及
び

管
理
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

（
令

和
５
年

栃
木
県

条
例
第

3
6
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

 
別
表

の
改
正

規
定
を

次
の

よ
う
に

改
め
る

。
 

 
 

 
別
表

を
次
の

よ
う
に

改
め

る
。

 

 
 

別
表
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
１
 

駐
車
場

の
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

 
 
(
1
)
 
普
通

利
用
の

場
合

 改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
利

用
料
金

）
 

第
６

条
 

駐
車

場
又

は
別

表
に

掲
げ

る
駐

車
場

の
附

属
施

設
を

利
用

す
る

者
（

以
下

「
利

用
者

」
と
い

う
。

）
は

、
当

該
利

用
に
係

る
料

金
（

以
下

「
利

用
料
金

」
と

い

う
。

）
を
指

定
管
理

者
に
支

払
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

利
用

料
金

は
、

駐
車

場
に

つ
い

て
は

別
表

に
掲

げ
る

基
準

額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
同

表

に
掲

げ
る

駐
車
場

の
附

属
施

設
に

つ
い

て
は
同

表
に

掲
げ

る
上

限
額

を
超
え

な
い

範

囲
内

に
お

い
て
、

そ
れ

ぞ
れ

指
定

管
理

者
が
定

め
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
指

定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知
事

の
承

認
を

受
け
な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

略
 

（
利

用
料
金

）
 

第
６

条
 

駐
車

場
又

は
別

表
に

掲
げ

る
駐

車
場

の
附

属
施

設
を

利
用

す
る

者
（

以
下

「
利

用
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」
と
い

う
。

）
は

、
当

該
利

用
に
係

る
料

金
（
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下

「
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用
料
金

」
と

い

う
。

）
を
指

定
管
理

者
に
支
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わ

な
け
れ
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な
い
。

 

２
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用

料
金

は
、

駐
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場
に

つ
い

て
は

別
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掲
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る
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に

0
.
5
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て
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た
額

か
ら

当
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基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
別

表

に
掲

げ
る

駐
車
場

の
附

属
施

設
に

つ
い

て
は
別

表
に

掲
げ

る
上

限
額

を
超
え

な
い

範

囲
内

に
お

い
て
、

そ
れ

ぞ
れ

指
定

管
理

者
が
定

め
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
指

定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知
事

の
承

認
を

受
け
な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。
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略
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車
 
場

 
名

 
車
両
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分

 
単
 

位
 

基
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湖
畔

第
一
駐

車
場

 

華
厳

の
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第

一
駐
車

場
 

華
厳

の
滝
第

二
駐
車

場
 

赤
沼

園
地
駐

車
場

 

二
輪

車
 

１
台

１
回

 
利
用

時
間
が

、
1
5
分

間
ま
で

の
場

合
は
無

料
、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合

は
2
0
0
円

 

普
通

自
動
車

 
１
台

１
回

 
利
用

時
間
が

、
1
5
分

間
ま
で

の
場

合
は
無

料
、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合

は
5
0
0
円

 

大
型

バ
ス

 
１
台

１
回

 
利
用

時
間
が

、
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5
分

間
ま
で
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場

合
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、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合
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,
0
0
0
円

 

立
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二
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車
場
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浜
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駐
車
場

 

二
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車
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１
回
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用

時
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が

、
1
5
分

間
ま
で

の
場

合
は
無

料
、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合

は
2
0
0
円

 

普
通

自
動
車

 
１
台

１
回

 
利

用
時

間
が

、
1
5
分

間
ま

で
の

場
合

は
無

料
、

1
5
分

間
を

超
え

６
時

間
ま

で
の

場
合

は
5
0
0
円

、

６
時

間
を
超

え
る
場

合
は
1
,
0
0
0
円

 

大
型

バ
ス

 
１
台

１
回

 
利
用

時
間
が

、
1
5
分

間
ま
で

の
場

合
は
無

料
、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合

は
2
,
0
0
0
円

 

湖
畔

第
二
駐

車
場

 

二
荒

山
神
社

南
駐
車

場
 

普
通

自
動
車

 
１
台

１
回

 
利
用

時
間
が

、
1
5
分

間
ま
で

の
場

合
は
無

料
、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合

は
5
0
0
円

 

立
木

第
一
駐

車
場

 

歌
ヶ

浜
第
二

駐
車
場

 

歌
ヶ

浜
お
も

い
や
り

駐
車
場

 

普
通

自
動
車

 
１
台

１
回

 
利

用
時

間
が

、
1
5
分

間
ま

で
の

場
合

は
無

料
、

1
5
分

間
を

超
え

６
時

間
ま

で
の

場
合

は
5
0
0
円

、

６
時

間
を
超

え
る
場

合
は
1
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 
(
2
)
 
共
通

一
日
券

を
利

用
す
る

場
合

 

車
両

区
分

 
単
 

位
 

基
 

準
 
額

 

二
輪

車
 

１
台

１
日

 
4
0
0
円

 

普
通

自
動
車

 
１
台

１
日

 
1
,
0
0
0
円

 

大
型

バ
ス

 
１
台

１
日

 
4
,
0
0
0
円

 

 
 

 
備
考

 

 
 

 
 
１

 
「

二
輪

車
」

と
は

、
道

路
運

送
車

両
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

自
動

車
（

以
下

「
自

動
車

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
二

輪
で

あ
る

 

も
の

（
側
車

付
二
輪

自
動
車

を
除

く
。
）

及
び
同

条
第
３

項
に

規
定
す

る
原
動

機
付
自

転
車

を
い
う

。
 

 
 

 
 
２

 
「
普

通
自
動

車
」

と
は
、

自
動
車

（
二
輪

車
を

除
く
。

）
の
う

ち
、
そ

の
高

さ
が
2
.
9
メ

ー
ト
ル

未
満

の
も

の
を
い

う
。

 

 
 

 
３
 

「
大
型

バ
ス
」

と
は

、
二
輪

車
及
び

普
通
自

動
車

以
外
の

自
動
車

を
い
う

。
 

 
 

 
 
４

 
「
普

通
利
用

」
と

は
、
１

回
の
利

用
を
す

る
場

合
で
あ

っ
て
、

共
通
一

日
券

を
利
用

す
る
場

合
以
外

の
も

の
を
い

う
。

 

 
 

 
 
５

 
「

共
通

一
日

券
」

と
は

、
１

日
の

間
随

時
に

複
数

の
駐

車
場

（
二

輪
車

又
は

大
型

バ
ス

で
利

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
湖

畔
第

一
駐

車
場

、
華

厳
の

滝
第

一
駐

 

車
場

、
華
厳

の
滝
第

二
駐
車

場
、

立
木
第

二
駐
車

場
、
歌

ヶ
浜

第
一
駐

車
場
及

び
赤
沼

園
地

駐
車
場

に
限
る

。
）
の

利
用

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

利
用

券
を
い

う
。

 

 
 

 
 
６

 
「
１

日
」
と

は
、

午
前
４

時
か
ら

翌
日
の

午
前

４
時
前

を
い
う

。
 

 
 

 
 
７

 
利
用

開
始
の

後
最

初
に
到

来
す
る

午
前
４

時
以

後
継
続

し
て
利

用
す
る

と
き

は
、
当

該
午
前

４
時
前

の
利

用
を
１

回
と
し

、
当
該

午
前

４
時
以

後
の
継

続
し
て

利
用

 

す
る

時
間
2
4
時

間
ま

で
ご
と

の
利

用
を
そ

れ
ぞ
れ

１
回
と

し
て

計
算
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
 

 
２
 

駐
車
場

の
附
属

施
設

の
利
用

料
金
の

上
限
額

 

附
属

施
設
名

 
上
 

限
 
額

 

電
気

自
動
車

用
充
電

設
備

 
１
回

に
つ
き

6
,
0
0
0
円
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る
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5
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大
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台
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回
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、
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駐
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場

 

二
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車
 

１
台

１
回

 
利
用

時
間
が

、
1
5
分

間
ま
で

の
場

合
は
無

料
、
1
5
分

間
を

超
え

る
場
合

は
2
0
0
円

 

普
通

自
動
車

 
１
台

１
回

 
利

用
時

間
が

、
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5
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間
ま

で
の

場
合

は
無

料
、

1
5
分

間
を

超
え
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時

間
ま

で
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合
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時

間
を
超

え
る
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合
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大
型
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台
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は
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送
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（
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6
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（
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で
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機
付
自

転
車

を
い
う

。
 

 
 

 
 
２

 
「
普

通
自
動

車
」

と
は
、

自
動
車

（
二
輪

車
を

除
く
。

）
の
う

ち
、
そ

の
高

さ
が
2
.
9
メ

ー
ト
ル

未
満

の
も

の
を
い

う
。

 

 
 

 
３
 

「
大
型

バ
ス
」

と
は

、
二
輪

車
及
び

普
通
自

動
車

以
外
の

自
動
車

を
い
う

。
 

 
 

 
 
４

 
「
普

通
利
用

」
と

は
、
１

回
の
利

用
を
す

る
場

合
で
あ

っ
て
、

共
通
一

日
券

を
利
用

す
る
場

合
以
外

の
も

の
を
い

う
。

 

 
 

 
 
５

 
「

共
通

一
日

券
」

と
は

、
１

日
の

間
随

時
に

複
数

の
駐

車
場

（
二

輪
車

又
は

大
型

バ
ス

で
利

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
湖

畔
第

一
駐

車
場

、
華

厳
の

滝
第

一
駐

 

車
場

、
華
厳

の
滝
第

二
駐
車

場
、

立
木
第

二
駐
車

場
、
歌

ヶ
浜

第
一
駐

車
場
及

び
赤
沼

園
地

駐
車
場

に
限
る

。
）
の

利
用

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

利
用

券
を
い

う
。

 

 
 

 
 
６

 
「
１

日
」
と

は
、

午
前
４

時
か
ら

翌
日
の

午
前

４
時
前

を
い
う

。
 

 
 

 
 
７

 
利
用

開
始
の

後
最

初
に
到

来
す
る

午
前
４

時
以

後
継
続

し
て
利

用
す
る

と
き

は
、
当

該
午
前

４
時
前

の
利

用
を
１

回
と
し

、
当
該

午
前

４
時
以

後
の
継

続
し
て

利
用

 

す
る

時
間
2
4
時

間
ま

で
ご
と

の
利

用
を
そ

れ
ぞ
れ

１
回
と

し
て

計
算
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
 

 
２
 

駐
車
場

の
附
属

施
設

の
利
用

料
金
の

上
限
額

 

附
属

施
設
名

 
上
 

限
 
額

 

電
気

自
動
車

用
充
電

設
備

 
１
回

に
つ
き

6
,
0
0
0
円

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
備
考

 

 
 

 
 
１

 
「
電

気
自
動

車
用

充
電
設

備
」
と

は
、
電

気
を

動
力
源

の
全
部

又
は
一

部
と

す
る
自

動
車
に

充
電
す

る
た

め
の
設

備
を
い

う
。

 

 
 

 
 
２

 
１
回

と
は
、

3
0
分

ま
で

の
利
用

を
い
う

。
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
こ

の
条
例

は
、
令

和
６
年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

た
だ

し
、
第

２
条
の

規
定
は

、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（

自
然
環

境
課
）

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
1
8
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
建

築
基
準

条
例

等
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

 
（

栃
木
県

建
築
基

準
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
１

条
 
栃

木
県
建

築
基
準

条
例

（
昭
和

5
7
年
栃

木
県
条

例
第

２
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

目
次

 

 
第

１
章
～

第
４
章

 
略

 

 
第

５
章
 

特
殊
建

築
物

 

 
 

第
１
節

 
通
則

（
第
７

条
の

２
－
第

1
2
条
）

 

 
 

第
２
節

～
第
９

節
 
略

 

 
第

６
章
～

第
９
章

 
略

 

 
附

則
 

  
 

 
 

第
１

節
 

略
 

  
（

別
の
建

築
物
と

み
な
す

こ
と

が
で
き

る
部
分

）
 

第
７

条
の

２
 

第
2
0
条

第
１

号
、

第
2
4
条
、

第
2
6
条

、
第
3
1
条
、

第
3
2
条

及
び

第
3
8
条

に
規

定
す

る
基
準

の
適

用
上

一
の

建
築

物
で
あ

っ
て

も
別

の
建

築
物

と
み
な

す
こ

と

が
で

き
る

部
分

と
し

て
令

第
1
0
9
条

の
８

に
定

め
る

部
分

が
２

以
上

あ
る

建
築

物
の

当
該

建
築

物
の
部

分
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
の
適

用
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ
れ

別
の

建

築
物

と
み
な

す
。

 

 

（
区

画
避
難

安
全
性

能
を
有

す
る

区
画
部

分
等
に

対
す
る

適
用

の
除
外

）
 

第
８

条
 

令
第

1
2
8
条

の
７

第
２

項
に

規
定

す
る

区
画

避
難

安
全

性
能

を
有

す
る

同
条

目
次

 

 
第

１
章
～

第
４
章

 
略

 

 
第

５
章
 

特
殊
建

築
物

 

 
 

第
１
節

 
通
則

（
第
８

条
 

 
－
第

1
2
条
）

 

 
 

第
２
節

～
第
９

節
 
略

 

 
第

６
章
～

第
９
章

 
略

 

 
附

則
 

  
 

 
 

第
１

節
 

略
 

        

（
区

画
避
難

安
全
性

能
を
有

す
る

区
画
部

分
等
に

対
す
る

適
用

の
除
外

）
 

第
８

条
 

令
第

1
2
8
条

の
６

第
２

項
に

規
定

す
る

区
画

避
難

安
全

性
能

を
有

す
る

同
条
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0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
1
8
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
建

築
基
準

条
例

等
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

 
（

栃
木
県

建
築
基

準
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
１

条
 
栃

木
県
建

築
基
準

条
例

（
昭
和

5
7
年
栃

木
県
条

例
第

２
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

目
次

 

 
第

１
章
～

第
４
章

 
略

 

 
第

５
章
 

特
殊
建

築
物

 

 
 

第
１
節

 
通
則

（
第
７

条
の

２
－
第

1
2
条
）

 

 
 

第
２
節

～
第
９

節
 
略

 

 
第

６
章
～

第
９
章

 
略

 

 
附

則
 

  
 

 
 

第
１

節
 

略
 

  
（

別
の
建

築
物
と

み
な
す

こ
と

が
で
き

る
部
分

）
 

第
７

条
の

２
 

第
2
0
条

第
１

号
、

第
2
4
条
、

第
2
6
条

、
第
3
1
条
、

第
3
2
条

及
び

第
3
8
条

に
規

定
す

る
基
準

の
適

用
上

一
の

建
築

物
で
あ

っ
て

も
別

の
建

築
物

と
み
な

す
こ

と

が
で

き
る

部
分

と
し

て
令

第
1
0
9
条

の
８

に
定

め
る

部
分

が
２

以
上

あ
る

建
築

物
の

当
該

建
築

物
の
部

分
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
の
適

用
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ
れ

別
の

建

築
物

と
み
な

す
。

 

 

（
区

画
避
難

安
全
性

能
を
有

す
る

区
画
部

分
等
に

対
す
る

適
用

の
除
外

）
 

第
８

条
 

令
第

1
2
8
条

の
７

第
２

項
に

規
定

す
る

区
画

避
難

安
全

性
能

を
有

す
る

同
条

目
次

 

 
第

１
章
～

第
４
章

 
略

 

 
第

５
章
 

特
殊
建

築
物

 

 
 

第
１
節

 
通
則

（
第
８

条
 

 
－
第

1
2
条
）

 

 
 

第
２
節

～
第
９

節
 
略

 

 
第

６
章
～

第
９
章

 
略

 

 
附

則
 

  
 

 
 

第
１

節
 

略
 

        

（
区

画
避
難

安
全
性

能
を
有

す
る

区
画
部

分
等
に

対
す
る

適
用

の
除
外

）
 

第
８

条
 

令
第

1
2
8
条

の
６

第
２

項
に

規
定

す
る

区
画

避
難

安
全

性
能

を
有

す
る

同
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

第
１

項
に

規
定

す
る

区
画

部
分

、
令

第
1
2
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

階
避

難
安

全
性

能
を

有
す

る
建

築
物

の
階

又
は

令
第

1
2
9
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

全
館

避
難

安

全
性

能
を

有
す
る

建
築

物
の

階
に

つ
い

て
は
、

第
4
2
条

第
１

項
（

階
段

に
係

る
部

分

を
除

く
。
）

の
規
定

は
、
適

用
し

な
い
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
避

難
経
路

の
確
保

）
 

第
９

条
 

法
別

表
第

１
(
い

)
欄

(
1
)
項

、
(
2
)
項

又
は

(
4
)
項

に
掲

げ
る

用
途

に
供

す
る

特
殊

建
築

物
で

、
こ

れ
ら

の
用

途
に

供
す

る
部

分
の

床
面

積
の

合
計

が
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超
え

、
地

階
又

は
３

階
以

上
の
階

に
居

室
を

有
し

、
か

つ
、
特

定
主

要

構
造

部
を

耐
火

構
造

又
は

令
第

1
0
8
条

の
４

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基

準
に

適
合

す
る
構

造
と

し
た

も
の

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

内
の

階
段

（
避
難

階
か

ら

直
上

階
又

は
直
下

階
の

み
に

通
ず

る
階

段
を
除

く
。

）
か

ら
屋

外
へ

の
出
口

に
至

る

歩
行

距
離

が
令

第
1
2
0
条

に
規

定
す

る
数

値
以

下
と

な
る

出
口

の
一

に
至

る
歩

行
経

路
に

係
る

部
分
（

当
該

部
分

か
ら

人
が

出
入
り

す
る

こ
と

の
で

き
る

便
所
そ

の
他

こ

れ
に

類
す

る
も
の

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同
じ

。
）

は
、

当
該
部

分
と

そ

の
他

の
部

分
と

を
耐

火
構

造
若

し
く

は
令

第
1
0
8
条

の
４

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準
に

適
合

す
る

構
造

の
床

若
し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９
号

の
２

ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に

規
定

す
る

構
造

で
あ

る
も

の
で

区
画

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

当
該

歩
行

経
路

に
係

る
部
分

に
ス

プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

で
自

動
式

の
も

の
及

び
令

第
1
2
6
条

の
３

の
規
定

に
適
合

す
る
排

煙
設

備
を
設

け
る
場

合
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
前

面
空
地

）
 

第
1
5
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
１

項
に

規
定

す
る

空
地

又
は

通
路
に

は
、

特
定

主
要

構
造

部
が
耐

火
構

造
又

は

不
燃

材
料

の
建
築

物
の

部
分

（
不

燃
材

料
で
造

ら
れ

て
い

る
出

窓
、

ひ
さ
し

そ
の

他

こ
れ

ら
に

類
す
る

も
の

を
含

む
。

）
を

設
け
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合

に
お

い

て
、

当
該

部
分
ま

で
の

内
の

り
の

高
さ

は
、
３

メ
ー

ト
ル

以
上

と
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 

（
ボ

イ
ラ
ー

室
の
構

造
）

 

第
2
5
条

 
公
衆

浴
場

の
ボ

イ
ラ

ー
室

は
、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
適
合

す
る

も
の

と

第
１

項
に

規
定

す
る

区
画

部
分

、
令

第
1
2
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

階
避

難
安

全
性

能
を

有
す

る
建

築
物

の
階

又
は

令
第

1
2
9
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

全
館

避
難

安

全
性

能
を

有
す
る

建
築

物
の

階
に

つ
い

て
は
、

第
4
2
条

第
１

項
（

階
段

に
係

る
部

分

を
除

く
。
）

の
規
定

は
、
適

用
し

な
い
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
避

難
経
路

の
確
保

）
 

第
９

条
 

法
別

表
第

１
(
い

)
欄

(
1
)
項

、
(
2
)
項

又
は

(
4
)
項

に
掲

げ
る

用
途

に
供

す
る

特
殊

建
築

物
で

、
こ

れ
ら

の
用

途
に

供
す

る
部

分
の

床
面

積
の

合
計

が
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超
え

、
地

階
又

は
３

階
以

上
の
階

に
居

室
を

有
し

、
か

つ
、
主

要
構

造

部
 

 
を

耐
火

構
造

又
は

令
第

1
0
8
条

の
３

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基

準
に

適
合

す
る
構

造
と

し
た

も
の

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

内
の

階
段

（
避
難

階
か

ら

直
上

階
又

は
直
下

階
の

み
に

通
ず

る
階

段
を
除

く
。

）
か

ら
屋

外
へ

の
出
口

に
至

る

歩
行

距
離

が
令

第
1
2
0
条

に
規

定
す

る
数

値
以

下
と

な
る

出
口

の
一

に
至

る
歩

行
経

路
に

係
る

部
分
（

当
該

部
分

か
ら

人
が

出
入
す

る
 

こ
と

の
で

き
る

便
所
そ

の
他

こ

れ
に

類
す

る
も
の

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同
じ

。
）

は
、

当
該
部

分
と

そ

の
他

の
部

分
と

を
耐

火
構

造
若

し
く

は
令

第
1
0
8
条

の
３

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準
に

適
合

す
る

構
造

の
床

若
し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９
号

の
２

ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に

規
定

す
る

構
造

で
あ

る
も

の
で

区
画

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

当
該

歩
行

経
路

に
係

る
部
分

に
ス

プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

で
自

動
式

の
も

の
及

び
令

第
1
2
6
条

の
３

の
規
定

に
適
合

す
る
排

煙
設

備
を
設

け
る
場

合
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
前

面
空
地

）
 

第
1
5
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
１

項
に

規
定

す
る

空
地

又
は

通
路
に

は
、

主
要

構
造

部
 

 
が
耐

火
構

造
又

は

不
燃

材
料

の
建
築

物
の

部
分

（
不

燃
材

料
で
造

ら
れ

て
い

る
出

窓
、

ひ
さ
し

そ
の

他

こ
れ

ら
に

類
す
る

も
の

を
含

む
。

）
を

設
け
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合

に
お

い

て
、

当
該

部
分
ま

で
の

内
の

り
の

高
さ

は
、
３

メ
ー

ト
ル

以
上

と
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 

（
ボ

イ
ラ
ー

室
の
構

造
）

 

第
2
5
条

 
公
衆

浴
場

の
ボ

イ
ラ

ー
室

は
、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
適
合

す
る

も
の

と
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0
0
 
 

第
１

項
に

規
定

す
る

区
画

部
分

、
令

第
1
2
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

階
避

難
安

全
性

能
を

有
す

る
建

築
物

の
階

又
は

令
第

1
2
9
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

全
館

避
難

安

全
性

能
を

有
す
る

建
築

物
の

階
に

つ
い

て
は
、

第
4
2
条

第
１

項
（

階
段

に
係

る
部

分

を
除

く
。
）

の
規
定

は
、
適

用
し

な
い
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
避

難
経
路

の
確
保

）
 

第
９

条
 

法
別

表
第

１
(
い

)
欄

(
1
)
項

、
(
2
)
項

又
は

(
4
)
項

に
掲

げ
る

用
途

に
供

す
る

特
殊

建
築

物
で

、
こ

れ
ら

の
用

途
に

供
す

る
部

分
の

床
面

積
の

合
計

が
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超
え

、
地

階
又

は
３

階
以

上
の
階

に
居

室
を

有
し

、
か

つ
、
特

定
主

要

構
造

部
を

耐
火

構
造

又
は

令
第

1
0
8
条

の
４

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基

準
に

適
合

す
る
構

造
と

し
た

も
の

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

内
の

階
段

（
避
難

階
か

ら

直
上

階
又

は
直
下

階
の

み
に

通
ず

る
階

段
を
除

く
。

）
か

ら
屋

外
へ

の
出
口

に
至

る

歩
行

距
離

が
令

第
1
2
0
条

に
規

定
す

る
数

値
以

下
と

な
る

出
口

の
一

に
至

る
歩

行
経

路
に

係
る

部
分
（

当
該

部
分

か
ら

人
が

出
入
り

す
る

こ
と

の
で

き
る

便
所
そ

の
他

こ

れ
に

類
す

る
も
の

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同
じ

。
）

は
、

当
該
部

分
と

そ

の
他

の
部

分
と

を
耐

火
構

造
若

し
く

は
令

第
1
0
8
条

の
４

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準
に

適
合

す
る

構
造

の
床

若
し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９
号

の
２

ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に

規
定

す
る

構
造

で
あ

る
も

の
で

区
画

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

当
該

歩
行

経
路

に
係

る
部
分

に
ス

プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

で
自

動
式

の
も

の
及

び
令

第
1
2
6
条

の
３

の
規
定

に
適
合

す
る
排

煙
設

備
を
設

け
る
場

合
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
前

面
空
地

）
 

第
1
5
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
１

項
に

規
定

す
る

空
地

又
は

通
路
に

は
、

特
定

主
要

構
造

部
が
耐

火
構

造
又

は

不
燃

材
料

の
建
築

物
の

部
分

（
不

燃
材

料
で
造

ら
れ

て
い

る
出

窓
、

ひ
さ
し

そ
の

他

こ
れ

ら
に

類
す
る

も
の

を
含

む
。

）
を

設
け
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合

に
お

い

て
、

当
該

部
分
ま

で
の

内
の

り
の

高
さ

は
、
３

メ
ー

ト
ル

以
上

と
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 

（
ボ

イ
ラ
ー

室
の
構

造
）

 

第
2
5
条

 
公
衆

浴
場

の
ボ

イ
ラ

ー
室

は
、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
適
合

す
る

も
の

と

第
１

項
に

規
定

す
る

区
画

部
分

、
令

第
1
2
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

階
避

難
安

全
性

能
を

有
す

る
建

築
物

の
階

又
は

令
第

1
2
9
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

全
館

避
難

安

全
性

能
を

有
す
る

建
築

物
の

階
に

つ
い

て
は
、

第
4
2
条

第
１

項
（

階
段

に
係

る
部

分

を
除

く
。
）

の
規
定

は
、
適

用
し

な
い
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
避

難
経
路

の
確
保

）
 

第
９

条
 

法
別

表
第

１
(
い

)
欄

(
1
)
項

、
(
2
)
項

又
は

(
4
)
項

に
掲

げ
る

用
途

に
供

す
る

特
殊

建
築

物
で

、
こ

れ
ら

の
用

途
に

供
す

る
部

分
の

床
面

積
の

合
計

が
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

を
超
え

、
地

階
又

は
３

階
以

上
の
階

に
居

室
を

有
し

、
か

つ
、
主

要
構

造

部
 

 
を

耐
火

構
造

又
は

令
第

1
0
8
条

の
３

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基

準
に

適
合

す
る
構

造
と

し
た

も
の

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

内
の

階
段

（
避
難

階
か

ら

直
上

階
又

は
直
下

階
の

み
に

通
ず

る
階

段
を
除

く
。

）
か

ら
屋

外
へ

の
出
口

に
至

る

歩
行

距
離

が
令

第
1
2
0
条

に
規

定
す

る
数

値
以

下
と

な
る

出
口

の
一

に
至

る
歩

行
経

路
に

係
る

部
分
（

当
該

部
分

か
ら

人
が

出
入
す

る
 

こ
と

の
で

き
る

便
所
そ

の
他

こ

れ
に

類
す

る
も
の

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同
じ

。
）

は
、

当
該
部

分
と

そ

の
他

の
部

分
と

を
耐

火
構

造
若

し
く

は
令

第
1
0
8
条

の
３

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準
に

適
合

す
る

構
造

の
床

若
し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９
号

の
２

ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に

規
定

す
る

構
造

で
あ

る
も

の
で

区
画

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

当
該

歩
行

経
路

に
係

る
部
分

に
ス

プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

で
自

動
式

の
も

の
及

び
令

第
1
2
6
条

の
３

の
規
定

に
適
合

す
る
排

煙
設

備
を
設

け
る
場

合
は
、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
前

面
空
地

）
 

第
1
5
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
１

項
に

規
定

す
る

空
地

又
は

通
路
に

は
、

主
要

構
造

部
 

 
が
耐

火
構

造
又

は

不
燃

材
料

の
建
築

物
の

部
分

（
不

燃
材

料
で
造

ら
れ

て
い

る
出

窓
、

ひ
さ
し

そ
の

他

こ
れ

ら
に

類
す
る

も
の

を
含

む
。

）
を

設
け
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合

に
お

い

て
、

当
該

部
分
ま

で
の

内
の

り
の

高
さ

は
、
３

メ
ー

ト
ル

以
上

と
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 

（
ボ

イ
ラ
ー

室
の
構

造
）

 

第
2
5
条

 
公
衆

浴
場

の
ボ

イ
ラ

ー
室

は
、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
適
合

す
る

も
の

と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
特

定
主

要
構
造

部
を
耐

火
構

造
と
し

、
又
は

不
燃
材

料
で

造
る
こ

と
。

 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
歩

行
経
路

の
制
限

）
 

第
2
9
条

 
ホ

テ
ル

等
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
で

令
第

1
2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

避
難

階
又

は
地
上

に
通

ず
る

２
以

上
の

直
通
階

段
を

有
す

る
も

の
の

３
階
以

上
の

階

の
宿

泊
室

の
出
口

か
ら

各
直

通
階

段
に

至
る
通

常
の

歩
行

経
路

の
全

て
に
共

通
の

重

複
区

間
（

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
重

複
区
間

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
と
き

に
お

け

る
重

複
区

間
の
長

さ
は

、
1
0
メ

ー
ト

ル
未

満
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、

次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す

る
階
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

(
1
)
 
宿

泊
室

の
出
口

か
ら
避

難
階

又
は
地

上
に
通

ず
る
直

通
階

段
に
通

ず
る
廊

下
そ

の
他

の
通

路
が

、
当

該
部

分
と

そ
の

他
の

部
分

と
を

耐
火

構
造

若
し

く
は

令
第

1
0
8
条

の
４

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
構

造
の

床
若

し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９

号
の

２
ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に
規

定
す
る

構
造

で
あ
る

も
の
で

区
画
さ

れ
て

い
る
階

 

 
(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
２

階
に
設

け
る
共

同
住
宅

及
び

寄
宿
舎

の
制
限

）
 

第
3
2
条

 
共
同

住
宅

又
は

寄
宿

舎
は

、
劇
場

、
映

画
館

、
演

芸
場

、
キ
ャ

バ
レ

ー
、

ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
、
バ

ー
、

ダ
ン

ス
ホ

ー
ル

、
遊
技

場
又

は
料

理
店

の
用

途
に
供

す
る

地

階
又

は
１

階
の
部

分
の

特
定

主
要

構
造

部
が
準

耐
火

構
造

（
壁

、
柱

、
床
及

び
は

り

に
あ

っ
て

は
、
１

時
間

準
耐

火
基

準
に

適
合
す

る
も

の
に

限
る

。
）

で
な
い

建
築

物

の
２

階
に
設

け
て
は

な
ら
な

い
。

 

 

（
出

口
）

 

第
3
3
条

 
共
同

住
宅

、
寄

宿
舎

又
は

老
人
福

祉
施

設
（

有
料

老
人

ホ
ー
ム

を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
避

難
階

に
お
け

る
屋

外

へ
の

主
要

な
出
口

（
屋

外
階

段
又

は
こ

れ
に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出

口
を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
は

、
道

に
面
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
主

要
構

造
部
 

 
を
耐

火
構

造
と
し

、
又
は

不
燃
材

料
で

造
る
こ

と
。

 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
歩

行
経
路

の
制
限

）
 

第
2
9
条

 
ホ

テ
ル

等
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
で

令
第

1
2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

避
難

階
又

は
地
上

に
通

ず
る

２
以

上
の

直
通
階

段
を

有
す

る
も

の
の

３
階
以

上
の

階

の
宿

泊
室

の
出
口

か
ら

各
直

通
階

段
に

至
る
通

常
の

歩
行

経
路

の
全

て
に
共

通
の

重

複
区

間
（

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
重

複
区
間

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
と
き

に
お

け

る
重

複
区

間
の
長

さ
は

、
1
0
メ

ー
ト

ル
未

満
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、

次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す

る
階
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

(
1
)
 
宿

泊
室

の
出
口

か
ら
避

難
階

又
は
地

上
に
通

ず
る
直

通
階

段
に
通

ず
る
廊

下
そ

の
他

の
通

路
が

、
当

該
部

分
と

そ
の

他
の

部
分

と
を

耐
火

構
造

若
し

く
は

令
第

1
0
8
条

の
３

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
構

造
の

床
若

し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９

号
の

２
ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に
規

定
す
る

構
造

で
あ
る

も
の
で

区
画
さ

れ
て

い
る
階

 

 
(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
２

階
に
設

け
る
共

同
住
宅

及
び

寄
宿
舎

の
制
限

）
 

第
3
2
条

 
共
同

住
宅

又
は

寄
宿

舎
は

、
劇
場

、
映

画
館

、
演

芸
場

、
キ
ャ

バ
レ

ー
、

ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
、
バ

ー
、

ダ
ン

ス
ホ

ー
ル

、
遊
技

場
又

は
料

理
店

の
用

途
に
供

す
る

地

階
又

は
１

階
の
部

分
の

主
要

構
造

部
 

 
が
準

耐
火

構
造

（
壁

、
柱

、
床
及

び
は

り

に
あ

っ
て

は
、
１

時
間

準
耐

火
基

準
に

適
合
す

る
も

の
に

限
る

。
）

で
な
い

建
築

物

の
２

階
に
設

け
て
は

な
ら
な

い
。

 

 

（
出

口
）

 

第
3
3
条

 
共
同

住
宅

、
寄

宿
舎

又
は

老
人
福

祉
施

設
（

有
料

老
人

ホ
ー
ム

を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
避

難
階

に
お
け

る
屋

外

へ
の

主
要

な
出
口

（
屋

外
階

段
又

は
こ

れ
に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出

口
を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
は

、
道

に
面
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
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0
0
 
 

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
特

定
主

要
構
造

部
を
耐

火
構

造
と
し

、
又
は

不
燃
材

料
で

造
る
こ

と
。

 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
歩

行
経
路

の
制
限

）
 

第
2
9
条

 
ホ

テ
ル

等
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
で

令
第

1
2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

避
難

階
又

は
地
上

に
通

ず
る

２
以

上
の

直
通
階

段
を

有
す

る
も

の
の

３
階
以

上
の

階

の
宿

泊
室

の
出
口

か
ら

各
直

通
階

段
に

至
る
通

常
の

歩
行

経
路

の
全

て
に
共

通
の

重

複
区

間
（

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
重

複
区
間

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
と
き

に
お

け

る
重

複
区

間
の
長

さ
は

、
1
0
メ

ー
ト

ル
未

満
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、

次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す

る
階
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

(
1
)
 
宿

泊
室

の
出
口

か
ら
避

難
階

又
は
地

上
に
通

ず
る
直

通
階

段
に
通

ず
る
廊

下
そ

の
他

の
通

路
が

、
当

該
部

分
と

そ
の

他
の

部
分

と
を

耐
火

構
造

若
し

く
は

令
第

1
0
8
条

の
４

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
構

造
の

床
若

し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９

号
の

２
ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に
規

定
す
る

構
造

で
あ
る

も
の
で

区
画
さ

れ
て

い
る
階

 

 
(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
２

階
に
設

け
る
共

同
住
宅

及
び

寄
宿
舎

の
制
限

）
 

第
3
2
条

 
共
同

住
宅

又
は

寄
宿

舎
は

、
劇
場

、
映

画
館

、
演

芸
場

、
キ
ャ

バ
レ

ー
、

ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
、
バ

ー
、

ダ
ン

ス
ホ

ー
ル

、
遊
技

場
又

は
料

理
店

の
用

途
に
供

す
る

地

階
又

は
１

階
の
部

分
の

特
定

主
要

構
造

部
が
準

耐
火

構
造

（
壁

、
柱

、
床
及

び
は

り

に
あ

っ
て

は
、
１

時
間

準
耐

火
基

準
に

適
合
す

る
も

の
に

限
る

。
）

で
な
い

建
築

物

の
２

階
に
設

け
て
は

な
ら
な

い
。

 

 

（
出

口
）

 

第
3
3
条

 
共
同

住
宅

、
寄

宿
舎

又
は

老
人
福

祉
施

設
（

有
料

老
人

ホ
ー
ム

を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
避

難
階

に
お
け

る
屋

外

へ
の

主
要

な
出
口

（
屋

外
階

段
又

は
こ

れ
に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出

口
を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
は

、
道

に
面
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
主

要
構

造
部
 

 
を
耐

火
構

造
と
し

、
又
は

不
燃
材

料
で

造
る
こ

と
。

 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
歩

行
経
路

の
制
限

）
 

第
2
9
条

 
ホ

テ
ル

等
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
で

令
第

1
2
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

避
難

階
又

は
地
上

に
通

ず
る

２
以

上
の

直
通
階

段
を

有
す

る
も

の
の

３
階
以

上
の

階

の
宿

泊
室

の
出
口

か
ら

各
直

通
階

段
に

至
る
通

常
の

歩
行

経
路

の
全

て
に
共

通
の

重

複
区

間
（

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
重

複
区
間

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
と
き

に
お

け

る
重

複
区

間
の
長

さ
は

、
1
0
メ

ー
ト

ル
未

満
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、

次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す

る
階
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

(
1
)
 
宿

泊
室

の
出
口

か
ら
避

難
階

又
は
地

上
に
通

ず
る
直

通
階

段
に
通

ず
る
廊

下
そ

の
他

の
通

路
が

、
当

該
部

分
と

そ
の

他
の

部
分

と
を

耐
火

構
造

若
し

く
は

令
第

1
0
8
条

の
３

第
１

項
第

１
号

イ
及

び
ロ

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
構

造
の

床
若

し
く

は
壁

又
は

法
第

２
条

第
９

号
の

２
ロ

に
規

定
す

る
防

火
設

備
で

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

第
２

号
に
規

定
す
る

構
造

で
あ
る

も
の
で

区
画
さ

れ
て

い
る
階

 

 
(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

 

（
２

階
に
設

け
る
共

同
住
宅

及
び

寄
宿
舎

の
制
限

）
 

第
3
2
条

 
共
同

住
宅

又
は

寄
宿

舎
は

、
劇
場

、
映

画
館

、
演

芸
場

、
キ
ャ

バ
レ

ー
、

ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
、
バ

ー
、

ダ
ン

ス
ホ

ー
ル

、
遊
技

場
又

は
料

理
店

の
用

途
に
供

す
る

地

階
又

は
１

階
の
部

分
の

主
要

構
造

部
 

 
が
準

耐
火

構
造

（
壁

、
柱

、
床
及

び
は

り

に
あ

っ
て

は
、
１

時
間

準
耐

火
基

準
に

適
合
す

る
も

の
に

限
る

。
）

で
な
い

建
築

物

の
２

階
に
設

け
て
は

な
ら
な

い
。

 

 

（
出

口
）

 

第
3
3
条

 
共
同

住
宅

、
寄

宿
舎

又
は

老
人
福

祉
施

設
（

有
料

老
人

ホ
ー
ム

を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
避

難
階

に
お
け

る
屋

外

へ
の

主
要

な
出
口

（
屋

外
階

段
又

は
こ

れ
に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出

口
を
含

む
。

以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
は

、
道

に
面
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 

（
出

口
）

 

第
4
2
条

の
２
 

第
3
3
条

の
規

定
は

、
長

屋
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
に
つ

い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

各
号

列
記
以

外
の

部
分

中
「

共
同

住
宅
、

寄
宿

舎

又
は

老
人

福
祉

施
設

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途
に

供
す

る
建

築
物

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

外
へ

の
主

要
な
出

口
（

屋

外
階

段
又

は
こ
れ

に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出
口

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同

じ
。

）
」

と
あ
る

の
は

「
長

屋
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
各

戸
の

主
要
な

出
口

」

と
、

同
条

第
１
号

中
「

主
要

な
」

と
あ

る
の
は

「
各

戸
の

主
要

な
」

と
、
「

共
同

住

宅
、

寄
宿

舎
又
は

老
人

福
祉

施
設

」
と

あ
る
の

は
「

長
屋

」
と

読
み

替
え
る

も
の

と

す
る

。
 

 第
4
3
条

 
法
第

5
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

日
影

に
よ

る
中

高
層
の

建
築

物
の

高

さ
の

制
限

に
係
る

対
象

区
域

と
し

て
指

定
す
る

区
域

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る

区
域

と
し

、
そ
れ

ぞ
れ

の
区

域
に

つ
い

て
生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

日
影
時

間
と

し

て
法

別
表

第
４

(
に

)
欄

の
各

号
の

う
ち

か
ら

指
定

す
る

号
は

、
次

の
表
の

右
欄

に
掲

げ
る

号
と
す

る
。

 

対
 

 
 
 

 
 
 

象
 
 

 
 

 
 
 

区
 
 

 
 
 

 
 

域
 

法
別

表
第

４

(
に

)
欄

の
号

 

１
～

５
 
略

 

６
 

用
途

地
域

の
指

定
の

な
い

区
域

の
う

ち
法

第
5
2
条

第
１

項
第

８
号

の
規

定
に

よ
り

建
築

物
の

容
積

率
が

1
0
分

の
５

、
1
0
分

の

８
、

1
0
分
の

1
0
又
は

1
0
分
の

2
0
と

定
め

ら
れ
た

区
域

 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
既

存
の
建

築
物
に

対
す
る

制
限

の
緩
和

）
 

第
4
4
条

 
略

 

２
 

法
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
第
2
0
条

第
１

号
、

第
2
4
条

か
ら
第

2
6
条

ま
で

、

第
3
1
条

、
第
3
2
条

又
は

第
3
8
条

の
規

定
の

適
用

を
受

け
な

い
建

築
物

に
つ
い

て
、

増

築
又

は
改

築
（

増
築

又
は

改
築

に
係

る
部

分
が

、
令

第
1
3
7
条

の
４

第
１

号
に

該
当

す
る

も
の

に
限
る

。
）

を
す

る
場

合
に

お
い
て

は
、

当
該

増
築

又
は

改
築
を

す
る

部

分
以

外
の
部

分
に
対

し
て
は

、
こ

れ
ら
の

規
定
は

、
適
用

し
な

い
。

 

３
 

法
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
第
2
0
条

第
１

号
、

第
2
4
条

か
ら
第

2
6
条

ま
で

、

第
3
1
条

、
第
3
2
条

又
は

第
3
8
条

の
規

定
の

適
用

を
受

け
な

い
建

築
物

で
あ
っ

て
、

こ

 

（
出

口
）

 

第
4
2
条

の
２
 

第
3
3
条

の
規

定
は

、
長

屋
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
に
つ

い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

各
号

列
記
以

外
の

部
分

中
「

共
同

住
宅
、

寄
宿

舎

又
は

老
人

福
祉

施
設

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途
に

供
す

る
建

築
物

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

外
へ

の
主

要
な
出

口
（

屋

外
階

段
又

は
こ
れ

に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出
口

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同

じ
。

）
」

と
あ
る

の
は

「
長

屋
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
各

戸
の

主
要
な

出
口

」

と
、

同
条

第
１
号

中
「

主
要

な
」

と
あ

る
の
は

「
各

戸
の

主
要

な
」

と
、
「

共
同

住

宅
、

寄
宿

舎
又
は

老
人

福
祉

施
設

」
と

あ
る
の

は
「

長
屋

」
と

読
み

替
え
る

も
の

と

す
る

。
 

 第
4
3
条

 
法
第

5
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

日
影

に
よ

る
中

高
層
の

建
築

物
の

高

さ
の

制
限

に
係
る

対
象

区
域

と
し

て
指

定
す
る

区
域

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る

区
域

と
し

、
そ
れ

ぞ
れ

の
区

域
に

つ
い

て
生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

日
影
時

間
と

し

て
法

別
表

第
４

(
に

)
欄

の
各

号
の

う
ち

か
ら

指
定

す
る

号
は

、
次

の
表
の

右
欄

に
掲

げ
る

号
と
す

る
。

 

対
 

 
 
 

 
 
 

象
 
 

 
 

 
 
 

区
 
 

 
 
 

 
 

域
 

法
別

表
第

４

(
に

)
欄

の
号

 

１
～

５
 
略

 

６
 

用
途

地
域

の
指

定
の

な
い

区
域

の
う

ち
法

第
5
2
条

第
１

項
第

７
号

の
規

定
に

よ
り

建
築

物
の

容
積

率
が

1
0
分

の
５

、
1
0
分

の

８
、

1
0
分
の

1
0
又
は

1
0
分
の

2
0
と

定
め

ら
れ
た

区
域

 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
既

存
の
建

築
物
に

対
す
る

制
限

の
緩
和

）
 

第
4
4
条

 
略
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0
0
 
 

 

（
出

口
）

 

第
4
2
条

の
２
 

第
3
3
条

の
規

定
は

、
長

屋
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
に
つ

い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

各
号

列
記
以

外
の

部
分

中
「

共
同

住
宅
、

寄
宿

舎

又
は

老
人

福
祉

施
設

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途
に

供
す

る
建

築
物

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

外
へ

の
主

要
な
出

口
（

屋

外
階

段
又

は
こ
れ

に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出
口

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同

じ
。

）
」

と
あ
る

の
は

「
長

屋
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
各

戸
の

主
要
な

出
口

」

と
、

同
条

第
１
号

中
「

主
要

な
」

と
あ

る
の
は

「
各

戸
の

主
要

な
」

と
、
「

共
同

住

宅
、

寄
宿

舎
又
は

老
人

福
祉

施
設

」
と

あ
る
の

は
「

長
屋

」
と

読
み

替
え
る

も
の

と

す
る

。
 

 第
4
3
条

 
法
第

5
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

日
影

に
よ

る
中

高
層
の

建
築

物
の

高

さ
の

制
限

に
係
る

対
象

区
域

と
し

て
指

定
す
る

区
域

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る

区
域

と
し

、
そ
れ

ぞ
れ

の
区

域
に

つ
い

て
生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

日
影
時

間
と

し

て
法

別
表

第
４

(
に

)
欄

の
各

号
の

う
ち

か
ら

指
定

す
る

号
は

、
次

の
表
の

右
欄

に
掲

げ
る

号
と
す

る
。

 

対
 

 
 
 

 
 
 

象
 
 

 
 

 
 
 

区
 
 

 
 
 

 
 

域
 

法
別

表
第

４

(
に

)
欄

の
号

 

１
～

５
 
略

 

６
 

用
途

地
域

の
指

定
の

な
い

区
域

の
う

ち
法

第
5
2
条

第
１

項
第

８
号

の
規

定
に

よ
り

建
築

物
の

容
積

率
が

1
0
分

の
５

、
1
0
分

の

８
、

1
0
分
の

1
0
又
は

1
0
分
の

2
0
と

定
め

ら
れ
た

区
域

 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
既

存
の
建

築
物
に

対
す
る

制
限

の
緩
和

）
 

第
4
4
条

 
略

 

２
 

法
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
第
2
0
条

第
１

号
、

第
2
4
条

か
ら
第

2
6
条

ま
で

、

第
3
1
条

、
第
3
2
条

又
は

第
3
8
条

の
規

定
の

適
用

を
受

け
な

い
建

築
物

に
つ
い

て
、

増

築
又

は
改

築
（

増
築

又
は

改
築

に
係

る
部

分
が

、
令

第
1
3
7
条

の
４

第
１

号
に

該
当

す
る

も
の

に
限
る

。
）

を
す

る
場

合
に

お
い
て

は
、

当
該

増
築

又
は

改
築
を

す
る

部

分
以

外
の
部

分
に
対

し
て
は

、
こ

れ
ら
の

規
定
は

、
適
用

し
な

い
。

 

３
 

法
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
第
2
0
条

第
１

号
、

第
2
4
条

か
ら
第

2
6
条

ま
で

、

第
3
1
条

、
第
3
2
条

又
は

第
3
8
条

の
規

定
の

適
用

を
受

け
な

い
建

築
物

で
あ
っ

て
、

こ

 

（
出

口
）

 

第
4
2
条

の
２
 

第
3
3
条

の
規

定
は

、
長

屋
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
に
つ

い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

各
号

列
記
以

外
の

部
分

中
「

共
同

住
宅
、

寄
宿

舎

又
は

老
人

福
祉

施
設

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

用
途
に

供
す

る
建

築
物

の
避

難
階
に

お
け

る
屋

外
へ

の
主

要
な
出

口
（

屋

外
階

段
又

は
こ
れ

に
代

わ
る

施
設

か
ら

の
出
口

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同

じ
。

）
」

と
あ
る

の
は

「
長

屋
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物

の
各

戸
の

主
要
な

出
口

」

と
、

同
条

第
１
号

中
「

主
要

な
」

と
あ

る
の
は

「
各

戸
の

主
要

な
」

と
、
「

共
同

住

宅
、

寄
宿

舎
又
は

老
人

福
祉

施
設

」
と

あ
る
の

は
「

長
屋

」
と

読
み

替
え
る

も
の

と

す
る

。
 

 第
4
3
条

 
法
第

5
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

日
影

に
よ

る
中

高
層
の

建
築

物
の

高

さ
の

制
限

に
係
る

対
象

区
域

と
し

て
指

定
す
る

区
域

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る

区
域

と
し

、
そ
れ

ぞ
れ

の
区

域
に

つ
い

て
生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

日
影
時

間
と

し

て
法

別
表

第
４

(
に

)
欄

の
各

号
の

う
ち

か
ら

指
定

す
る

号
は

、
次

の
表
の

右
欄

に
掲

げ
る

号
と
す

る
。

 

対
 

 
 
 

 
 
 

象
 
 

 
 

 
 
 

区
 
 

 
 
 

 
 

域
 

法
別

表
第

４

(
に

)
欄

の
号

 

１
～

５
 
略

 

６
 

用
途

地
域

の
指

定
の

な
い

区
域

の
う

ち
法

第
5
2
条

第
１

項
第

７
号

の
規

定
に

よ
り

建
築

物
の

容
積

率
が

1
0
分

の
５

、
1
0
分

の

８
、

1
0
分
の

1
0
又
は

1
0
分
の

2
0
と

定
め

ら
れ
た

区
域

 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
既

存
の
建

築
物
に

対
す
る

制
限

の
緩
和

）
 

第
4
4
条

 
略

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
（

栃
木
県

手
数
料

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
２

条
 
栃

木
県
手

数
料
条

例
（

昭
和
3
1
年

栃
木

県
条
例

第
１

号
）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

れ
ら

の
規

定
に
規

定
す

る
基

準
の

適
用

上
一
の

建
築

物
で

あ
っ

て
も

別
の
建

築
物

と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
部

分
と

し
て

令
第

1
3
7
条

の
1
4
第

２
号

に
定

め
る

部
分

（
以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「

独
立

部
分

」
と

い
う
。

）
が

２
以

上
あ

る
も

の
に
つ

い
て

増

築
、

改
築

、
大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の
模

様
替

（
以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「

増

築
等

」
と

い
う
。

）
を

す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
当

該
増

築
等

を
す

る
独
立

部
分

以

外
の

独
立
部

分
に
対

し
て
は

、
こ

れ
ら
の

規
定
は

、
適
用

し
な

い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
5
5
の

３
の

５
 
略

 

4
5
5
の

３
の

６
a
建

築
基

準
法

施
行

令

（
昭

和
2
5
年

政
令

第
3
3
8
号

）
第

1
3
7

条
の

1
2
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

2
7
,
0
0
0
円

 

4
5
5
の

３
の

７
a
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
3
7
条

の
1
2
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
の
申

請
に
対

す
る
審

査
 

2
7
,
0
0
0
円

 

4
5
5
の

４
a
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

政
令

第
3
3
8
号

）
第

1
3
7
条

の
1
6

第
２

号
の

規
定

に
基

づ
く

移
転

に
関

す
る

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

略
 

4
5
6
～
4
6
4
の

４
 
略

 

4
6
4
の

５
a
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
4
年

法
律

第
8
4

号
）

第
5
3
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ

く
低

炭
素

建
築

物
新

築
等

計
画

の
認

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額

 

１
 

低
炭

素
建

築
物

新
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
5
5
の

３
の

５
 
略

 

4
5
5
の

３
の

６
a
建

築
基

準
法

施
行

令

（
昭

和
2
5
年

政
令

第
3
3
8
号

）
第

1
3
7

条
の

1
2
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

2
7
,
0
0
0
円

 

4
5
5
の

３
の

７
a
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
3
7
条

の
1
2
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
の
申

請
に
対

す
る
審

査
 

2
7
,
0
0
0
円

 

4
5
5
の

４
a
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

政
令

第
3
3
8
号

）
第

1
3
7
条

の
1
6

第
２

号
の

規
定

に
基

づ
く

移
転

に
関

す
る

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

略
 

4
5
6
～
4
6
4
の

４
 
略

 

4
6
4
の

５
a
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
4
年

法
律

第
8
4

号
）

第
5
3
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ

く
低

炭
素

建
築

物
新

築
等

計
画

の
認

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額

 

１
 

低
炭

素
建

築
物

新
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ
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0
0
 
 

 
（

栃
木
県

手
数
料

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
２

条
 
栃

木
県
手

数
料
条

例
（

昭
和
3
1
年

栃
木

県
条
例

第
１

号
）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

れ
ら

の
規

定
に
規

定
す

る
基

準
の

適
用

上
一
の

建
築

物
で

あ
っ

て
も

別
の
建

築
物

と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
部

分
と

し
て

令
第

1
3
7
条

の
1
4
第

２
号

に
定

め
る

部
分

（
以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「

独
立

部
分

」
と

い
う
。

）
が

２
以

上
あ

る
も

の
に
つ

い
て

増

築
、

改
築

、
大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の
模

様
替

（
以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「

増

築
等

」
と

い
う
。

）
を

す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
当

該
増

築
等

を
す

る
独
立

部
分

以

外
の

独
立
部

分
に
対

し
て
は

、
こ

れ
ら
の

規
定
は

、
適
用

し
な

い
。

 

改
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前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
、

第
５
条

関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
5
5
の

３
の

５
 
略

 

4
5
5
の

３
の

６
a
建

築
基

準
法

施
行

令

（
昭

和
2
5
年

政
令

第
3
3
8
号

）
第

1
3
7

条
の

1
2
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

2
7
,
0
0
0
円

 

4
5
5
の

３
の

７
a
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
3
7
条

の
1
2
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
の
申

請
に
対

す
る
審

査
 

2
7
,
0
0
0
円

 

4
5
5
の

４
a
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年

政
令

第
3
3
8
号

）
第

1
3
7
条

の
1
6

第
２

号
の

規
定

に
基

づ
く

移
転

に
関

す
る

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

略
 

4
5
6
～
4
6
4
の

４
 
略

 

4
6
4
の

５
a
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
4
年

法
律

第
8
4

号
）

第
5
3
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ

く
低

炭
素

建
築

物
新

築
等

計
画

の
認

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額
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低
炭
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築
物

新
築

等
計

画
の

認

定
の

申
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審
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次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３
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５
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５
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３
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６
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築
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築
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２
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条
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規
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計
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査
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、
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た
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れ
次

に
定
め

る
金
額
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1
)
a
当

該
低

炭
素

建
築

物
新

築
等

計

画
が

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に

関
す

る
法

律
第

5
4
条

第
１

項
第

１

号
に

掲
げ

る
基

準
（

以
下

こ
の

項

に
お

い
て

「
低

炭
素

建
築

物
誘

導

基
準

」
と

い
う

。
）

に
適

合
し

て

い
る

旨
を

証
す

る
書
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（

住
宅

の

品
質
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保

の
促

進
等

に
関

す
る

法

律
（
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成

1
1
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律

第
8
1
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項
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規
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す
る
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録

住
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性

能
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機
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又

は
建

築
物

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
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向
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等
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す
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法
律
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7
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律
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5
3
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1
5
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第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
判

定
機

関
が

交
付

し
た

も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

？
 

次
に

掲
げ

る
申
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分

に
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そ
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次
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２
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非
住

宅
部
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の

全
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を
工

場
、

倉

庫
、

危
険

物
の

貯
蔵

若
し

く
は

処
理

に
供

す
る

も
の

、
水

産
物

の
増

殖
場

若
し

く
は

養
殖

場
、
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売

市
場

、
火

葬
場

又
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場
、
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理
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額
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が

都
市

の
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進
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4
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項
第

１

号
に
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る
基
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こ
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に
お

い
て
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低

炭
素

建
築

物
誘

導

基
準

」
と

い
う
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旨
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す
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書
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宅

の
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質

確
保

の
促

進
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に
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律
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平
成

1
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1
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）
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５
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１

項
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又
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建

築
物
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ネ
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性

能
の

向
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に
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る
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律
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2
7
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5
3
号

）
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1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
判

定
機

関
が

交
付

し
た

も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

？
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

 
ア

・
イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の
６

・
4
6
4
の
７

 
略

 

4
6
4
の

８
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
2

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
適
合

性
判

定
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

適
合

性
判

定
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

非
住

宅
部

分
の

全
部

を
工

場
、

倉

庫
、

危
険

物
の

貯
蔵

若
し

く
は

処
理

に
供

す
る

も
の

、
水

産
物

の
増

殖
場

若
し

く
は

養
殖

場
、

卸
売

市
場

、
火

葬
場

又
は

と
畜

場
、

汚
染

処
理

場
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

ご
み

焼
却

場
そ

の
他

の
処

理
施

設

（
次

項
、

4
6
4
の

1
0
の

項
及

び
4
6
4
の

1
2
の

項
に

お
い

て
「

工
場

、
倉

庫

等
」

と
い

う
。

）
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
に

係
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め
る

金
額

 

(
1
)
a
モ

デ
ル

建
物

法
（

建
築

物
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

項
第

３

号
に

規
定

す
る

建
築

物
エ

ネ
ル

 

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

（
以

下
こ

の

項
及

び
4
6
4
の

1
5
の

項
に

お
い

て

「
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

基
準

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

い
う

。

以
下
こ

の
項

、
次

項
及

び
4
6
4
の
1
5

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
用

い

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次
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め

る
金

額
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２
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6
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築
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向
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す
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に
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建

築
物
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ギ
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築
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の

項
に
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て

「
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

基
準

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

い
う

。

以
下
こ

の
項

、
次

項
及

び
4
6
4
の
1
5

の
項

に
お

い
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同
じ

。
）

を
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合
 

次
に

掲
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エ

ネ
ル

 

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

（
以

下
こ

の

項
及

び
4
6
4
の

1
5
の

項
に

お
い

て

「
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

基
準

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

い
う

。

以
下
こ

の
項

、
次

項
及

び
4
6
4
の
1
5

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
用

い

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め

る
金

額
 

 
ア

～
カ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の

９
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
2

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適
合

性
判
定

 

略
 

4
6
4
の

1
0
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
3

略
 

ご
み

焼
却

場
そ

の
他

の
処

理
施

設

（
次

項
、

4
6
4
の

1
0
の

項
及

び
4
6
4
の

1
2
の

項
に

お
い

て
「

工
場

、
倉

庫

等
」

と
い

う
。

）
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
に

係
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め
る

金
額

 

(
1
)
a
モ

デ
ル

建
物

法
（

建
築

物
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関

す
る

法
律

 
第

２
条

第
１

項
第

３

号
に

規
定

す
る

建
築

物
エ

ネ
ル

 

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

（
以

下
こ

の

項
及

び
4
6
4
の

1
5
の

項
に

お
い

て

「
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

基
準

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

い
う

。

以
下
こ

の
項

、
次

項
及

び
4
6
4
の
1
5

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
用

い

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め

る
金

額
 

 
ア

～
カ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の

９
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
2

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適
合

性
判
定

 

略
 

4
6
4
の

1
0
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
3

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力
法

・
主

要
室

入
力

法
を

用
い

る
も
の

に
限
る

。
）

 

4
6
4
の

1
1
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
3

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力

法
・

主
要

室
入

力
法

を
用

い
る

も
の

に
限

る
。
）

 

略
 

4
6
4
の

1
2
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
2

条
第

２
項

又
は

第
1
3
条

第
３

項
に

規

定
す

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

軽
微

な
変

更
で

あ
る

こ
と

の
証
明

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

確
保

計
画

（
以

下
こ

の
項

に
お

い

て
「

計
画

」
と

い
う

。
）

の
区

分
に

応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
2
条

第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
を

受
け

た
計

画
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定
め

る
金
額

 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
3
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
4

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額

 

１
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向

上
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

一
の

建
築

物
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

算
出

し
て

得
た

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力
法

・
主

要
室

入
力

法
を

用
い

る
も
の

に
限
る

。
）

 

4
6
4
の

1
1
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
3

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力

法
・

主
要

室
入

力
法

を
用

い
る

も
の

に
限

る
。
）

 

略
 

4
6
4
の

1
2
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
2

条
第

２
項

又
は

第
1
3
条

第
３

項
に

規

定
す

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

軽
微

な
変

更
で

あ
る

こ
と

の
証
明

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

確
保

計
画

（
以

下
こ

の
項

に
お

い

て
「

計
画

」
と

い
う

。
）

の
区

分
に

応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
2
条

第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
を

受
け

た
計

画
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定
め

る
金
額

 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
3
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
3
4

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額

 

１
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向

上
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

一
の

建
築

物
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

算
出

し
て

得
た
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0
0
 
 

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力
法

・
主

要
室

入
力

法
を

用
い

る
も
の

に
限
る

。
）

 

4
6
4
の

1
1
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
3

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力

法
・

主
要

室
入

力
法

を
用

い
る

も
の

に
限

る
。
）

 

略
 

4
6
4
の

1
2
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
2

条
第

２
項

又
は

第
1
3
条

第
３

項
に

規

定
す

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

軽
微

な
変

更
で

あ
る

こ
と

の
証
明

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

確
保

計
画

（
以

下
こ

の
項

に
お

い

て
「

計
画

」
と

い
う

。
）

の
区

分
に

応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
1
2
条

第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
を

受
け

た
計

画
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定
め

る
金
額

 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
3
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
4

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額

 

１
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向

上
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

一
の

建
築

物
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

算
出

し
て

得
た

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力
法

・
主

要
室

入
力

法
を

用
い

る
も
の

に
限
る

。
）

 

4
6
4
の

1
1
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
3

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

（
標

準
入

力

法
・

主
要

室
入

力
法

を
用

い
る

も
の

に
限

る
。
）

 

略
 

4
6
4
の

1
2
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
2

条
第

２
項

又
は

第
1
3
条

第
３

項
に

規

定
す

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計

画
の

軽
微

な
変

更
で

あ
る

こ
と

の
証
明

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

確
保

計
画

（
以

下
こ

の
項

に
お

い

て
「

計
画

」
と

い
う

。
）

の
区

分
に

応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
1
2
条

第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
を

受
け

た
計

画
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定
め

る
金
額

 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
3
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
3
4

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た

金
額

 

１
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向

上
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

一
の

建
築

物
ご

と
に

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

算
出

し
て

得
た

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関

金
額

を
合
算

し
た
金

額
 

(
1
)
a
当

該
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

が
建

築
物

の
エ

ネ

金
額

を
合
算

し
た
金

額
 

(
1
)
a
当

該
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

が
建

築
物

の
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す

す
る

法
律

第
3
5
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

（
以

下
こ

の
項

及

び
次

項
に

お
い

て
「

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
誘

導
基

準
」

と

い
う

。
）

に
適

合
し

て
い

る
旨

を

証
す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性

能
評

価
機

関
又

は
建

築
物

の
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関

す
る

法
律

第
1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
判

定
機

関
が

交
付

し
た

も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

？
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

 
ア

・
イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
4
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
6

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

変
更

の
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

略
 

4
6
4
の

1
5
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
4
1

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

に
係

る
認

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

当
該

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

が
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

る
法

律
 

第
3
5
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

（
以

下
こ

の
項

及

び
次

項
に

お
い

て
「

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
誘

導
基

準
」

と

い
う

。
）

に
適

合
し

て
い

る
旨

を

証
す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性

能
評

価
機

関
又

は
建

築
物

の
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す

る
法

律
 

第
1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
判

定
機

関
が

交
付

し
た

も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

？
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

 
ア

・
イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
4
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
3
6

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

変
更

の
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

略
 

4
6
4
の

1
5
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
4
1

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

に
係

る
認

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

当
該

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

が
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性
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ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関

金
額

を
合
算

し
た
金

額
 

(
1
)
a
当

該
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

が
建

築
物

の
エ

ネ

金
額

を
合
算

し
た
金

額
 

(
1
)
a
当

該
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

が
建

築
物

の
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す

す
る

法
律

第
3
5
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

（
以

下
こ

の
項

及

び
次

項
に

お
い

て
「

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
誘

導
基

準
」

と

い
う

。
）

に
適

合
し

て
い

る
旨

を

証
す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性

能
評

価
機

関
又

は
建

築
物

の
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関

す
る

法
律

第
1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
判

定
機

関
が

交
付

し
た

も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

？
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

 
ア

・
イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
4
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
6

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

変
更

の
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

略
 

4
6
4
の

1
5
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
4
1

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

に
係

る
認

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

当
該

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

が
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

る
法

律
 

第
3
5
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

（
以

下
こ

の
項

及

び
次

項
に

お
い

て
「

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
誘

導
基

準
」

と

い
う

。
）

に
適

合
し

て
い

る
旨

を

証
す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性

能
評

価
機

関
又

は
建

築
物

の
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す

る
法

律
 

第
1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
判

定
機

関
が

交
付

し
た

も

の
に

限
る

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

？
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

 
ア

・
イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

２
 

略
 

4
6
4
の

1
4
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
3
6

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

変
更

の
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審

査
 

略
 

4
6
4
の

1
5
a
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
 

第
4
1

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

に
係

る
認

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ

れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る

金
額

 

１
 

当
該

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

が
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

（
栃

木
県
カ

ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー

ト
ラ

ル
実
現

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
３

条
 
栃

木
県
カ

ー
ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト
ラ

ル
実
現

条
例
（

令
和

５
年
栃

木
県
条

例
第
１

号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

 
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
能

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

又
は

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関

が
交

付
し

た
も

の
に

限
る

。
）

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
5
～
5
1
7
 

略
 

 
備

考
 
略

 

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
能

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

又
は

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

 
第

1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関

が
交

付
し

た
も

の
に

限
る

。
）

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
5
～
5
1
7
 

略
 

 
備

考
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
建

築
物
に

係
る
温

室
効
果

ガ
ス

の
排
出

の
量
の

削
減
）

 

第
2
2
条

 
建

築
物

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規

定
す

る
建

築
物
を

い
う

。
）

の
建

築
（

建
築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
の

向
上

等

に
関

す
る

法
律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
5
3
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る
建

築
を

い

う
。

）
又

は
修
繕

等
（

同
条

第
２

項
に

規
定
す

る
修

繕
等

を
い

う
。

）
を
し

よ
う

と

す
る

者
は

、
温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の
削

減
を

図
る

た
め

、
当

該
建
築

物
に

係

る
省

エ
ネ

ル
ギ
ー

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
（

同
法

第
２

条
第

１
項

第
２
号

に
規

定

す
る

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

を
い

う
。

）
の
向

上
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
利

用

そ
の

他
の
必

要
な
措

置
を
講

ず
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
建

築
物
に

係
る
温

室
効
果

ガ
ス

の
排
出

の
量
の

削
減
）

 

第
2
2
条

 
建

築
物

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規

定
す

る
建

築
物
を

い
う

。
）

の
建

築
（

建
築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
の

向
上

に

関
す

る
法

律
？
（

平
成

2
7
年

法
律

第
5
3
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る
建

築
を

い

う
。

）
又

は
修
繕

等
（

同
条

第
２

項
に

規
定
す

る
修

繕
等

を
い

う
。

）
を
し

よ
う

と

す
る

者
は

、
温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の
削

減
を

図
る

た
め

、
当

該
建
築

物
に

係

る
省

エ
ネ

ル
ギ
ー

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
（

同
法

第
２

条
第

１
項

第
２
号

に
規

定

す
る

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

を
い

う
。

）
の
向

上
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
利

用

そ
の

他
の
必

要
な
措

置
を
講

ず
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。
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0
0
 
 

（
栃

木
県
カ

ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー

ト
ラ

ル
実
現

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
３

条
 
栃

木
県
カ

ー
ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト
ラ

ル
実
現

条
例
（

令
和

５
年
栃

木
県
条

例
第
１

号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

 
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
能

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

又
は

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関

が
交

付
し

た
も

の
に

限
る

。
）

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
5
～
5
1
7
 

略
 

 
備

考
 
略

 

定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 
能

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す

る
書

類
（

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

又
は

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

 
第

1
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関

が
交

付
し

た
も

の
に

限
る

。
）

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
申

請
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

4
6
5
～
5
1
7
 

略
 

 
備

考
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
建

築
物
に

係
る
温

室
効
果

ガ
ス

の
排
出

の
量
の

削
減
）

 

第
2
2
条

 
建

築
物

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規

定
す

る
建

築
物
を

い
う

。
）

の
建

築
（

建
築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
の

向
上

等

に
関

す
る

法
律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
5
3
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る
建

築
を

い

う
。

）
又

は
修
繕

等
（

同
条

第
２

項
に

規
定
す

る
修

繕
等

を
い

う
。

）
を
し

よ
う

と

す
る

者
は

、
温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の
削

減
を

図
る

た
め

、
当

該
建
築

物
に

係

る
省

エ
ネ

ル
ギ
ー

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
（

同
法

第
２

条
第

１
項

第
２
号

に
規

定

す
る

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

を
い

う
。

）
の
向

上
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
利

用

そ
の

他
の
必

要
な
措

置
を
講

ず
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
建

築
物
に

係
る
温

室
効
果

ガ
ス

の
排
出

の
量
の

削
減
）

 

第
2
2
条

 
建

築
物

（
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規

定
す

る
建

築
物
を

い
う

。
）

の
建

築
（

建
築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
の

向
上

に

関
す

る
法

律
？
（

平
成

2
7
年

法
律

第
5
3
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る
建

築
を

い

う
。

）
又

は
修
繕

等
（

同
条

第
２

項
に

規
定
す

る
修

繕
等

を
い

う
。

）
を
し

よ
う

と

す
る

者
は

、
温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の
削

減
を

図
る

た
め

、
当

該
建
築

物
に

係

る
省

エ
ネ

ル
ギ
ー

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
（

同
法

第
２

条
第

１
項

第
２
号

に
規

定

す
る

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

を
い

う
。

）
の
向

上
、

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
利

用

そ
の

他
の
必

要
な
措

置
を
講

ず
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

２
 

こ
の
条

例
の
施

行
前
に

し
た

行
為
に

対
す
る

罰
則
の

適
用

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。

 

 
（

建
築
課

）
 
 

 

 

 

 

 

 
  
0
0
 
 

         
栃
木
県
条
例
第

1
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

 
第
１
条

 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
立
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
立
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
4
年
栃
木
県
条
例
第

1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 

第
３
条

 
県
が
徴
収
す
る
手
数
料
は
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
1
)
?
別
表
第
１
の
８
の
７
の
項
か
ら
８
の
９
の
項
ま
で
、
８
の

1
1
の
項
、
８
の

1
2
の

項
、

5
5
の
２
の
項
か
ら

5
5
の
４
の
項
ま
で
、

1
2
5
の
項
、

1
2
6
の
項
、

3
0
3
の
項
、

3
2
8
の
項
か
ら

3
3
1
の
項
ま
で
、

3
7
5
の
項
、

3
7
6
の
２
の
項
、

3
7
7
の
項
、

5
1
2
の
項

及
び

5
1
3
の
項
の
事
務
に
係
る
手
数
料

 

(
2
)
?
地
方
自
治
法
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
が
同

法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
手
数
料
（
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

 

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 

第
３
条

 
県
が
徴
収
す
る
手
数
料
は
、
別
表
第
１
の
８
の
７
の
項
か
ら
８
の
９
の
項
ま

で
、
８
の

1
1
の
項
、
８
の

1
2
の
項
、

5
5
の
２
の
項
か
ら

5
5
の
４
の
項
ま
で
、

1
2
5
の

項
、
1
2
6
の
項
、

3
0
3
の
項
、

3
2
8
の
項
か
ら

3
3
1
の
項
ま
で
、

3
7
5
の
項
、

3
7
6
の
２
の

項
、

3
7
7
の
項
、

5
1
2
の
項
及
び

5
1
3
の
項
の
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
証
紙

徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

第
１
条
の
２

 
前
条
の
入
学
考
査
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３

第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り

第
１
条
の
２

 
前
条
の
入
学
考
査
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。
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0
0
 
 

         
栃
木
県
条
例
第

1
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

 
第
１
条

 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
立
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
栃
木
県
立
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
4
年
栃
木
県
条
例
第

1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 

第
３
条

 
県
が
徴
収
す
る
手
数
料
は
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
1
)
?
別
表
第
１
の
８
の
７
の
項
か
ら
８
の
９
の
項
ま
で
、
８
の

1
1
の
項
、
８
の

1
2
の

項
、

5
5
の
２
の
項
か
ら

5
5
の
４
の
項
ま
で
、

1
2
5
の
項
、

1
2
6
の
項
、

3
0
3
の
項
、

3
2
8
の
項
か
ら

3
3
1
の
項
ま
で
、

3
7
5
の
項
、

3
7
6
の
２
の
項
、

3
7
7
の
項
、

5
1
2
の
項

及
び

5
1
3
の
項
の
事
務
に
係
る
手
数
料

 

(
2
)
?
地
方
自
治
法
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
が
同

法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
手
数
料
（
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

 

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 

第
３
条

 
県
が
徴
収
す
る
手
数
料
は
、
別
表
第
１
の
８
の
７
の
項
か
ら
８
の
９
の
項
ま

で
、
８
の

1
1
の
項
、
８
の

1
2
の
項
、

5
5
の
２
の
項
か
ら

5
5
の
４
の
項
ま
で
、

1
2
5
の

項
、

1
2
6
の
項
、

3
0
3
の
項
、

3
2
8
の
項
か
ら

3
3
1
の
項
ま
で
、

3
7
5
の
項
、

3
7
6
の
２
の

項
、

3
7
7
の
項
、

5
1
2
の
項
及
び

5
1
3
の
項
の
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
証
紙

徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

第
１
条
の
２

 
前
条
の
入
学
考
査
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３

第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り

第
１
条
の
２

 
前
条
の
入
学
考
査
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。

 

（
栃
木
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
栃
木
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
（
昭
和
4
5
年
栃
木
県
条
例
第

4
6
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
栃
木
県
立
産
業
技
術
専
門
校
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
４
条

 
栃
木
県
立
産
業
技
術
専
門
校
条
例
（
昭
和

4
7
年
栃
木
県
条
例
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

委
託
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
略

 

  ３
 
令
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る
と
き
は
、
増

加
後
の
価
額
に
つ
き
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
と
申
請
又
は
参
加
の
申
立
て
時
に
お

い
て
納
付
し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
手
数
料
を

 
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
第
１
項
及
び
前
項
の
手
数
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委

託
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

（
手
数
料
の
免
除
又
は
納
付
の
猶
予
）

 

第
９
条

 
知
事
は
、
調
停
若
し
く
は
仲
裁
の
申
請
又
は
調
停
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
立

て
を
す
る
者
が
貧
困
に
よ
り
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
手
数
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
、
又
は

そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

（
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
略

 

３
 
第
１
項
の
手
数
料
は
、
申
請
書
又
は
参
加
申
立
書
に
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る

額
の
栃
木
県
収
入
証
紙
を
は
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
令
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る
と
き
は
、
増

加
後
の
価
額
に
つ
き
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
と
申
請
又
は
参
加
の
申
立
て
時
に
お

い
て
納
付
し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
栃
木
県
収
入
証
紙
を
同
条

の
書
面
に
は
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

     

（
手
数
料
の
免
除
又
は
納
付
の
猶
予
）

 

第
９
条

 
知
事
は
、
調
停
若
し
く
は
仲
裁
の
申
請
又
は
調
停
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
立

て
を
す
る
者
が
貧
困
に
よ
り
前
条
第
１
項

 
 

 
 

 
の
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
手
数
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
、
又
は

そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
入
校
試
験
料
）

 

第
９
条

 
略

 

（
入
校
試
験
料
）

 

第
９
条

 
略
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（
栃
木
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
栃
木
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
（
昭
和

4
5
年
栃
木
県
条
例
第

4
6
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
栃
木
県
立
産
業
技
術
専
門
校
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
４
条

 
栃
木
県
立
産
業
技
術
専
門
校
条
例
（
昭
和
4
7
年
栃
木
県
条
例
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

委
託
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
略

 

  ３
 
令
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る
と
き
は
、
増

加
後
の
価
額
に
つ
き
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
と
申
請
又
は
参
加
の
申
立
て
時
に
お

い
て
納
付
し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
手
数
料
を

 
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
第
１
項
及
び
前
項
の
手
数
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委

託
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

（
手
数
料
の
免
除
又
は
納
付
の
猶
予
）

 

第
９
条

 
知
事
は
、
調
停
若
し
く
は
仲
裁
の
申
請
又
は
調
停
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
立

て
を
す
る
者
が
貧
困
に
よ
り
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
手
数
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
、
又
は

そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

（
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
略

 

３
 
第
１
項
の
手
数
料
は
、
申
請
書
又
は
参
加
申
立
書
に
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る

額
の
栃
木
県
収
入
証
紙
を
は
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
令
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る
と
き
は
、
増

加
後
の
価
額
に
つ
き
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
と
申
請
又
は
参
加
の
申
立
て
時
に
お

い
て
納
付
し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
栃
木
県
収
入
証
紙
を
同
条

の
書
面
に
は
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

     

（
手
数
料
の
免
除
又
は
納
付
の
猶
予
）

 

第
９
条

 
知
事
は
、
調
停
若
し
く
は
仲
裁
の
申
請
又
は
調
停
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
立

て
を
す
る
者
が
貧
困
に
よ
り
前
条
第
１
項

 
 

 
 

 
の
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
手
数
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
、
又
は

そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
入
校
試
験
料
）

 

第
９
条

 
略

 

（
入
校
試
験
料
）

 

第
９
条

 
略

 

（
栃
木
県
立
衛
生
福
祉
大
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
５
条

 
栃
木
県
立
衛
生
福
祉
大
学
校
条
例
（
昭
和
5
9
年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
栃
木
県
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
６
条

 
栃
木
県
農
業
大
学
校
条
例
（
昭
和
5
9
年
栃
木
県
条
例
第

2
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
７
条

 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

1
2
年
栃
木
県
条
例
第

1
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

２
 
前
項
の
入
校
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
前
項
の
入
校
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 
（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）
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（
栃
木
県
立
衛
生
福
祉
大
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
５
条

 
栃
木
県
立
衛
生
福
祉
大
学
校
条
例
（
昭
和

5
9
年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
栃
木
県
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
６
条

 
栃
木
県
農
業
大
学
校
条
例
（
昭
和

5
9
年
栃
木
県
条
例
第

2
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
７
条

 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

1
2
年
栃
木
県
条
例
第

1
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

２
 
前
項
の
入
校
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
前
項
の
入
校
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
６
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
入
学
試
験
料
）

 

第
５
条

 
略

 

２
 
前
項
の
入
学
試
験
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 
（
手
数
料
の
徴
収
方
法
）

 

（
栃
木
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
８
条

 
栃
木
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
（
平
成

1
4
年
栃
木
県
条
例
第

6
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
会

計
局
会
計
管
理
課
）

 

  

 

第
1
4
条

 
県
が
徴
収
す
る
手
数
料
は
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
1
)
?
第
８
条
第
１
項
の
表
１
の
項
並
び
に
第
９
条
の
表
１
の
２
の
項
及
び
２
の
項
の

事
務
（
同
項
の
事
務
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
第
４
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併
せ
て
行
う
同
法
第
６
条
第

１
項
の
保
管
場
所
標
章
の
交
付
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
手
数
料

 

(
2
)
?
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定

す
る
指
定
納
付
受
託
者
が
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け

た
手
数
料
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

第
1
4
条

 
県
が
徴
収
す
る
手
数
料
は
、
第
８
条
第
１
項
の
表
１
の
項
並
び
に
第
９
条
の

表
１
の
２
の
項
及
び
２
の
項
の
事
務
（
同
項
の
事
務
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
の
保
管

場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
４
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
併

せ
て
行
う
同
法
第
６
条
第
１
項
の
保
管
場
所
標
章
の
交
付
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
使
用
料
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 
使
用
料
は
、
栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
1
)
?
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
有
料
施
設
等
の
利
用
に
係
る
使
用
料

 

(
2
)
?
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
3
1
条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定

す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
同
法
第

2
3
1
条
の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
使

用
料
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

３
 
略

 

（
使
用
料
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 
使
用
料
は
、
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
有
料
施
設
等
の
利
用
に
係
る
も
の
を
除
き
、

栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
 
 

 
 
 
あ
あ

 

  ３
 
略

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃

木
県
条

例
第
2
0
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

の
特
殊

勤
務
手

当
に
関

す
る

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

栃
木

県
公
立

学
校
職

員
の
特

殊
勤

務
手
当

に
関
す

る
条
例

（
昭

和
3
4
年

栃
木
県

条
例
第

3
8
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（

教
育
委

員
会
事

務
局
教

育
政

策
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

 
(
7
)
 
学
校

看
護
師

特
殊
勤

務
手

当
 

 第
1
4
条

 
略

 

 

（
学

校
看
護

師
特
殊

勤
務
手

当
）

 

第
1
5
条

 
学
校

看
護

師
特

殊
勤

務
手

当
は
、

県
立

学
校

の
職

員
の

う
ち
技

術
職

給
料

表

(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

も
の

が
、

医
療

的
ケ

ア
（

人
工

呼
吸

器
に

よ
る

呼
吸

管
理

、

喀
痰

か
く

た
ん

吸
引

そ
の

他
の

医
療

行
為

を
い

う
。

）
に

関
す
る

業
務

で
教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

に
従
事

し
た
と

き
に

支
給
す

る
。

 

２
 

前
項

の
手

当
の

額
は

、
業

務
に

従
事

し
た

日
１

日
に

つ
き

5
,
1
0
0
円

を
超

え
な

い

範
囲

内
で
、

教
育
委

員
会
規

則
で

定
め
る

。
 

 第
1
6
条

～
第

1
8
条
 

略
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

  第
1
4
条

 
略

 

 

（
学

校
看
護

師
特
殊

勤
務
手

当
）

 

第
1
5
条

 
学
校

看
護

師
特

殊
勤

務
手

当
は
、

県
立

学
校

の
職

員
の

う
ち
技

術
職

給
料

表

(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

も
の

が
、

医
療

的
ケ

ア
（

人
工

呼
吸

器
に

よ
る

呼
吸

管
理

、

喀
痰

か
く

た
ん

吸
引

そ
の

他
の

医
療

行
為

を
い

う
。

）
に

関
す
る

業
務

で
教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

に
従
事

し
た
と

き
に

支
給
す

る
。

 

２
 

前
項

の
手

当
の

額
は

、
業

務
に

従
事

し
た

日
１

日
に

つ
き

5
,
1
0
0
円

を
超

え
な

い

範
囲

内
で
、

教
育
委

員
会
規

則
で

定
め
る

。
 

 第
1
5
条

～
第

1
7
条
 

略
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0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃

木
県
条

例
第
2
0
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

の
特
殊

勤
務
手

当
に
関

す
る

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

栃
木

県
公
立

学
校
職

員
の
特

殊
勤

務
手
当

に
関
す

る
条
例

（
昭

和
3
4
年

栃
木
県

条
例
第

3
8
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（

教
育
委

員
会
事

務
局
教

育
政

策
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

 
(
7
)
 
学
校

看
護
師

特
殊
勤

務
手

当
 

 第
1
4
条

 
略

 

 

（
学

校
看
護

師
特
殊

勤
務
手

当
）

 

第
1
5
条

 
学
校

看
護

師
特

殊
勤

務
手

当
は
、

県
立

学
校

の
職

員
の

う
ち
技

術
職

給
料

表

(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

も
の

が
、

医
療

的
ケ

ア
（

人
工

呼
吸

器
に

よ
る

呼
吸

管
理

、

喀
痰

か
く

た
ん

吸
引

そ
の

他
の

医
療

行
為

を
い

う
。

）
に

関
す
る

業
務

で
教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

に
従
事

し
た
と

き
に

支
給
す

る
。

 

２
 

前
項

の
手

当
の

額
は

、
業

務
に

従
事

し
た

日
１

日
に

つ
き

5
,
1
0
0
円

を
超

え
な

い

範
囲

内
で
、

教
育
委

員
会
規

則
で

定
め
る

。
 

 第
1
6
条

～
第

1
8
条
 

略
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

  第
1
4
条

 
略

 

 

（
学

校
看
護

師
特
殊

勤
務
手

当
）

 

第
1
5
条

 
学
校

看
護

師
特

殊
勤

務
手

当
は
、

県
立

学
校

の
職

員
の

う
ち
技

術
職

給
料

表

(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

も
の

が
、

医
療

的
ケ

ア
（

人
工

呼
吸

器
に

よ
る

呼
吸

管
理

、

喀
痰

か
く

た
ん

吸
引

そ
の

他
の

医
療

行
為

を
い

う
。

）
に

関
す
る

業
務

で
教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
も
の

に
従
事

し
た
と

き
に

支
給
す

る
。

 

２
 

前
項

の
手

当
の

額
は

、
業

務
に

従
事

し
た

日
１

日
に

つ
き

5
,
1
0
0
円

を
超

え
な

い

範
囲

内
で
、

教
育
委

員
会
規

則
で

定
め
る

。
 

 第
1
5
条

～
第

1
7
条
 

略
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栃

木
県
条

例
第
2
1
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
地

方
警
察

職
員

定
数
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

 

 
 

栃
木
県

地
方
警

察
職
員

定
数

条
例
（

昭
和
2
9
年

栃
木

県
条

例
第
4
4
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
こ

の
条
例

は
、
令

和
６
年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 
 

（
警
察

本
部
警

務
課
）

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 

 
附
 

則
 

１
 

略
 

２
 

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

７
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

第
２

条
第

１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
１

項
中

「
3
,
4
2
9
人

」
と

あ

る
の

は
「

3
,
4
3
6
人

」
と

、
「

3
,
8
9
3
人

」
と

あ
る

の
は

「
3
,
9
0
0
人

」
と

、
同

条
第

２
項

中
「
1
,
0
8
2
人

」
と

あ
る

の
は

「
1
,
0
8
9
人

」
と
す

る
。

 

 
 

 
附
 

則
 

①
 

略
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一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
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次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
こ

の
条
例

は
、
令

和
６
年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 
 

（
警
察

本
部
警

務
課
）

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 

 
附
 

則
 

１
 

略
 

２
 

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

７
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

第
２

条
第

１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
１

項
中

「
3
,
4
2
9
人

」
と

あ

る
の

は
「

3
,
4
3
6
人

」
と

、
「

3
,
8
9
3
人

」
と

あ
る

の
は

「
3
,
9
0
0
人

」
と

、
同

条
第

２
項

中
「
1
,
0
8
2
人

」
と

あ
る

の
は

「
1
,
0
8
9
人

」
と
す

る
。

 

 
 

 
附
 

則
 

①
 

略
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
2
2
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
公

衆
に
著

し
く

迷
惑
を

か
け
る

行
為
等

の
防

止
に
関

す
る
条

例
の
一

部
を

改
正
す

る
条
例

 

 
 

栃
木
県

公
衆
に

著
し
く

迷
惑

を
か
け

る
行
為

等
の
防

止
に

関
す
る

条
例
（

平
成
1
4
年
栃

木
県
条

例
第
6
2
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
卑

わ
い
な

行
為
の

禁
止
）

 

第
３

条
 

何
人

も
、

公
共

の
場

所
又

は
公
共

の
乗

物
に

お
い

て
、

他
人
に

対
し

、
み

だ

り
に

次
に
掲

げ
る
行

為
を
し

て
は

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
a
衣
服

等
で

覆
わ

れ
て

い
る

他
人

の
下

着
若
し

く
は

身
体

（
以

下
こ

の
条
に

お
い

て
「

下
着

等
」
と

い
う

。
）

を
の

ぞ
き

見
し
、

又
は

下
着

等
を

の
ぞ

き
見
す

る
目

的
で

、
他

人
の
衣

服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み
、

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り
上

げ
、

若
し

く
は

手
鏡
そ

の
他

下
着

等
を

映
す

こ
と
が

で
き

る
機

器
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
手
鏡

等
」
と

い
う
。

）
を

設
置
し

、
若
し

く
は
下

着
等

に
向
け

る
こ
と

。
 

(
3
)
a
下
着

等
を

撮
影

し
、

又
は

下
着

等
を

撮
影
す

る
目

的
で

、
他

人
の

衣
服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み
、

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り
上

げ
、

若
し

く
は

写
真

機
、
ビ

デ
オ

カ
メ

ラ
そ

の
他
撮

影
す

る
機

能
を

有
す

る
機
器

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
「

写
真

機
等

」
と
い

う
。
）

を
設
置

し
、

若
し
く

は
下
着

等
に
向

け
る

こ
と
。

 

(
4
)
a
衣
服

等
を

透
か

し
て

見
る

こ
と

が
で

き
る
機

器
 

 
を

使
用

し
て

、
下
着

等
の

映
像

を
見
、

又
は
撮

影
す
る

こ
と

。
 

(
5
)
a
前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
そ

の
性
的

羞
恥

心
を

著
し

く
害

し
、
又

は
不

安
を

覚
え
さ

せ
る
よ

う
な
卑

わ
い

な
言
動

を
す
る

こ
と
。

 

２
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

、
住

居
、

浴
場
、

便
所

、
更

衣
室

そ
の

他
人
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
が

通
常

衣
服

等
の
全

部
又

は
一

部
を

着
け

な
い
状

態
で

い

（
卑

わ
い
な

行
為
の

禁
止
）

 

第
３

条
 

何
人

も
、

公
共

の
場

所
又

は
公

共
の

乗
物

に
お

い
て

、
他

人
に

対
し

、
み
だ

り
に

次
に
掲

げ
る
行

為
を
し

て
は

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
a
衣

服
等

で
覆

わ
れ

て
い

る
他

人
の

下
着

若
し

く
は

身
体

（
以

下
こ

の
条

に
お

い

て
「

下
着

等
」

と
い

う
。

）
を

の
ぞ

き
見

し
、

若
し

く
は

撮
影

し
、

又
は

こ
れ

ら

の
行

為
を

し
よ

う
と

し
て

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り

上
げ

、
若

し
く

は
手

鏡
、

写

真
機

等
を

他
人

の
衣

服
等

の
下

に
差

し
出

す
等

下
着

等
を

の
ぞ

き
見

し
、

若
し

く

は
撮

影
す
る

こ
と
が

で
き
る

状
態

に
す
る

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
こ
と

。
 

(
3
)
 
下

着
等
を

撮
影
し

、
又

は
下

着
等
を

撮
影
す

る
目
的

で
、

他
人
の

衣
服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み

、
他

人
の

衣
服

等
を

ま
く

り
上

げ
、

若
し

く
は

写
真

機
、

ビ
デ

オ

カ
メ

ラ
そ

の
他

撮
影

す
る

機
能

を
有

す
る

機
器

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
写

真

機
等

」
と
い

う
。
）

を
設
置

し
、

若
し
く

は
下
着

等
に
向

け
る

こ
と
。

 

(
3
)
a
衣

服
等

を
透

か
し

て
見

る
こ

と
が

で
き

る
写

真
機

等
を

使
用

し
て

、
下

着
等

の

映
像

を
見
、

又
は
撮

影
す
る

こ
と

。
 

(
4
)
a
前

３
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

そ
の

性
的

羞
恥

心
を

著
し

く
害

し
、

又
は

不

安
を

覚
え
さ

せ
る
よ

う
な
卑

わ
い

な
言
動

を
す
る

こ
と
。

 

２
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

、
公

衆
浴

場
、

公
衆

便
所

、
公

衆
が

使
用

す
る

こ
と

が
で
き

る
更

衣
室

そ
の

他
の

公
衆

が
通

常
衣

服
等

の
全

部
又

は
一

部
を

着
け

な
い

状
態

で
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

る
よ

う
な

場
所
に

お
け

る
当

該
状

態
の

他
人
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為
を

し
て

は

な
ら

な
い

？
機

等
を

設
置

し
、

若
し

く
は

当
該

状
態

の
他

人
に

向
け

て
は

な
ら

な

い
。

 

 
(
1
)
a
当
該

状
態
の

他
人
を

の
ぞ

き
見
す

る
こ
と

。
 

 
(
2
)
a
当

該
状

態
の

他
人

を
撮

影
し

、
又

は
当

該
状

態
の

他
人

を
撮

影
す
る

目
的

で
、

写
真

機
等
を

設
置
し

、
若
し

く
は

当
該
状

態
の
他

人
に
向

け
る

こ
と
。

 

３
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

、
教

室
、

事
務
所

、
集

会
場

そ
の

他
の

不
特
定

若
し

く
は

多

数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

場
所

（
公

共
の

場
所

を
除

く
。

）
又

は
タ

ク
シ

ー
、

貸
切

用
の

バ
ス

そ
の
他

の
不

特
定

若
し

く
は

多
数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

乗
物
（

公
共

の

乗
物

を
除

く
。

）
に

お
け

る
他

人
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

 
 
 

け
る

下
着

等
を
の

ぞ
き

見
し

、
若

し
く

は
撮
影

し
、

又
は

当
該

下
着

等
を
撮

影
し

よ

う
と

し
て
写

真
機
等

し
て
は

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
 
そ

の
性

的
羞
恥

心
を
害

し
、

又
は
嫌

悪
の
情

を
催
さ

せ
る

よ
う
な

方
法
で

、
衣

服
等

の
上
か

ら
、
又

は
直
接

に
、

他
人
の

身
体
に

触
れ
る

こ
と

。
 

(
2
)
a
下
着

等
を

の
ぞ

き
見

し
、

又
は

下
着

等
を
の

ぞ
き

見
す

る
目

的
で

、
他
人

の
衣

服
等

の
中

を
の
ぞ

き
込

み
、

他
人

の
衣

服
等
を

ま
く

り
上

げ
、

若
し

く
は
手

鏡
等

を
設

置
し
、

若
し
く

は
下
着

等
に

向
け
る

こ
と
。

 

(
3
)
a
下
着

等
を

撮
影

し
、

又
は

下
着

等
を

撮
影
す

る
目

的
で

、
他

人
の

衣
服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み
、

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り
上

げ
、

若
し

く
は

写
真

機
等
を

設
置

し
、

若
し
く

は
下
着

等
に
向

け
る

こ
と
。

 

 

（
嫌

が
ら
せ

行
為
の

禁
止
）

 

第
７

条
 

何
人

も
、

特
定

の
者

に
対

す
る
嫌

悪
、

嫉
妬

そ
の

他
こ

れ
ら
に

類
す

る
感

情

（
ス

ト
ー

カ
ー
行

為
等

の
規

制
等

に
関

す
る
法

律
（

平
成
1
2
年
法

律
第

8
1
号

）
第

２

条
第

１
項

に
規
定

す
る

恋
愛

感
情

そ
の

他
の
好

意
の

感
情

又
は

そ
れ

が
満
た

さ
れ

な

か
っ

た
こ

と
に
対

す
る

怨
恨

の
感

情
を

除
く
。

）
を

充
足

す
る

目
的

で
、
当

該
特

定

の
者

又
は

そ
の
配

偶
者

、
直

系
若

し
く

は
同
居

の
親

族
そ

の
他

当
該

特
定
の

者
と

社

会
生

活
に

お
い
て

密
接

な
関

係
を

有
す

る
者
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為
（

第
１

号

か
ら

第
４

号
ま
で

に
掲

げ
る

行
為

に
つ

い
て
は

、
身

体
の

安
全

、
住

居
、
勤

務
先

、

学
校

そ
の

他
そ
の

現
に

所
在

す
る

場
所

若
し
く

は
通

常
所

在
す

る
場

所
（
以

下
「

住

居
等

」
と

い
う
。

）
の

平
穏

若
し

く
は

名
誉
が

害
さ

れ
、

又
は

行
動

の
自
由

が
著

し

く
害

さ
れ

る
不
安

を
覚

え
さ

せ
る

よ
う

な
方
法

に
よ

り
行

わ
れ

る
場

合
に
限

る
。

）

を
反

復
し
て

行
っ
て

は
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
7
)
 

略
 

る
 

 
 

場
所

に
お

け
る

当
該

状
態

の
他

人
の

身
体

を
撮

影
し

、
又

は
撮

影
す

る
目

的
で

、
写

真
機

等
を

設
置

し
、

若
し

く
は

当
該

状
態

の
他

人
に

向
け

て
は

な
ら

な

い
。

 

 
(
1
)
 
身
体

を
の
ぞ

き
見
す

る
こ

と
。

 

 
(
2
)
 
身

体
を

撮
影
し

、
又

は
身

体
を
撮

影
す
る

目
的
で

、
写

真
機
等

を
設
置

し
、
若

し
く

は
身
体

に
向
け

る
こ
と

。
 

３
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

、
教

室
、

事
務

所
、

集
会

場
そ

の
他

の
特

定
か

つ
 

 
 
多

数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

場
所

（
公

共
の

場
所

を
除

く
。
）

又
は

タ
ク

シ
ー

、
貸

切

用
の

バ
ス

そ
の

他
の

特
定

か
つ

 
 

 
多

数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

乗
物

に
お

け
る

下
着

等
を

の
ぞ

き
見

し
、

若
し

く
は

撮
影

し
、

又
は

当
該

下
着

等
を

撮
影

し
よ

う
と

し
て

写
真

機
等

を
他

人
の

衣
服

等
の

下
に

差
し

出
す

等
当

該
下

着
等

を
撮

影
す

る
こ

と
が

で
き
る

状
態
に

し
て
は

な
ら

な
い
。

直
接
に

、
他
人

の
身

体
に
触

れ
る
こ

と
。

 

(
1
)
 
そ

の
性
的

羞
恥
心

を
害

し
、

又
は
嫌

悪
の
情

を
催
さ

せ
る

よ
う
な

方
法
で

、
衣

服
等

の
上
か

ら
、
又

は
直
接

に
、

他
人
の

身
体
に

触
れ
る

こ
と

。
 

(
2
)
a
下

着
等

を
の

ぞ
き

見
し

、
又

は
下

着
等

を
の

ぞ
き

見
す

る
目

的
で

、
他

人
の

衣

服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み

、
他

人
の

衣
服

等
を

ま
く

り
上

げ
、

若
し

く
は

手
鏡

等

を
設

置
し
、

若
し
く

は
下
着

等
に

向
け
る

こ
と
。

 

(
3
)
 
下

着
等
を

撮
影
し

、
又

は
下

着
等
を

撮
影
す

る
目
的

で
、

下
着
等

を
の
ぞ

き
込

み
、

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り

上
げ

、
若

し
く

は
写

真
機

等
を

設
置

し
、

若
し

く

は
下

着
等
に

向
け
る

こ
と
。

 

 （
嫌

が
ら
せ

行
為
の

禁
止
）

 

第
７

条
 

何
人

も
、

特
定

の
者

に
対

す
る

嫌
悪

、
嫉

妬
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
感
情

（
ス

ト
ー

カ
ー

行
為

等
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
2
年

法
律

第
8
1
号

）
第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
恋

愛
感

情
そ

の
他

の
好

意
の

感
情

又
は

そ
れ

が
満

た
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
に

対
す

る
怨

恨
の

感
情

を
除

く
。

）
を

充
足

す
る

目
的

で
、

当
該

特
定

の
者

又
は

そ
の

配
偶

者
、

直
系

若
し

く
は

同
居

の
親

族
そ

の
他

当
該

特
定

の
者

と
社

会
生

活
に

お
い

て
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為

（
第

１
号

か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
行

為
に

つ
い

て
は

、
身

体
の

安
全

、
住

居
、

勤
務

先
、

学
校

そ
の

他
そ

の
現

に
所

在
す

る
場

所
若

し
く

は
通

常
所

在
す

る
場

所
（

以
下

「
住

居
等

」
と

い
う

。
）

の
平

穏
若

し
く

は
名

誉
が

害
さ

れ
、

又
は

行
動

の
自

由
が

著
し

く
害

さ
れ

る
不

安
を

覚
え

さ
せ

る
よ

う
な

方
法

に
よ

り
行

わ
れ

る
場

合
に

限
る

。
）

を
反

復
し
て

行
っ
て

は
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
7
)
 

略
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0
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る
よ

う
な

場
所
に

お
け

る
当

該
状

態
の

他
人
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為
を

し
て

は

な
ら

な
い

？
機

等
を

設
置

し
、

若
し

く
は

当
該

状
態

の
他

人
に

向
け

て
は

な
ら

な

い
。

 

 
(
1
)
a
当
該

状
態
の

他
人
を

の
ぞ

き
見
す

る
こ
と

。
 

 
(
2
)
a
当

該
状

態
の

他
人

を
撮

影
し

、
又

は
当

該
状

態
の

他
人

を
撮

影
す
る

目
的

で
、

写
真

機
等
を

設
置
し

、
若
し

く
は

当
該
状

態
の
他

人
に
向

け
る

こ
と
。

 

３
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

、
教

室
、

事
務
所

、
集

会
場

そ
の

他
の

不
特
定

若
し

く
は

多

数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

場
所

（
公

共
の

場
所

を
除

く
。

）
又

は
タ

ク
シ

ー
、

貸
切

用
の

バ
ス

そ
の
他

の
不

特
定

若
し

く
は

多
数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

乗
物
（

公
共

の

乗
物

を
除

く
。

）
に

お
け

る
他

人
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

 
 
 

け
る

下
着

等
を
の

ぞ
き

見
し

、
若

し
く

は
撮
影

し
、

又
は

当
該

下
着

等
を
撮

影
し

よ

う
と

し
て
写

真
機
等

し
て
は

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
 
そ

の
性

的
羞
恥

心
を
害

し
、

又
は
嫌

悪
の
情

を
催
さ

せ
る

よ
う
な

方
法
で

、
衣

服
等

の
上
か

ら
、
又

は
直
接

に
、

他
人
の

身
体
に

触
れ
る

こ
と

。
 

(
2
)
a
下
着

等
を

の
ぞ

き
見

し
、

又
は

下
着

等
を
の

ぞ
き

見
す

る
目

的
で

、
他
人

の
衣

服
等

の
中

を
の
ぞ

き
込

み
、

他
人

の
衣

服
等
を

ま
く

り
上

げ
、

若
し

く
は
手

鏡
等

を
設

置
し
、

若
し
く

は
下
着

等
に

向
け
る

こ
と
。

 

(
3
)
a
下
着

等
を

撮
影

し
、

又
は

下
着

等
を

撮
影
す

る
目

的
で

、
他

人
の

衣
服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み
、

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り
上

げ
、

若
し

く
は

写
真

機
等
を

設
置

し
、

若
し
く

は
下
着

等
に
向

け
る

こ
と
。

 

 

（
嫌

が
ら
せ

行
為
の

禁
止
）

 

第
７

条
 

何
人

も
、

特
定

の
者

に
対

す
る
嫌

悪
、

嫉
妬

そ
の

他
こ

れ
ら
に

類
す

る
感

情

（
ス

ト
ー

カ
ー
行

為
等

の
規

制
等

に
関

す
る
法

律
（

平
成
1
2
年
法

律
第

8
1
号

）
第

２

条
第

１
項

に
規
定

す
る

恋
愛

感
情

そ
の

他
の
好

意
の

感
情

又
は

そ
れ

が
満
た

さ
れ

な

か
っ

た
こ

と
に
対

す
る

怨
恨

の
感

情
を

除
く
。

）
を

充
足

す
る

目
的

で
、
当

該
特

定

の
者

又
は

そ
の
配

偶
者

、
直

系
若

し
く

は
同
居

の
親

族
そ

の
他

当
該

特
定
の

者
と

社

会
生

活
に

お
い
て

密
接

な
関

係
を

有
す

る
者
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為
（

第
１

号

か
ら

第
４

号
ま
で

に
掲

げ
る

行
為

に
つ

い
て
は

、
身

体
の

安
全

、
住

居
、
勤

務
先

、

学
校

そ
の

他
そ
の

現
に

所
在

す
る

場
所

若
し
く

は
通

常
所

在
す

る
場

所
（
以

下
「

住

居
等

」
と

い
う
。

）
の

平
穏

若
し

く
は

名
誉
が

害
さ

れ
、

又
は

行
動

の
自
由

が
著

し

く
害

さ
れ

る
不
安

を
覚

え
さ

せ
る

よ
う

な
方
法

に
よ

り
行

わ
れ

る
場

合
に
限

る
。

）

を
反

復
し
て

行
っ
て

は
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
7
)
 

略
 

る
 

 
 

場
所

に
お

け
る

当
該

状
態

の
他

人
の

身
体

を
撮

影
し

、
又

は
撮

影
す

る
目

的
で

、
写

真
機

等
を

設
置

し
、

若
し

く
は

当
該

状
態

の
他

人
に

向
け

て
は

な
ら

な

い
。

 

 
(
1
)
 
身
体

を
の
ぞ

き
見
す

る
こ

と
。

 

 
(
2
)
 
身

体
を

撮
影
し

、
又

は
身

体
を
撮

影
す
る

目
的
で

、
写

真
機
等

を
設
置

し
、
若

し
く

は
身
体

に
向
け

る
こ
と

。
 

３
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

、
教

室
、

事
務

所
、

集
会

場
そ

の
他

の
特

定
か

つ
 

 
 
多

数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

場
所

（
公

共
の

場
所

を
除

く
。
）

又
は

タ
ク

シ
ー

、
貸

切

用
の

バ
ス

そ
の

他
の

特
定

か
つ

 
 

 
多

数
の

者
の

用
に

供
さ

れ
る

乗
物

に
お

け
る

下
着

等
を

の
ぞ

き
見

し
、

若
し

く
は

撮
影

し
、

又
は

当
該

下
着

等
を

撮
影

し
よ

う
と

し
て

写
真

機
等

を
他

人
の

衣
服

等
の

下
に

差
し

出
す

等
当

該
下

着
等

を
撮

影
す

る
こ

と
が

で
き
る

状
態
に

し
て
は

な
ら

な
い
。

直
接
に

、
他
人

の
身

体
に
触

れ
る
こ

と
。

 

(
1
)
 
そ

の
性
的

羞
恥
心

を
害

し
、

又
は
嫌

悪
の
情

を
催
さ

せ
る

よ
う
な

方
法
で

、
衣

服
等

の
上
か

ら
、
又

は
直
接

に
、

他
人
の

身
体
に

触
れ
る

こ
と

。
 

(
2
)
a
下

着
等

を
の

ぞ
き

見
し

、
又

は
下

着
等

を
の

ぞ
き

見
す

る
目

的
で

、
他

人
の

衣

服
等

の
中

を
の

ぞ
き

込
み

、
他

人
の

衣
服

等
を

ま
く

り
上

げ
、

若
し

く
は

手
鏡

等

を
設

置
し
、

若
し
く

は
下
着

等
に

向
け
る

こ
と
。

 

(
3
)
 
下

着
等
を

撮
影
し

、
又

は
下

着
等
を

撮
影
す

る
目
的

で
、

下
着
等

を
の
ぞ

き
込

み
、

他
人

の
衣

服
等

を
ま

く
り

上
げ

、
若

し
く

は
写

真
機

等
を

設
置

し
、

若
し

く

は
下

着
等
に

向
け
る

こ
と
。

 

 （
嫌

が
ら
せ

行
為
の

禁
止
）

 

第
７

条
 

何
人

も
、

特
定

の
者

に
対

す
る

嫌
悪

、
嫉

妬
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
感
情

（
ス

ト
ー

カ
ー

行
為

等
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
2
年

法
律

第
8
1
号

）
第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
恋

愛
感

情
そ

の
他

の
好

意
の

感
情

又
は

そ
れ

が
満

た
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
に

対
す

る
怨

恨
の

感
情

を
除

く
。

）
を

充
足

す
る

目
的

で
、

当
該

特
定

の
者

又
は

そ
の

配
偶

者
、

直
系

若
し

く
は

同
居

の
親

族
そ

の
他

当
該

特
定

の
者

と
社

会
生

活
に

お
い

て
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

対
し

、
次

に
掲

げ
る

行
為

（
第

１
号

か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
行

為
に

つ
い

て
は

、
身

体
の

安
全

、
住

居
、

勤
務

先
、

学
校

そ
の

他
そ

の
現

に
所

在
す

る
場

所
若

し
く

は
通

常
所

在
す

る
場

所
（

以
下

「
住

居
等

」
と

い
う

。
）

の
平

穏
若

し
く

は
名

誉
が

害
さ

れ
、

又
は

行
動

の
自

由
が

著
し

く
害

さ
れ

る
不

安
を

覚
え

さ
せ

る
よ

う
な

方
法

に
よ

り
行

わ
れ

る
場

合
に

限
る

。
）

を
反

復
し
て

行
っ
て

は
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
7
)
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
７

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
２

 
こ
の

条
例
の

施
行
前

に
し

た
行
為

に
対
す

る
罰
則

の
適

用
に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 
（

警
察
本

部
人
身

安
全
少

年
課

）
 
 

 

 

 

 

 
(
8
)
 
そ

の
承

諾
を
得

な
い

で
、

そ
の
所

持
す
る

位
置
情

報
記

録
・
送

信
装
置

（
当
該

装
置

の
位

置
に
係

る
位

置
情

報
（

地
理

空
間
情

報
活

用
推

進
基

本
法

（
平
成

1
9
年

法
律

第
6
3
号

）
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規
定

す
る

位
置

情
報

を
い

う
。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て
同

じ
。

）
を

記
録

し
、

又
は
送

信
す

る
機

能
を

有
す

る
装
置

で
公

安
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

号
及

び
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
（

同
号

に
規

定
す

る
行

為
が

さ
れ

た
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

を
含

む
。

）
に

よ
り
記

録
さ

れ
、

又
は

送
信

さ
れ
る

当
該

位
置

情
報

記
録

・
送
信

装
置

の
位

置
に

係
る
位

置
情

報
を

公
安

委
員

会
規
則

で
定

め
る

方
法

に
よ

り
取
得

す
る

こ
と

。
 

 
(
9
)
 
そ

の
承

諾
を
得

な
い

で
、

そ
の
所

持
す
る

物
に
位

置
情

報
記
録

・
送
信

装
置
を

取
り

付
け

る
こ
と

、
位

置
情

報
記

録
・

送
信
装

置
を

取
り

付
け

た
物

を
交
付

す
る

こ
と

そ
の

他
そ
の

移
動

に
伴

い
位

置
情

報
記
録

・
送

信
装

置
を

移
動

し
得
る

状
態

に
す

る
行
為

と
し
て

公
安
委

員
会

規
則
で

定
め
る

行
為
を

す
る

こ
と
。

 

２
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

特
定

の
者

に
対
し

て
電

話
を

か
け

て
何

も
告
げ

ず
、

又
は

拒

ま
れ

た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

電
話

を
か

け
、
文

書
を

送
付

し
、

電
子

メ
ー
ル

の
送

信

等
（

身
体

の
安
全

、
住

居
等

の
平

穏
若

し
く
は

名
誉

が
害

さ
れ

、
又

は
行
動

の
自

由

が
著

し
く

害
さ
れ

る
不

安
を

覚
え

さ
せ

る
よ
う

な
方

法
に

よ
り

行
わ

れ
る
場

合
に

限

る
。

）
を

し
、
若

し
く

は
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
装
置

を
用

い
て

送
信

す
る

行
為
（

ス
ト

ー

カ
ー

行
為

等
の
規

制
等

に
関

す
る

法
律

第
２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

つ
き
ま

と
い

等

に
該

当
す
る

行
為
を

除
く
。

）
を

反
復
し

て
行
っ

て
は
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

４
 

何
人

も
、

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
違

反
す

る
行

為
を

す
る
お

そ
れ

が
あ

る

者
で

あ
る

こ
と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
に
対

し
、

当
該

違
反

行
為

の
相
手

方
の

氏

名
、

住
所

そ
の
他

の
当

該
違

反
行

為
の

相
手
方

に
係

る
情

報
で

当
該

違
反
行

為
を

す

る
た

め
に
必

要
と
な

る
も
の

を
提

供
し
て

は
な
ら

な
い
。

 

             ２
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

特
定

の
者

に
対

し
て

電
話

を
か

け
て

何
も

告
げ

ず
、

又
は
拒

ま
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
電

話
を

か
け

、
文

書
を

送
付

し
、

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

等
（

身
体

の
安

全
、

住
居

等
の

平
穏

若
し

く
は

名
誉

が
害

さ
れ

、
又

は
行

動
の

自
由

が
著

し
く

害
さ

れ
る

不
安

を
覚

え
さ

せ
る

よ
う

な
方

法
に

よ
り

行
わ

れ
る

場
合

に
限

る
。

）
を

し
、

若
し

く
は

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

装
置

を
用

い
て

送
信

す
る

行
為

（
ス

ト
ー

カ
ー

行
為

等
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

つ
き

ま
と

い
等

に
該

当
す
る

行
為
を

除
く
。

）
を

反
復
し

て
行
っ

て
は
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
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0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
７

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
２

 
こ
の

条
例
の

施
行
前

に
し

た
行
為

に
対
す

る
罰
則

の
適

用
に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 
（

警
察
本

部
人
身

安
全
少

年
課

）
 
 

 

 

 

 

 
(
8
)
 
そ

の
承

諾
を
得

な
い

で
、

そ
の
所

持
す
る

位
置
情

報
記

録
・
送

信
装
置

（
当
該

装
置

の
位

置
に
係

る
位

置
情

報
（

地
理

空
間
情

報
活

用
推

進
基

本
法

（
平
成

1
9
年

法
律

第
6
3
号

）
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規
定

す
る

位
置

情
報

を
い

う
。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て
同

じ
。

）
を

記
録

し
、

又
は
送

信
す

る
機

能
を

有
す

る
装
置

で
公

安
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

号
及

び
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
（

同
号

に
規

定
す

る
行

為
が

さ
れ

た
位

置
情

報
記

録
・

送
信

装
置

を
含

む
。

）
に

よ
り
記

録
さ

れ
、

又
は

送
信

さ
れ
る

当
該

位
置

情
報

記
録

・
送
信

装
置

の
位

置
に

係
る
位

置
情

報
を

公
安

委
員

会
規
則

で
定

め
る

方
法

に
よ

り
取
得

す
る

こ
と

。
 

 
(
9
)
 
そ

の
承

諾
を
得

な
い

で
、

そ
の
所

持
す
る

物
に
位

置
情

報
記
録

・
送
信

装
置
を

取
り

付
け

る
こ
と

、
位

置
情

報
記

録
・

送
信
装

置
を

取
り

付
け

た
物

を
交
付

す
る

こ
と

そ
の

他
そ
の

移
動

に
伴

い
位

置
情

報
記
録

・
送

信
装

置
を

移
動

し
得
る

状
態

に
す

る
行
為

と
し
て

公
安
委

員
会

規
則
で

定
め
る

行
為
を

す
る

こ
と
。

 

２
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

特
定

の
者

に
対
し

て
電

話
を

か
け

て
何

も
告
げ

ず
、

又
は

拒

ま
れ

た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

電
話

を
か

け
、
文

書
を

送
付

し
、

電
子

メ
ー
ル

の
送

信

等
（

身
体

の
安
全

、
住

居
等

の
平

穏
若

し
く
は

名
誉

が
害

さ
れ

、
又

は
行
動

の
自

由

が
著

し
く

害
さ
れ

る
不

安
を

覚
え

さ
せ

る
よ
う

な
方

法
に

よ
り

行
わ

れ
る
場

合
に

限

る
。

）
を

し
、
若

し
く

は
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
装
置

を
用

い
て

送
信

す
る

行
為
（

ス
ト

ー

カ
ー

行
為

等
の
規

制
等

に
関

す
る

法
律

第
２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

つ
き
ま

と
い

等

に
該

当
す
る

行
為
を

除
く
。

）
を

反
復
し

て
行
っ

て
は
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

４
 

何
人

も
、

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
違

反
す

る
行

為
を

す
る
お

そ
れ

が
あ

る

者
で

あ
る

こ
と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
に
対

し
、

当
該

違
反

行
為

の
相
手

方
の

氏

名
、

住
所

そ
の
他

の
当

該
違

反
行

為
の

相
手
方

に
係

る
情

報
で

当
該

違
反
行

為
を

す

る
た

め
に
必

要
と
な

る
も
の

を
提

供
し
て

は
な
ら

な
い
。

 

             ２
 

何
人

も
、

み
だ

り
に

特
定

の
者

に
対

し
て

電
話

を
か

け
て

何
も

告
げ

ず
、

又
は
拒

ま
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
電

話
を

か
け

、
文

書
を

送
付

し
、

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

等
（

身
体

の
安

全
、

住
居

等
の

平
穏

若
し

く
は

名
誉

が
害

さ
れ

、
又

は
行

動
の

自
由

が
著

し
く

害
さ

れ
る

不
安

を
覚

え
さ

せ
る

よ
う

な
方

法
に

よ
り

行
わ

れ
る

場
合

に
限

る
。

）
を

し
、

若
し

く
は

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

装
置

を
用

い
て

送
信

す
る

行
為

（
ス

ト
ー

カ
ー

行
為

等
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

つ
き

ま
と

い
等

に
該

当
す
る

行
為
を

除
く
。

）
を

反
復
し

て
行
っ

て
は
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
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栃

木
県
条

例
第
2
3
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
警

察
関
係

手
数

料
条
例

の
一
部

を
改
正

す
る

条
例

 

栃
木

県
警
察

関
係
手

数
料
条

例
（

平
成
1
2
年

栃
木

県
条
例

第
1
2
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

風
俗

営
業

等
の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
2
3
年

法
律
第

1
2
2
号

）
、

古
物

営
業

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
8
号

）
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
9
号

）
、

質
屋

営
業

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
5
8

号
）

、
核

原
料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

3
2

年
法

律
第

1
6
6
号

）
、

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
（

昭
和

3
3
年

法
律

第
６

号
）

、

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
、

自
動

車
の

保
管

場
所

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
5
号

）
、

警
備

業
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
1
1
7 

号
）

及
び

自
動
車

運
転

代
行

業
の

業
務

の
適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
3
年

法
律

第
5
7
号

）
及

び
探

偵
業

の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
6
0

号
）

の
規

定
に
基

づ
き

公
安

委
員

会
、

警
察
署

長
等

が
処

理
す

る
事

務
等
に

係
る

手

数
料

の
徴
収

に
関
し

必
要
な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 （
銃

砲
刀
剣

類
所
持

等
取
締

法
に

関
す
る

手
数
料

）
 

第
７

条
 

県
は

、
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取
締

法
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
の

規
定
に

基
づ

く
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
定

め
る

額
の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
～

７
 
略

 

７
の

２
？

法
第

５
条

の
５

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

1
4
,
0
0
0
円

 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

風
俗

営
業

等
の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
2
3
年

法
律
第

1
2
2
号

）
、

古
物

営
業

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
8
号

）
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
9
号

）
、

質
屋

営
業

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
5
8

号
）

、
核

原
料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

3
2

年
法

律
第

1
6
6
号

）
、

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
（

昭
和

3
3
年

法
律

第
６

号
）

、

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
、

自
動

車
の

保
管

場
所

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
5
号

）
、

警
備

業
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
1
1
7

号
）

、
 

自
動
車

運
転

代
行

業
の

業
務

の
適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
3
年

法
律

第
5
7
号

）
及

び
探

偵
業

の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
6
0

号
）

の
規

定
に
基

づ
き

公
安

委
員

会
、

警
察
署

長
等

が
処

理
す

る
事

務
等
に

係
る

手

数
料

の
徴
収

に
関
し

必
要
な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 

（
銃

砲
刀
剣

類
所
持

等
取
締

法
に

関
す
る

手
数
料

）
 

第
７

条
 

県
は

、
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取
締

法
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
の

規
定
に

基
づ

く
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
定

め
る

額
の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
～

７
 
略

 

７
の

２
？

法
第

５
条

の
５

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

1
2
,
7
0
0
円
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栃

木
県
条

例
第
2
3
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
警

察
関
係

手
数

料
条
例

の
一
部

を
改
正

す
る

条
例

 

栃
木

県
警
察

関
係
手

数
料
条

例
（

平
成
1
2
年

栃
木

県
条
例

第
1
2
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

風
俗

営
業

等
の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
2
3
年

法
律
第

1
2
2
号

）
、

古
物

営
業

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
8
号

）
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
9
号

）
、

質
屋

営
業

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
5
8

号
）

、
核

原
料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

3
2

年
法

律
第

1
6
6
号

）
、

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
（

昭
和

3
3
年

法
律

第
６

号
）

、

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
、

自
動

車
の

保
管

場
所

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
5
号

）
、

警
備

業
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
1
1
7 

号
）

及
び

自
動
車

運
転

代
行

業
の

業
務

の
適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
3
年

法
律

第
5
7
号

）
及

び
探

偵
業

の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
6
0

号
）

の
規

定
に
基

づ
き

公
安

委
員

会
、

警
察
署

長
等

が
処

理
す

る
事

務
等
に

係
る

手

数
料

の
徴
収

に
関
し

必
要
な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 （
銃

砲
刀
剣

類
所
持

等
取
締

法
に

関
す
る

手
数
料

）
 

第
７

条
 

県
は

、
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取
締

法
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
の

規
定
に

基
づ

く
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
定

め
る

額
の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
～

７
 
略

 

７
の

２
？

法
第

５
条

の
５

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

1
4
,
0
0
0
円

 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

風
俗

営
業

等
の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
2
3
年

法
律
第

1
2
2
号

）
、

古
物

営
業

法
（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
8
号

）
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
9
号

）
、

質
屋

営
業

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
5
8

号
）

、
核

原
料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

3
2

年
法

律
第

1
6
6
号

）
、

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
（

昭
和

3
3
年

法
律

第
６

号
）

、

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
、

自
動

車
の

保
管

場
所

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
1
4
5
号

）
、

警
備

業
法

（
昭

和
4
7
年

法
律

第
1
1
7

号
）

、
 

自
動
車

運
転

代
行

業
の

業
務

の
適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
3
年

法
律

第
5
7
号

）
及

び
探

偵
業

の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
6
0

号
）

の
規

定
に
基

づ
き

公
安

委
員

会
、

警
察
署

長
等

が
処

理
す

る
事

務
等
に

係
る

手

数
料

の
徴
収

に
関
し

必
要
な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 

（
銃

砲
刀
剣

類
所
持

等
取
締

法
に

関
す
る

手
数
料

）
 

第
７

条
 

県
は

、
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取
締

法
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
の

規
定
に

基
づ

く
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
定

め
る

額
の
手

数
料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
～

７
 
略

 

７
の

２
？

法
第

５
条

の
５

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

1
2
,
7
0
0
円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

猟
銃

の
操
作

及
び
射

撃
の
技

能
に

関
す
る

講
習

 

８
～

1
4
 
略

 

 

（
警

備
業
法

に
関
す

る
手
数

料
）

 

第
1
0
条

 
県
は

、
警

備
業

法
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
法

」
と

い
う
。

）
の

規
定

に

基
づ

く
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

事
務

に
つ
い

て
、

１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の

右
欄

に
定
め

る
額
の

手
数
料

を
徴

収
す
る

。
 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
 

略
 

２
？

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

再
交

付
 

2
,
0
0
0
円

 

２
 

略
 

４
？

法
第

1
1
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
2
0
0
円

 

３
～

1
1
 
略

 

２
 

略
 

 

（
自

動
車
運

転
代
行

業
の
業

務
の

適
正
化

に
関
す

る
法
律

に
関

す
る
手

数
料
）

 

第
1
1
条

 
県
は

、
自

動
車

運
転

代
行

業
の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法
律

（
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
法

」
と

い
う

。
）

の
規

定
に
基

づ
く

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
事

務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に

定
め

る
額

の
手

数
料
を

徴
収

す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

法
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
自

動
車

運
転

代
行

業
の

認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

 

1
2
,
0
0
0
円

  
２

？
法

第
５

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
証

の

再
交

付
 

1
,
7
0
0
円

 

３
？

法
第

８
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
1
0
0
円

 

猟
銃

の
操
作

及
び
射

撃
の
技

能
に

関
す
る

講
習

 

８
～

1
4
 
略

 

 

（
警

備
業
法

に
関
す

る
手
数

料
）

 

第
1
0
条

 
県
は

、
警

備
業

法
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
法

」
と

い
う
。

）
の

規
定

に

基
づ

く
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

事
務

に
つ
い

て
、

１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の

右
欄

に
定
め

る
額
の

手
数
料

を
徴

収
す
る

。
 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
 

略
 

２
？

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

再
交

付
 

2
,
0
0
0
円

 

３
 

略
 

４
？

法
第

1
1
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
2
0
0
円

 

５
～

1
3
 
略

 

２
 

略
 

 

（
自

動
車
運

転
代
行

業
の
業

務
の

適
正
化

に
関
す

る
法
律

に
関

す
る
手

数
料
）

 

第
1
1
条

 
県
は

、
自

動
車

運
転

代
行

業
の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法
律

（
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
法

」
と

い
う

。
）

の
規

定
に
基

づ
く

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
事

務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に

定
め

る
額

の
手

数
料
を

徴
収

す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
？

法
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
自

動
車

運
転

代
行

業
の

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

1
2
,
0
0
0
円

 

２
？

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

再
交

付
 

1
,
7
0
0
円

 

３
？

法
第

８
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
1
0
0
円

  
 

（
探

偵
業
の

業
務
の

適
正
化

に
関

す
る
法

律
に
関

す
る
手

数
料

）
 

第
1
2
条

 
県
は

、
探

偵
業

の
業

務
の

適
正
化

に
関

す
る

法
律

（
以

下
こ
の

条
に

お
い

て

「
法

」
と

い
う
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
事

務
に
つ

い
て

、
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0
0
 
 

猟
銃

の
操
作

及
び
射

撃
の
技

能
に

関
す
る

講
習

 

８
～

1
4
 
略

 

 

（
警

備
業
法

に
関
す

る
手
数

料
）

 

第
1
0
条

 
県
は

、
警

備
業

法
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
法

」
と

い
う
。

）
の

規
定

に

基
づ

く
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

事
務

に
つ
い

て
、

１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の

右
欄

に
定
め

る
額
の

手
数
料

を
徴

収
す
る

。
 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
 

略
 

２
？

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

再
交

付
 

2
,
0
0
0
円

 

２
 

略
 

４
？

法
第

1
1
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
2
0
0
円

 

３
～

1
1
 
略

 

２
 

略
 

 

（
自

動
車
運

転
代
行

業
の
業

務
の

適
正
化

に
関
す

る
法
律

に
関

す
る
手

数
料
）

 

第
1
1
条

 
県
は

、
自

動
車

運
転

代
行

業
の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法
律

（
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
法

」
と

い
う

。
）

の
規

定
に
基

づ
く

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
事

務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に

定
め

る
額

の
手

数
料
を

徴
収

す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

法
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
自

動
車

運
転

代
行

業
の

認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

 

1
2
,
0
0
0
円

  
２

？
法

第
５

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

く
認

定
証

の

再
交

付
 

1
,
7
0
0
円

 

３
？

法
第

８
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
1
0
0
円

 

猟
銃

の
操
作

及
び
射

撃
の
技

能
に

関
す
る

講
習

 

８
～

1
4
 
略

 

 

（
警

備
業
法

に
関
す

る
手
数

料
）

 

第
1
0
条

 
県
は

、
警

備
業

法
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
法

」
と

い
う
。

）
の

規
定

に

基
づ

く
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

事
務

に
つ
い

て
、

１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の

右
欄

に
定
め

る
額
の

手
数
料

を
徴

収
す
る

。
 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
 

略
 

２
？

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

再
交

付
 

2
,
0
0
0
円

 

３
 

略
 

４
？

法
第

1
1
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
2
0
0
円

 

５
～

1
3
 
略

 

２
 

略
 

 

（
自

動
車
運

転
代
行

業
の
業

務
の

適
正
化

に
関
す

る
法
律

に
関

す
る
手

数
料
）

 

第
1
1
条

 
県
は

、
自

動
車

運
転

代
行

業
の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法
律

（
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
法

」
と

い
う

。
）

の
規

定
に
基

づ
く

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
事

務

に
つ

い
て

、
１
件

に
つ

き
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に

定
め

る
額

の
手

数
料
を

徴
収

す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
？

法
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
自

動
車

運
転

代
行

業
の

認
定
の

申
請
に

対
す
る

審
査

 

1
2
,
0
0
0
円

 

２
？

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

再
交

付
 

1
,
7
0
0
円

 

３
？

法
第

８
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

認
定

証
の

書
換

え
 

2
,
1
0
0
円

  
 

（
探

偵
業
の

業
務
の

適
正
化

に
関

す
る
法

律
に
関

す
る
手

数
料

）
 

第
1
2
条

 
県
は

、
探

偵
業

の
業

務
の

適
正
化

に
関

す
る

法
律

（
以

下
こ
の

条
に

お
い

て

「
法

」
と

い
う
。

）
の

規
定

に
基

づ
く

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
事

務
に
つ

い
て

、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
６

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（

警
察
本

部
生
活

環
境
課

）
 

 
 

 

１
件

に
つ
き

そ
れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄
に
定

め
る
額

の
手
数

料
を

徴
収
す

る
。

 

 

２
？

法
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
っ

た
こ

と
を

証
す

る

書
面

の
交
付

 

1
,
6
0
0
円

 

３
？

法
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

届
出

が
あ

っ
た

こ
と
を

証
す
る

書
面
の

再
交

付
 

1
,
1
0
0
円

  
 第
1
2
条

～
第

1
6
条
 

略
 

１
件

に
つ
き

そ
れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄
に
定

め
る
額

の
手
数

料
を

徴
収
す

る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数

料
の
額

 

１
？

法
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

同
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
っ

た
こ

と
を

証
す

る

書
面

の
交
付

 

3
,
6
0
0
円

 

２
？

法
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
っ

た
こ

と
を

証
す

る

書
面

の
交
付

 

1
,
6
0
0
円

 

３
？

法
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

届
出

が
 

あ
っ

た
こ
と

を
証
す

る
書
面

の
再

交
付

 

1
,
1
0
0
円

  
 第
1
3
条

～
第

1
7
条
 

略
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

         
栃
木
県
条
例
第

2
4
号

 

 
 

 
 
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
３
年
栃
木
県
条
例
第

2
7
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
高
齢
対
策
課
）

 
 

 

  

 


